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１.  設計⽅針 
1-1 基本理念・基本⽅針 

下妻市の新庁舎建設基本設計にあたり、平成30年1⽉に策定された「下妻市庁舎等建設基本構想」で掲げられた基本理念・
基本⽅針、及び「下妻市庁舎等建設基本計画」で掲げられた整備⽅針に基づいた計画とします。 

新庁舎建設の指針である「下妻市庁舎等建設基本構想」では、３つの基本理念と９つの基本⽅針を庁舎等建設の基本的
な考え⽅として定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 基本設計⽅針 

 
 
・訪れるすべての⼈にとって、庁舎へ出⼊りしやすく、庁内では快適に利⽤できるようにするため、「茨城県 ひとにや

さしいまちづくり条例施設整備マニュアル（ユニバーサルデザインガイドライン）」に適合した庁舎を計画します。 
 
・利⽤者が満⾜するサービスを提供するため、利⽤者の視点による利便性を向上するとともに、事務効率を最適化でき

る庁舎を計画します。 
 
・良質な地域拠点とするため、⼈々が集まる交流の場、集まった⼈々の憩いの場を提供する空間を有することで、庁舎

ににぎわいを創出します。 
 
 
 
・地震や⽔害等の⼤規模災害において市⺠の⽣命と財産を守るため、耐震性や⾮常電源を確保した庁舎を計画します。 
・地震による建物本体への損傷を⼤幅に抑制し、在庁者の⾏動にも⽀障の少ない「免震構造」の導⼊を計画します。 
 
・災害対策活動を早急かつ円滑に⾏うため、災害対策本部の活動に関する機能を集約した庁舎を計画します。 
・防災意識向上を図るための情報発信に加え、市内の産業や観光等の情報の市内外へＰＲや各世代や外国の⽅々が保有

する知識や情報を多くの⼈へ発信できる場を提供します。 
 
・庁舎内の安全を確実にするとともに、市⺠の個⼈情報等の漏洩を防⽌するため、設計段階においてセキュリティゾー

ニングを⾏い、市⺠・職員を含めた⼊退室の管理を⾏う等、各種セキュリティ機能を強化した庁舎を計画します。 
 
 
 
・市⺠ニーズや社会情勢等の変化に伴うサービスの提供内容や提供⽅法に柔軟に対応していくため、極⼒⾃由な空間構

成とした庁舎を計画します。 
 
・⻑期間の使⽤を考慮するため、維持管理や改修等を⾒据えたライフサイクルコストを抑制する庁舎を計画します。 
・維持管理コスト等を抑制し、メンテナンスが容易な構造やエネルギー効率の⾼い設備の導⼊を検討します。 
 
・豊かな⾃然を守るため、⾃然エネルギーの活⽤や省エネルギー設備の導⼊等、環境に配慮した庁舎を計画します。 
・庁舎等の維持管理における環境負荷を低減するため、⾃然採光や⾃然換気による省エネルギーや再⽣可能エネルギー

の採⽤を積極的に検討します。 

更に、上記の基本理念・基本⽅針に基づき、
「下妻市庁舎等建設基本計画」において 4 つ
の機能を軸とした具体的な整備⽅針を策定し
ました。 

整備⽅針は、「基本機能」「必要機能」「導⼊
機能」「複合化機能」から構成されており、そ
れぞれが９つの基本⽅針を実現するための施
策として、基本設計に反映しています。 

 
基本計画における庁舎等が備える機能を施

設別に整理すると、右図のようになります。 

【基本理念１】安⼼した暮らしを⽀える地域拠点となる庁舎                          

【基本理念２】安全な暮らしを提供する防災拠点となる庁舎                          

【基本理念３】財政負担を軽減する効率的でシンプルな庁舎                          

■基本⽅針１−１：誰もが快適に利⽤しやすい庁舎 

■基本⽅針１−２：効率的で利便性の⾼いサービスを提供する庁舎 

■基本⽅針１−３：市⺠が集いにぎわいを創出する庁舎 

■基本⽅針２−１：災害に強く安全な庁舎 

■基本⽅針２−２：災害発⽣時の指令や情報を発信する庁舎 

■基本⽅針２−３：情報等のセキュリティを強化した庁舎 

■基本⽅針３−１：将来の市⺠ニーズの変化に対応する庁舎 

■基本⽅針３−２：ライフサイクルコストを重視する庁舎 

■基本⽅針３−３：環境にやさしい庁舎 

【文化会館 

公民館】 
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２.  設計条件の整理 
2-1 基本条件の整理 

（１）建物概要 
 

項 ⽬ 内 容 備 考 

建物名 下妻市庁舎  

主要⽤途 事務所  

⼯事種別 新築  

 建築⾯積 2,592 ㎡  

 延床⾯積 8,494 ㎡ 庇を除く 

 建ぺい率 23％  

 容積率 75％  

構造種別 鉄⾻造  

 基礎 杭基礎  

 耐⽕建築物等種別 耐⽕建築物  

 階数 地上4 階建て  

 建物の最⾼⾼さ 20.5m  

 建物の最⾼軒⾼さ 20.3m  

駐⾞台数 188 台  

 ⾃転⾞駐輪台数 45 台  

 

2-2 敷地条件の整理 

（１）敷地概要 
 

項 ⽬ 内 容 

計画地 茨城県下妻市本城町三丁⽬13 番地、36 番地1 ほか 

⽤途地域 第⼆種住居地域 ⼟地区画整理地区 地区計画区域 

都市計画区域 区域内 (下妻市は全域都市計画区域内の⾮線引きであり、市街化区域及び市街化調整区域は定めていない。) 

敷地⾯積 11,317 ㎡ 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

⽇影規制 測定⾯：GL+４ｍ 規制時間：３時間/２時間 

周辺道路 ⻄側：市道3312 号  幅員：6.0ｍ 

南側：市道115 号  幅員：12.0ｍ 

 

 
 
 
（２）都市計画図  
 

事業計画地 
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（３）敷地現況写真  
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2-3 諸室条件の整理 

（１）新庁舎における各諸室の計画条件 
 ・職員アンケート及び各課のヒアリング、また、各会議における協議内容を下記に整理します。 
  

階数 室名 ⾯積
(㎡) 設計条件 

1 

階 

 

市 

庁 

舎 

⾵除室1 14 ・庁舎南側に配置し、庁舎メインエントランスの⾵除室とする。 

⾵除室2 17 ・庁舎⻄側に配置し、庁舎サブエントランスの⾵除室とする。 
・⻄側からの⾵に配慮した仕様とする。 

⾵除室3 6 ・庁舎北側に配置し、庁舎サブエントランスの⾵除室とする。 
・主に職員⽤通⽤⼝として使⽤する。 

交流スペース 70 ・⾵除室1 に隣接して配置する。 
・外部から視認できる仕様とする。 
・情報発信スペース（ポスター・パンフレット）・会議室案内のサイネージを設置する。 
・⾃動販売機の設置スペースを確保する。 

交流スペース・会議スペース 104 ・⾵除室2 に隣接して配置する。 
・外部から視認できる仕様とする。 
・北⾯及び⻄⾯は開放できる仕様とする。 
・待合ホールに⾯する位置に移動間仕切りを設置する。 
・市⺠課に⾯する位置に出⼊⼝を設置する。 

エントランスホール 57  

待合ホール1 304 ・窓⼝対⾯型の待合ホールとする。 
・デジタルサイネージによる番号案内を設置するスペースを確保する。 
・記載台を2台設置する。 
・記載台の1つに番号案内発券機を設置する。 
・待合ソファは60⼈程度が座れる脚数を設置する。 
・打ち合わせスペースを1ヵ所設置する。 

総合案内 - ・⾵除室1・2 から認識しやすい位置に配置する。 
・担当2 名が座れるスペースを確保する。 

キッズスペース -  

授乳室 13 ・2⼈分の個室を設置する。 
・シンク及び⼩型温⽔器（ミルク⽤）を設置する。 
・おむつ交換台を2ヵ所設置する。（男性も利⽤できるよう配慮する。） 

多⽬的トイレ 5 ・オストメイト対応機器を設置する。 
・ベビーシートを設置する。 

トイレ（男） 25 ・⼿洗いを3ヵ所設置する。 
・⼤便器・⼩便器を各3 ヵ所設置する。 
・SK を設置する。 

トイレ（⼥） 21 ・⼿洗いを4ヵ所設置する。 
・⼤便器を4ヵ所設置する。 

相談室1-1 9 ・ローカウンターを設置する。 
・職員と来庁者の動線を分けるため、出⼊⼝を2ヵ所設置する。 

相談室1-2 9 ・ローカウンターを設置する。 
・職員と来庁者の動線を分けるため、出⼊⼝を2ヵ所設置する。 

相談室1-3 9 ・ローカウンターを設置する。 
・職員と来庁者の動線を分けるため、出⼊⼝を2ヵ所設置する。 

相談室1-4 9 ・ローカウンターを設置する。 
・職員と来庁者の動線を分けるため、出⼊⼝を2ヵ所設置する。 

⾦庫室 5 ・会計課内に設置する。 

給湯室1-1 7 ・給湯器・ミニキッチンを設置する。 
・保温ポット・冷蔵庫・⾷器棚を設置するスペースを確保する。 

給湯室1-2 7 ・給湯器・ミニキッチンを設置する。 
・保温ポット・冷蔵庫・⾷器棚を設置するスペースを確保する。 

 
 

階数 室名 ⾯積
(㎡) 設計条件 

1 

階 

 

市 

庁 

舎 

倉庫1-1 14 ・税務課・収納課が使⽤する。 

倉庫1-2 6 ・会計課内に設置する。 
・物品を管理・保管する。 

倉庫1-3 11 ・⼦ども家庭課（⼦育て⽀援課）・⻑寿⽀援課（介護保険課）・福祉課が使⽤する。 

倉庫1-4 6 ・庁舎管理⽤倉庫とする。 

警備員室（⽤務員室） 17 ・⾵除室2 に隣接した配置とする。 
・前室と宿直室に分けた設計とする。 
・宿直室は⽤務員の休憩室として兼⽤する。 
・宿直室内にシンクを設置する。 

中⽔ポンプ室 6  

消⽕ポンプ室 6  

下⾜室 21 ・⻑靴⽤下駄箱・ヘルメット置場を設置する。 
・ユニットシャワーを設置する。 
・温⽔⼿洗いを設置する。 
・外部に地流しを設置する。 

1 

階 

 

保 

健 

セ 

ン 

タ 

｜ 

⾵除室4 9 ・保健センター東側に配置し、保健センターメインエントランスの⾵除室とする。 

廊下1 76 ・下⾜仕様とする。 

廊下2 68 ・上⾜仕様とする。 

待合ホール 55 ・待合ソファは60⼈程度が座れる脚数を設置する。 
・上⾜仕様とする。 

多⽬的トイレ 6 ・ベビーシート・ベビーチェアを設置する。 
・幼児⽤便器を設置する。 
・上⾜仕様とする。 

トイレ（男） 17 ・⼿洗いを3ヵ所設置する。 
・⼤便器を2ヵ所設置する。 
・⼩便器を3ヵ所設置する。 
・SKを設置する。 
・個室内1ヵ所にベビーチェアを設置する。 
・上⾜仕様とする。 
・検査室・消毒室側に⼩窓を設置する（尿検査⽤） 

トイレ（⼥） 19 ・⼿洗いを3ヵ所設置する。 
・⼤便器を5ヵ所設置する。 
・個室内1ヵ所にベビーチェアを設置する。 
・上⾜仕様とする。 
・検査室・消毒室側に⼩窓を設置する（尿検査⽤） 

⺟⼦健康指導室 50 ・医師・講師控室と隣接した配置とする。 
・床仕上げをクッションフロアとする。 
・IH調理台を設置する。 
・上⾜仕様とする。 

医師・講師控室 12 ・⺟⼦健康指導室と隣接した配置とする。 
・シンクを設置する。 
・上⾜仕様とする。 

多⽬的室1 60 ・多⽬的室2と隣接した配置とする。 
・床仕上げをクッションフロアとする。 
・南⾯を移動間仕切りとする。 
・東⾯の⼀部を掃出窓とする。 
・上⾜仕様とする。 
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階数 室名 ⾯積
(㎡) 設計条件 

1 

階 

 

保 

健 

セ 

ン 

タ 

｜ 

多⽬的室2 60 ・多⽬的室1・健康相談室・健康教育室と隣接した配置とする。 
・床仕上げをクッションフロアとする。 
・北⾯・南⾯を移動間仕切りとする。 
・東⾯の⼀部を掃出窓とする。 
・上⾜仕様とする。 

健康相談室・健康教育室 50 ・多⽬的室2 と隣接した配置とする。 
・床仕上げをクッションフロアとする。 
・上⾜仕様とする。 

検査室・消毒室 8 ・シンク・汚物流しを設置する。 
・上⾜仕様とする。 

相談室1 10 ・廊下1 に⾯した配置とする。 
・上⾜仕様とする。 

相談室2 10 ・倉庫4・健康づくり課（保健センター）と隣接した配置とする。 
・下⾜仕様とする。 

給湯室 7 ・給湯器・ミニキッチンを設置する。 
・保温ポット・冷蔵庫・⾷器棚を設置するスペースを確保する。 
・下⾜仕様とする。 

資料室 21 ・下⾜仕様とする。 

倉庫1 8 ・⺟⼦健康指導室⽤倉庫とする 

倉庫2 20 ・健康相談室・健康教育室等倉庫とする。 

倉庫3 4 ・健康づくり課（保健センター）が使⽤する。 

倉庫4 21 ・健康づくり課（保健センター）が使⽤する。 

2 

階 

 

職 

員 

エ 

リ 

ア 

更⾐室（男）1 33 ・⼿洗いを2 ヵ所設置する。 

更⾐室（男）2 46 ・⼿洗いを2 ヵ所設置する。 

更⾐室（⼥）1 22 ・⼿洗いを2 ヵ所設置する。 

更⾐室（⼥）2 34 ・⼿洗いを2 ヵ所設置する。 

職員⽤トイレ（男） 23 ・⼿洗いを4 ヵ所設置する。 
・⼤便器・⼩便器を各4 ヵ所設置する。 

職員⽤トイレ（⼥） 23 ・⼿洗いを5 ヵ所設置する。 
・⼤便器を7 ヵ所設置する。 

印刷室 48  

作業スペース 39  

職員⽤会議室1 68 ・南⾯を移動間仕切りとする。 

職員⽤会議室2 63 ・南⾯を移動間仕切りとする。 

休憩室 126 ・システムキッチンを1 ヵ所設置する。 
・⼿洗いを3 ヵ所設置する。 
・外壁沿いにカウンターを設置する。 
・働き⽅改⾰に向けた新たな執務スペースの可能性について検討する。 

電話交換室 22  

休養室（男） 11 ・4.5 畳の畳敷きとする。 

休養室（⼥） 11 ・4.5 畳の畳敷きとする。 

倉庫2-1 13 ・商⼯観光課・⽣涯学習課が使⽤する。 

 
 
 
 

階数 室名 ⾯積
(㎡) 設計条件 

2 

階 

EV ホール2 35  

待合ホール2 318  

多⽬的トイレ 5 ・オストメイト対応機器を設置する。 
・ベビーシートを設置する。 

トイレ（男） 25 ・⼿洗いを3 ヵ所設置する。 
・⼤便器・⼩便器を各3 ヵ所設置する。 
・SK を設置する。 

トイレ（⼥） 21 ・⼿洗いを4 ヵ所設置する。 
・⼤便器を4 ヵ所設置する。 

教育⻑室 20 ・応接スペースを確保する。 

応接スペース 20 ・教育⻑室と隣接した配置とする。 

会議室2-1 24 ・⽣活環境課と隣接した配置とする。 

会議室2-2 13 ・倉庫2-4 と隣接した配置とする。 

会議室2-3 14 ・都市整備課と隣接した配置とする。 

相談室2-1 10 ・ローカウンターを設置する。 
・職員と来庁者の動線を分けるため、出⼊⼝を2 ヵ所設置する。 

相談室2-2 10 ・ローカウンターを設置する。 
・職員と来庁者の動線を分けるため、出⼊⼝を2 ヵ所設置する。 

放射能測定室 12 ・放射能測定機器を設置するスペースを確保する。 
・ワクチン保管⽤冷蔵庫を設置するスペースを確保する。 

機械室 63 ・改修⼯事が容易にできる構造とする。 
・受⽔槽を設置する。 

地籍資料室 24 ・地籍資料を保管する。 

図⾯室1 35 ・学校教育課・指導課で使⽤する。 

図⾯室2 35 ・建設課・都市整備課で使⽤する。 

給湯室2-1 6 ・給湯器・ミニキッチンを設置する。 
・保温ポット・冷蔵庫・⾷器棚を設置するスペースを確保する。 

給湯室2-2 6 ・給湯器・ミニキッチンを設置する。 
・保温ポット・冷蔵庫・⾷器棚を設置するスペースを確保する。 

倉庫2-2 25 ・商⼯観光課・農業政策課（農政課）・農地整備課（農政課）が使⽤する。 

倉庫2-3 7 ・商⼯観光課が使⽤する。 

倉庫2-4 24 ・⽣涯学習課が使⽤する。 
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階数 室名 ⾯積
(㎡) 設計条件 

3 

階 

EV ホール3 47  

待合ホール3 299  

多⽬的トイレ 5 ・オストメイト対応機器を設置する。 
・ベビーシートを設置する。 

トイレ（男） 25 ・⼿洗いを3 ヵ所設置する。 
・⼤便器・⼩便器を各3 ヵ所設置する。 
・SK を設置する。 

トイレ（⼥） 21 ・⼿洗いを4 ヵ所設置する。 
・⼤便器を4 ヵ所設置する。 

市⻑室 33 ・応接室（⼤）と隣接した配置とする。 
・デスクと打合せテーブルを設置する。 

副市⻑室 23 ・応接室（⼩）と隣接した配置とする。 
・デスクと打合せテーブルを設置する。 

応接室（⼤） 25 ・応接室（⼩）・市⻑室と往来できる仕様とする。 

応接室（⼩） 19 ・副市⻑室・応接室（⼤）と往来できる仕様とする。 

庁議室 64 ・出⼊⼝は3 ⽅向に設置する。 

災害対策室 115 ・会議室3-2・消防交通課と隣接した配置とする。 
・防災対策の各種機能を設置する。 
・⻄⾯を移動間仕切りとする。 
・会議室3-1・会議室3-2 とともに1 室として利⽤可能な仕様とする。 

会議室3-1 115 ・会議室3-2 と隣接した配置とする。 
・東⾯を移動間仕切りとする。 
・会議室3-2・災害対策室とともに1 室として利⽤可能な仕様とする。 

会議室3-2 126 ・会議室3-1・災害対策室と隣接した配置とする。 
・⻄⾯・東⾯を移動間仕切りとする。 
・会議室3-1・災害対策室とともに1 室として利⽤可能な仕様とする。 

会議室3-3 32 ・30 ㎡程度を確保する。 

会議室3-4 39 ・40 ㎡程度を確保する。 

会議室3-5 41 ・40 ㎡程度を確保する。 

会議室3-6 24 ・30 ㎡程度を確保する。 

物品庫 13 ・総務課が使⽤する。 

書庫 5 ・総務課単独書庫として設置する。 

相談室 10 ・総務課が使⽤する。 

電算・サーバー室 55 ・総務課（情報管理係）と近接した配置とする。 
・室温を⼀定（23℃程度）に保てる仕様とする。 
・学校関係サーバーも設置する。 

ボンベ室 6  

防災無線室 20 ・消防交通課と近接した配置とする。 
・室温を⼀定（23℃程度）に保てる仕様とする。 

トイレ 4 ・市⻑室・副市⻑室と近接した配置とする。 
・廊下からの視線に配慮する。 

給湯室3-1 6 ・給湯器・ミニキッチンを設置する。 
・保温ポット・冷蔵庫・⾷器棚を設置するスペースを確保する。 

給湯室3-2 4 ・給湯器・ミニキッチンを設置する。 
・保温ポット・冷蔵庫・⾷器棚を設置するスペースを確保する。 

倉庫3-1 7 ・災害対策⽤の備蓄倉庫とする。 

倉庫3-2 13 ・秘書課が使⽤する。 

 

階数 室名 ⾯積
(㎡) 設計条件 

4 

階 

EV ホール4 24  

待合スペース 53 ・待合ソファは10⼈程度が座れる脚数を設置する。 
・⾃動販売機の設置スペースを確保する。 

多⽬的トイレ 5 ・オストメイト対応機器を設置する。 
・ベビーシートを設置する。 

トイレ（男） 20 ・⼿洗いを3ヵ所設置する。 
・⼤便器を2ヵ所設置する。 
・⼩便器を3ヵ所設置する。 
・SKを設置する。 

トイレ（⼥） 18 ・⼿洗いを3ヵ所設置する。 
・⼤便器を3ヵ所設置する。 

議場ロビー 42  

議場廊下 98  

議場 265 ・傍聴席58 席（固定席：36 席／スタッキングチェア：22 席）を設置する。 
・傍聴席に⾞いす利⽤者⽤スペースを1 ヵ所設置する。 
・スタッキングチェアを収納するスペースを確保する。 

調整室 7 ・議場内に配置する。 

全員協議会室 148 ・議場・委員会室と往来できる仕様とする。 

委員会室 60 ・全員協議会室と往来できる仕様とする。 
・55 ㎡程度を確保する。 

正副議⻑室兼応接室 73 ・正副議⻑席と応接スペースの間にパーティションを設置する。 

議員控室 85 ・議員20 ⼈分のスペースを確保する。 
・配膳スペースを設置する。 

議会図書室 34 ・35 ㎡程度を確保する。 

会派室1 17 ・15 ㎡程度を確保する。 

会派室2 11 ・10 ㎡程度を確保する。 

会派室3 11 ・10 ㎡程度を確保する。 

会派室4 11 ・10 ㎡程度を確保する。 

更⾐室（男） 8 ・男⼥⽐の変化に対応できるスペースを確保する。 

更⾐室（⼥） 6 ・男⼥⽐の変化に対応できるスペースを確保する。 

会議室4-1 82 ・南⾯を移動間仕切りとする。 
・80 ㎡程度を確保する。 

会議室4-2 78 ・北⾯を移動間仕切りとする。 
・80 ㎡程度を確保する。 

給湯室4 6 ・正副議⻑室兼応接室と往来できる仕様とする。 
・給湯器・ミニキッチンを設置する。 
・保温ポット・冷蔵庫・⾷器棚を設置するスペースを確保する。 

倉庫4-1 8 ・議会事務局が使⽤する。 

倉庫4-2 14 ・会議室4-1 から利⽤できる仕様とする。 

倉庫4-3 6 ・全員協議会室・委員会室⽤倉庫とする。 

倉庫4-4 29 ・議員控室⽤倉庫とする。 

倉庫4-5 7 ・議場内に配置する。 

共通 
EV1 - ・ストレッチャー対応とする。 

EV2 - ・健康づくり課（保健センター）と往来できる仕様とする。 
・職員エリアについては、セキュリティ認証による開閉仕様とする。 

 



下妻市庁舎等建設基本設計報告書 

    07 

（２）新庁舎における外構の計画条件 
 ・外構整備における計画条件を下記に整理します。 
 

名称 設計条件 

新庁舎 駐⾞場 ・外来者⽤駐⾞場 79台 
・おもいやり駐⾞場 4台 
 の駐⾞場を確保する。 

保健センター 駐⾞場 ・保健センター駐⾞場 101台 
・おもいやり駐⾞場 4台 

の駐⾞場を確保する。 
新庁舎 駐輪場 ・40台分の駐輪場（W16,000×D2,200）を確保する。 

保健センター 駐輪場 ・5台分の駐輪場（W3,000×D2,200）を確保する。 

バス乗降スペース ・コミュニティバス（全⻑：6,990 全幅：2,080 全⾼：3,100） 
 が寄り付けるスペースをエントランス前に確保する。 

施設看板 ・W1,000×D300×H5,000とし、南側⾞道からの視認性に配慮して設置する。 

掲揚旗ポール ・H＝12,000を2本設置する。 

モニュメント ・移設位置の詳細については今後検討。 

電話ボックス ・移設位置の詳細については今後検討。 

掲⽰板 ・W1,800×D200×H1,800程度とし、⾵除室2の南側の外壁沿いに視認性に配慮して設置する。 

⾞⽌め ・南側歩道との接続部に1か所設置。 
・北⻄部の⾞寄せ部分に5か所設置。 

ベンチ ・眺望デッキに3基設置する。 

擁壁・メッシュフェンス ・敷地東側の保健センター駐⾞場と敷地内通路のレベル差の解消が必要な部分については、 
 擁壁を設置する。 
・落下防⽌のために、メッシュフェンス H＝1,500を設置する。 

ソーラー外灯 ・移設位置の詳細については今後検討。 
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2-4 法的条件の整理 

（１）関係法令の整理 
 ・建築基準法 

・都市計画法 
・消防法 

 ・⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法） 
 ・茨城県ひとにやさしいまちづくり条例 
 ・建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律（ビル管理法） 
 ・エネルギーの使⽤の合理化に関する法律（省エネ法） 
 ・建設⼯事に係る資材の再資源化当に関する法律（建設リサイクル法） 
 ・茨城県建築基準法施⾏条例 
  上記は、基本設計時点のものであり、各⾏政との協議は実施設計時に再度確認が必要となります。 
 
（２）関係法令のチェックリスト 

■ 建築基準法 
・⼯事着⼯には確認申請⼿続きが必要 

□集団規定 
項⽬ 法令番 規定 チェック 

建築等に関する 
申請及び確認 

(⽤途) 
− − 

建築確認申請上の⽤途区分 
「事務所」 

道路の定義 法42条 
道路の定義 建築基準法上の道路に接する 

⻄側：市道3312号  幅員：6.0ｍ 
南側：市道115号  幅員：12.0ｍ 

敷地と道路との 
関係 法43条 

・幅員4ｍ以上の道路に接道が必要 
・接道⻑さは2ｍ以上 

幅員4ｍ以上の道路に2ｍ以上接する 

⽤途制限 法48条 
別表2 

⽤途地域ごとの建築物の⽤途制限 
 

 

容積率 法52条 
・法定以下(200％) 
・(最⼤前⾯道路が12ｍ未満の場合)最⼤幅員×0.4 

200％以下 
※現計画 72％ 

建蔽率 法53条 
・法定以下(60％（70％）) 60％以下 

※現計画 22％ 

建築物の 
各部分の⾼さ 法56条 

・道路斜線：勾配1.25 左記の基準を満たす施設とする 
・隣地斜線：⽴上り20ｍ＋勾配1.25 
・北側斜線：規定なし 

⽇影規制 法56条の2 区域・地域ごとの⽇影による中⾼層の建築部の⾼さの規制 ３時間/２時間 GL+４ｍ 

⾼度地区 法58条 
  

防⽕地域 
準防⽕地域 

法61条 
〜67条 

防⽕地域、準防⽕地域内における建物の規制  

市町村の条例 
に基づく制限 

法68条 
の2 

地区計画等の区域内における敷地、建築等の制限  

 

 
□単体規定 

項⽬ 法令番号 規定 チェック 

特殊建築物 
法2条 

令115条
の3 

○特殊建築物 学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育
館、病院、劇場、観覧場、集会場、展⽰場、百貨店、市場、ダンスホール、
遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、⼯場、倉庫、⾃動⾞⾞
庫、危険物の貯蔵場、と畜場、⽕葬場、汚物処理場その他これらに類する⽤
途に供する建築物をいう。 

該当しない 

居室 法2条 
○居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する⽬的で継続的に使⽤す

る室 
倉庫、トイレ、廊下、階段、昇降機を
除く室に該当 

屋根 法22条 ○特定⾏政庁指定区域における建築物屋根の防⽕ 左記の基準を満たす施設とする 

外壁 法23条 ○法22条区域内にある⽊造建築物等の外壁の防⽕ 左記の基準を満たす施設とする 

防⽕壁 法26条 
○延べ⾯積が1,000㎡を超える建築物は、防⽕上有効な構造の防⽕壁によつて有

効に区画し、かつ、各区画の床⾯積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなけれ
ばならない。ただし、耐⽕建築物⼜は準耐⽕建築物はこの限りでない。 

耐⽕建築物とするため、適⽤外 

耐⽕建築物 法27条 
○耐⽕建築物⼜は準耐⽕建築物としなければならない特殊建築物について規定 ⾮特殊建築物のため、適⽤外 

但し、耐⽕建築物とする 

居室の採光 

及び換気 

法28条 
令20条の

2,3 

○居室は床⾯積の1/20以上の開⼝部もしくは換気設備を設置 
○⽕気使⽤室には換気設備を設けなければならない 

左記の基準を満たす施設とする 

便所 法31条 
○下⽔道法（昭和33年法律第七⼗九号）第2条第⼋号に規定する処理区域内に

おいては、便所は、⽔洗便所（汚⽔管が下⽔道法第2条第三号に規定する公
共下⽔道に連結されたものに限る。）以外の便所としてはならない。 

⽔洗便所とする 

避雷設備 法33条 
○⾼さ⼆⼗メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければなら

ない 
左記の基準を満たす施設とする 

昇降機 法34条 
○建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開⼝

部は、防⽕上⽀障がない構造でなければならない 
左記の基準を満たす施設とする 
 

特殊建築物等の 
避難及び 

消⽕に関する 
技術的基準 

法35条 
令117条 
令119条 
令120条 
令121条 
令122条 
令125条 

○特殊建築物、階数が3以上である建築物、延床⾯積が1000㎡を超える 
建築物等においては避難施設、消⽕設備、排煙設備、⾮常⽤の照明装 
置及び進⼊⼝並びに敷地内の避難上及び消⽕上必要な通路は政令に 
定める技術基準に従って防⽕上⽀障がないようにしなければならない 

延べ⾯積：8,494㎡ 

○廊下の幅員：両側に居室がある場合 ≧1.6ｍ 
       その他の場合     ≧1.2ｍ 

左記の基準を満たす施設とする 

○直通階段の設置：居室の各部分からその⼀に⾄る歩⾏距離 
 

無窓居室は40m 以内、その他の居室
は50m 以内とする。（仕上げを準不燃
仕上とした場合は+10m） 

○２以上の直通階段の設置： 
・５階以下の階で、その階における居室の床⾯積の合計 
 ＞ 400㎡（避難階の直上階・耐⽕建築物） 
 ＞ 200㎡（その他の階・耐⽕建築物） 
・各避難階段に⾄る重複区間の⻑さは令120条の歩⾏距離の1/2を超えてはなら
ない 

左記の基準を満たす施設とする 

○避難階段の設置：５階以上の階、地下２階以下の階 4階建てのため、適⽤外 
○避難階における屋外への出⼝に⾄る歩⾏距離は階段からは令120条に規定す

る数値以下、居室各部分からは令120条に規定する数値の2倍以下 
左記の基準を満たす施設とする 
 

屋上広場等 令126条 

○屋上広場⼜は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲
には、安全上必要な⾼さが1.1m以上の⼿すり壁、さく⼜は⾦網を設けなけれ
ばならない。 

左記の基準を満たす施設とする 
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項⽬ 法令番号 規定 チェック 

排煙設備 
法35条 
令126条
の2、3 

○階数が3以上で延べ⾯積が500㎡をこえる建築物 
・床⾯積≦500㎡ごとに防煙壁で区画 
（設置免除される部分を除く。また、はり等の下り50cm以上あり、排煙垂れ

壁扱いをされるときは排煙⼝を設けなければならない。） 
・区画された部分ごとに、それぞれ排煙⼝を設ける。 
（防煙区画内の各部分より⽔平距離30ｍ以内になるように排煙⼝を設ける。） 
・排煙⼝を直接外気に接しめる。（⾃然排煙設備） 
・排煙⼝を排煙⾵道に直結させる。（機械排煙設備） 

階数：4階建て 
延べ⾯積：8,494㎡のため、適⽤ 
左記の基準を満たす施設とする 

⾮常⽤の 

照明装置 

法35条 
令126条
の4、5 

○階数が3以上で延べ⾯積が500㎡をこえる建築物の居室及びこれらの居室か
ら地上に通ずる廊下、階段その他の通路 

・但し、避難階⼜は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上⽀障がない
ものについてはこの限りでない 

○停電時⾃動点灯し床⾯照度1ルクス以上の照度を確保 

左記の基準を満たす施設とする 

⾮常⽤の 

進⼊⼝ 

法35条 
令126条

の6 

○3階以上の階に設置 
 

左記の基準を満たす施設とする 

敷地内の通路 
法35条 
令127条 
令128条 

○建物の屋外への出⼝から道⼜は広場への通路は 
幅員1.5ｍ以上 

左記の基準を満たす施設とする 

特殊建築物等 

の内装 

法35条の
2 

令128条
の4 

令129条 

○階数が3以上である建築物 
○主要構造部が耐⽕構造でない建物の⽕気使⽤室 
○無窓の居室 
・居室の壁、天井：難燃材料 
・通路の壁、天井：準不燃材料 
・⽕気使⽤室の壁、天井：準不燃材料 

階数が3以上である建築物のため、 
適⽤ 
左記の基準を満たす施設とする 

無窓の居室等の主要構

造部 

法35条の
3 

令111条 

○窓その他の開⼝部の合計 ＜ 居室の床⾯積の1/20 
○直接外気に接する避難上有効な構造のものがない 
（直径1ｍ以上の円が内接、⼜はｗ750×ｈ1200以上） 
・その居室を区画する主要構造部を耐⽕構造とし、⼜は不燃材料で造らなけれ

ばならない 

無窓の居室となった場合、左記の基準
を満たす施設とする 

採光有効⾯積の 
算定⽅法 令20条 ○法28条1項の居室採光に有効な部分の⾯積 該当しない 

居室の天井の⾼さ 令21条 ○居室の天井の⾼さ ≧2.1ｍ 左記の基準を満たす施設とする 

階段 

令23条 

○直上階の居室の床⾯積の合計 ≧200㎡ 
・階段の幅：1200以上 
・蹴上：200以下  
・踏⾯：240以上 

左記の基準を満たす施設とする 

令24条 ○踊り場：4ｍ以内ごと 左記の基準を満たす施設とする 
令25条 ○⼿摺の設置 左記の基準を満たす施設とする 
令26条 ○スロープの勾配 ＜1/8 表⾯は粗⾯ 左記の基準を満たす施設とする 

便所の採光 

及び換気 
令28条 

○採光・換気⽤の直接外気に接する窓、⼜は⽔洗便所としてこれに代わる設備
を設置 

 

耐⽕性能に 

関する技術基準 
令107条

の1 

○当該部分に通常の⽕災による⽕熱がそれぞれ次に掲げる時間加えられた場合
に、構造耐⼒上⽀障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を⽣じないもので
あること。 

・壁：1時間 
・柱、床、梁：1時間 
・屋根、階段：30分間 

左記の基準を満たす施設とする 

項⽬ 法令番号 規定 チェック 

防⽕区画 令112条 

○⾯積区画 
・耐⽕建築物 

区画⾯積：床⾯積≦1,500㎡ 
区画の構造：床・壁…耐⽕構造（1時間以上） 
防⽕設備：特定防⽕設備 

※体育館・⼯場等で天井（ない場合には屋根）・壁の内装を準不燃材料とした部
分は除外 

※階段室・昇降機の昇降路（乗降ロビーを含む）で準耐⽕構造（1時間以上）
の床・壁⼜は特定防⽕設備で区画した部分は除外 

左記の基準を満たす施設とする 

○竪⽳区画：主要構造部を準耐⽕構造とし、3階以上に居室のある建築物 
の吹抜き、階段、昇降路、ダクトスペースその他これらに類する部分を区画 

・避難階直上階⼜は直下階のみの吹抜きで下地仕上げ不燃の場合はこの限りで
はない 

左記の基準を満たす施設とする 

○異種⽤途区画：建築物の⼀部が法第24条各号のいずれかに該当する場合にお
いては、その部分と他の部分とを区画しなければならない 

必要箇所は左記の基準を満たす施設
とする 

○防⽕設備（特定防⽕設備） 
・常時閉鎖若しくは随時閉鎖 
・常時開放式は感知器等と連動して⾃動閉鎖 

必要箇所は左記の基準を満たす施設
とする 

○給⽔管、配電管その他の管 
・区画を貫通する場合においては、当該管と準耐⽕構造の防⽕区画とのすき間

をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない 

必要箇所は左記の基準を満たす施設
とする 

○ダクト等 
・貫通部分に遮煙機能を有するダンパーを設置 

必要箇所は左記の基準を満たす施設
とする 

昇降機 令129条
の3 

エレベーター、エスカレーター、⼩荷物専⽤昇降機の技術的基準 遵守する 

シックハウス 

対策 

法28条の
2 

令20条の
7 

○居室の仕上げに、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料（第⼀種ホルムア
ルデヒド発散建築材料等）の使⽤を制限 

○必要換気量の算定基準 

左記の基準を満たす施設とする 

 
■ 都市計画法 

・本施設は開発⾏為に該当しない 
項⽬ 法令番 規定 チェック 

定義 
第4条 
12項 

・この法律において「開発⾏為」とは、主として建築物の建築⼜は特定⼯作物
の建設の⽤に供する⽬的で⾏なう⼟地の区画形質の変更をいう。 

・⼟地の区画形質の変更 
①⼟地の「区画」の変更：道路、⽔路等の廃⽌、付替⼜は新設により、 

⼀団の⼟地利⽤形態の変更を⾏うこと。 
②⼟地の「形」の変更：切⼟、盛⼟により⼟地の造成を⾏うこと。 
③⼟地の「質」の変更：宅地以外の⼟地（農地、雑種地等）を宅地とするこ

と。特定⼯作物以外の⽤に供する⼟地を特定⼯作物の⽤に供する⼟地とす
ること。 

⼟地の区画形質の変更部分が3000㎡

未満のため、開発⾏為に該当しない 

 

開発⾏為の許可 第29条 

・開発⾏為の許可 
 開発⾏為をしようとする者は、あらかじめ、国⼟交通省令で定めるところに

より、都道府県知事等の許可を受けなければならない 
・都市計画区域・準都市計画区域内で許可不要となる開発⾏為 
 3.公益上必要な建築物を建築するための開発⾏為（鉄道施設、図書館、公⺠

館、変電所など） 

本施設は開発⾏為に該当しない 
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■ 消防法 
 ・適⽤ 

 項⽬ 法令番 規定 チェック 

防⽕対象物 令別表1 

○防⽕対象物 
(15) 前各号に該当しない事業場 (官公庁の庁舎) 

(15) 前各号に該当しない事業場 (官
公庁の庁舎) 

消⽕設備 

法17 
令10 

○消⽕器 
(15) 前各号に該当しない事業場 (官公庁の庁舎) 
・3 階以上床⾯積50㎡以上で設置対象 
・能⼒単位≧延べ⾯積/400㎡（事務所）=約8500/400=21.25 

設置する 
 

法17 
令11 

○屋内消⽕栓設備 
(15) 前各号に該当しない事業場 (官公庁の庁舎) 
・3000㎡以上は設置（耐⽕） 
・1 号消⽕栓、⽔平距離＜25ｍ 
・⽔源⽔量=2.6㎥×消⽕栓設置個数(最⼤2) 
 

設置する 

法17 
令12 

○スプリンクラー設備 
(15) 前各号に該当しない事業場 (官公庁の庁舎) 
・11階以上の階 
 

対象外 

法17 
令13〜18 

○⽔噴霧消⽕設備等 
・電気室≧200㎡で対象 

適⽤外（電算・サーバー室と防災無線
室にガス系消⽕設備を⾃主設置） 

法17 
令19 

○屋外消⽕栓設備 
(15) 前各号に該当しない事業場 (官公庁の庁舎) 
・耐⽕建築物 1階〜2階の合計床⾯積≧9,000㎡で対象 

適⽤外 

法17 
令20 

○動⼒消防ポンプ設備（屋内消⽕栓設備、屋外消⽕栓設備の有効範囲内は令
20-5により設置免除） 

適⽤外 
 

警報設備 

法17 
令21 

○⾃動⽕災報知設備 
(15) 前各号に該当しない事業場 (官公庁の庁舎)：延べ⾯積≧300㎡で対象 

設置する 

令23 
○消防機関へ通報する⽕災報知設備 
・床⾯積1,000㎡以上 

設置する 
その他は消防との協議を⾏う 

令24 
○⾮常警報器具 または ⾮常警報設備 
・収容⼈員 50⼈以上 

⾮常放送を設置する 
 

避難設備 

法17 
令25 

○避難器具 
(15) 前各号に該当しない事業場 (官公庁の庁舎)：3 階以上の無窓階  
その階の収容⼈員 M≧100の場合設置：収容⼈員100⼈以下 

設置する 
 

法17 
令26 

○誘導灯・誘導標識 
(15) 前各号に該当しない事業場 (官公庁の庁舎)：無窓階の場合設置 

設置する 
その他は消防との協議を⾏う 

■ ⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法) 
・適⽤（建築物移動等円滑化誘導基準） 

項⽬ 法令番 規定 チェック 

特別特定建築物 令5条 ⼋ 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利⽤する官公署 左記に該当 

出⼊⼝ 第2条 

①出⼊⼝（便所・浴室等の出⼊⼝、基準適合出⼊⼝に併設された出⼊⼝を除く） 
(1) 幅は90cm 以上であるか 
(2) ⼾は⾞いす使⽤者が通過しやすく、前後に⽔平部分を設けているか 
②⼀以上の建物出⼊⼝ 
(1) 幅は120cm 以上であるか 
(2) ⼾は⾃動に開閉し、前後に⽔平部分を設けているか 

左記の規定を満たす仕様とする 

廊下等 第3条 

①幅は180cm 以上（区間50m 以内ごとに⾞いすが転回可能な場所がある場合、140cm
以上）であるか  

②表⾯は滑りにくい仕上げであるか  
③点状ブロック等の敷設  （階段⼜は傾斜路の上端に近接する部分）  
④⼾は⾞いす使⽤者が通過しやすく、前後に⽔平部分を設けているか  
⑤側⾯に外開きの⼾がある場合はアルコーブとしているか  
⑥突出物を設ける場合は視覚障害者の通⾏の安全上⽀障とならないよう措置されている

か 
⑦休憩設備を適切に設けているか  
⑧上記①、④は⾞いす使⽤者の利⽤上⽀障がない部分については適⽤除外 

左記の規定を満たす仕様とする 

階段 第4条 

① 幅は140cm 以上であるか（⼿すりの幅は10cm 以内まで不算⼊）  
② けあげは16cm 以下であるか  
③ 踏⾯は30cm 以上であるか  
④ 両側に⼿すりを設けているか（踊場を除く）  
⑤ 表⾯は滑りにくい仕上げであるか  
⑥ 段は識別しやすいものか  
⑦ 段はつまずきにくいものか  
⑧ 点状ブロック等の敷設  （段部分の上端に近接する踊場の部分）  
⑨ 主な階段を回り階段としていないか 

左記の規定を満たす仕様とする 

傾斜路⼜はエレ 
ベーターその他の

昇降機の設置 
第５条 

①階段以外に傾斜路•エレベーターその他の昇降機(2 以上の階にわたるときは第 7 条の
エレベーターに限る）を設けているか 

②上記①は⾞いす使⽤者の利⽤上⽀障がない場合は適⽤除外 
左記の規定を満たす仕様とする 

傾斜路 第６条 

①幅は150cm 以上（階段に併設する場合は120cm 以上）であるか  
②勾配は1/12以下であるか  
③⾼さ75cm 以内ごとに踏幅150cm 以上の踊場を設けているか  
④両側に⼿すりを設けているか  （⾼さ16cm 以下の傾斜部分は免除）  
⑤表⾯は滑りにくい仕上げであるか  
⑥前後の廊下等と識別しやすいものか  
⑦点状ブロック等の敷設  （傾斜部分の上端に近接する踊場の部分）  
⑧上記①から③は⾞いす使⽤者の利⽤上⽀障がない部分については適⽤除外 

左記の規定を満たす仕様とする 

エレベーター 第７条 

①必要階（多数の者が利⽤する居室⼜は⾞いす使⽤者⽤便房•駐⾞施設•客室•浴室等のあ
る階、地上階）に停⽌するエレベーターが1以上あるか 

②多数の者／主として⾼齢者、障害者等が利⽤するすべてのエレベーター•乗降ロビー 
(1)かご及び昇降路の出⼊⼝の幅は80cm 以上であるか 
(2)かごの奥⾏きは135cm 以上であるか 
(3)乗降ロビーは⽔平で、150cm ⾓以上であるか 
(4)かご内に停⽌予定階•現在位置を表⽰する装置を設けているか 
(5)乗降ロビーに到着するかごの昇降⽅向を表⽰する装置を設けているか 
③多数の者／主として⾼齢者、障害者等が利⽤する1以上のエレベーター•乗降ロビー 
(1)②のすべてを満たしているか 
(2)かごの幅は140cm 以上であるか 
(3)かごは⾞いすが転回できる形状か 

左記の規定を満たす仕様とする 
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(4)かご内及び乗降ロビーに⾞いす使⽤者が利⽤しやすい制御装置を設けているか 
④不特定多数の者が利⽤するすべてのエレベーター•乗降ロビー 
(1)かご及び昇降路の出⼊⼝の幅は80cm 以上であるか 
(2)かごの奥⾏きは135cm 以上であるか 
(3)乗降ロビーは⽔平で、150cm ⾓以上であるか 
(4)かご内に停⽌予定階•現在位置を表⽰する装置を設けているか 
(5)乗降ロビーに到着するかごの昇降⽅向を表⽰する装置を設けているか 
(6)かごの幅は140cm 以上であるか 
(7)かごは⾞いすが転回できる形状か 
①必要階（多数の者が利⽤する居室⼜は⾞いす使⽤者⽤便房•駐⾞施設•客室•浴室等のあ

る階、地上階）に停⽌するエレベーターが1以上あるか 
②多数の者／主として⾼齢者、障害者等が利⽤するすべてのエレベーター•乗降ロビー 
(1)かご及び昇降路の出⼊⼝の幅は80cm 以上であるか 
(2)かごの奥⾏きは135cm 以上であるか 
(3)乗降ロビーは⽔平で、150cm ⾓以上であるか 
(4)かご内に停⽌予定階•現在位置を表⽰する装置を設けているか 
(5)乗降ロビーに到着するかごの昇降⽅向を表⽰する装置を設けているか 
③多数の者／主として⾼齢者、障害者等が利⽤する1以上のエレベーター•乗降ロビー 
(1)②のすべてを満たしているか 
(2)かごの幅は140cm 以上であるか 
(3)かごは⾞いすが転回できる形状か 
(4)かご内及び乗降ロビーに⾞いす使⽤者が利⽤しやすい制御装置を設けているか 
④不特定多数の者が利⽤するすべてのエレベーター•乗降ロビー 
(1)かご及び昇降路の出⼊⼝の幅は80cm 以上であるか 
(2)かごの奥⾏きは135cm 以上であるか 
(3)乗降ロビーは⽔平で、150cm ⾓以上であるか 
(4)かご内に停⽌予定階•現在位置を表⽰する装置を設けているか 
(5)乗降ロビーに到着するかごの昇降⽅向を表⽰する装置を設けているか 
(6)かごの幅は140cm 以上であるか 
(7)かごは⾞いすが転回できる形状か 

特殊な構造⼜は 
使⽤形態のエレ 

ベーターその他の
昇降機 

第８条 

①エレベーターの場合 
(1)段差解消機（平成12年建設省告⽰第1413 号第1第七号のもの）であるか 
(2)かごの幅は70cm 以上であるか 
(3)かごの奥⾏きは120cm 以上であるか 
(4)かごの床⾯積は⼗分であるか（⾞いす使⽤者がかご内で⽅向を変更する必要がある場

合） 
②エスカレーターの場合 
(1)⾞いす使⽤者⽤エスカレーター（平成12 年建設省告⽰第1417 号第1 ただし書のも

の）であるか 

該当しない 

便所 第９条 

①⾞いす使⽤者⽤便房を設けているか（各階原則2%以上） 
(1)腰掛便座、⼿すり等が適切に配置されているか 
(2)⾞いすで利⽤しやすいよう⼗分な空間が確保されているか 
(3)⾞いす⽤便房及び出⼊り⼝は、幅80cm 以上であるか 
(4)⼾は⾞いす使⽤者が通過しやすく、前後に⽔平部分を設けているか 
②⽔洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（各階1以上） 
③⾞いす使⽤者⽤便房がない便所には腰掛便座、⼿すりが設けられた便房があるか（当

該便所の近くに⾞いす使⽤者⽤便房のある便所を設ける場合を除く） 
④床置式の⼩便器、壁掛式⼩便器（受け⼝の⾼さが35cm 以下のものに限る）その他こ

れらに類する⼩便器を設けているか（各階1以上） 

左記の規定を満たす仕様とする 

ホテル⼜は旅館の
客室 

第10条 

①⾞いす使⽤者⽤客室を設けているか（原則2％以上） 
(1)幅は80cm 以上であるか 
(2)⼾は⾞いす使⽤者が通過しやすく、前後に⽔平部分を設けているか 
②便所（同じ階に共⽤便所があれば免除） 
(1)便所内に⾞いす使⽤者⽤便房を設けているか  

該当しない 

(2)出⼊⼝の幅は80cm 以上であるか （当該便房を設ける便所も同様）  
(3)出⼊⼝の⼾は⾞いす使⽤者が通過しやすく、前後に⽔平部分を設けているか(当該便

房を設ける便所も同様) 
③浴室等（共⽤の浴室等があれば免除） 
(1)浴槽、シャワー、⼿すり等が適切に配置されているか 
(2)⾞いすで利⽤しやすいよう⼗分な空間が確保されているか 
(3)出⼊⼝の幅は80cm 以上であるか 
(4)出⼊⼝の⼾は⾞いす使⽤者が通過しやすく、前後に⽔平部分を設けているか 

敷地内の通路 第11条 

①幅は180cm 以上であるか 
②表⾯は滑りにくい仕上げであるか 
③⼾は⾞いす使⽤者が通過しやすく、前後に⽔平部分を設けているか 
④段がある部分 
(1)幅は140cm 以上であるか （⼿すりの幅は10cm 以内までは不算⼊） 
(2)けあげは16cm 以下であるか 
(3)踏⾯は30cm 以上であるか 
(4)両側に⼿すりを設けているか 
(5)識別しやすいものか 
(6)つまずきにくいものか 
⑤段以外に傾斜路⼜はエレベーターその他の昇降機を設けているか 
⑥傾斜路 
(1)幅は150cm 以上（段に併設する場合は120cm 以上）であるか 
(2)勾配は1/15以下であるか 
(3)⾼さ 75cm 以内ごとに踏幅 150cm 以上の踊場を設けているか  （勾配1/20 以下の

場合は免除） 
(4)両側に⼿すりを設けているか  （⾼さ16cm 以下⼜は1/20以下の傾斜部 
分は免除） 
(5)前後の通路と識別しやすいものか 
⑦上記①、③、⑤、⑥(1)から(3)は地形の特殊性がある場合は⾞寄せから建物出⼊⼝ま

でに限る 
⑧上記①、③、④、⑥(1)から(3)は⾞いす使⽤者の利⽤上⽀障がないものは適⽤除外 

左記の規定を満たす仕様とする 

駐⾞場 第12条 
⾞いす使⽤者⽤駐⾞施設を設けているか （原則2%以上） 
(1)幅は350cm 以上であるか 
(2)利⽤居室等までの経路が短い位置に設けられているか 

左記の規定を満たす仕様とする 

浴室等 第13条 

①⾞いす使⽤者⽤浴室等を設けているか（１以上） 
(1)浴槽、シャワー、⼿すり等が適切に配置されているか 
(2)⾞いすで利⽤しやすいよう⼗分な空間が確保されているか 
(3)出⼊⼝の幅は80cm 以上であるか 
(4)出⼊⼝の⼾は⾞いす使⽤者が通過しやすく、前後に⽔平部分を設けているか 

該当しない 

標識 第14条 
①エレベーターその他の昇降機、便所⼜ぱ駐⾞施設があることの表⽰が⾒やすい位置に

設けているか 
②標識ぱ、内容が容易に識別できるものか（⽇本⼯業規格Z8210に適合しているか） 

左記の規定を満たす仕様とする 

案内設備 第15条 

①  エレベーターその他の昇降機、便所⼜は駐⾞施設の配置を表⽰した案内板等がある
か（配置を容易に視認できる場合は除く） 

②  エレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の⽅法（⽂字等の浮き彫り
⼜は⾳による案内）により視覚障害者に⽰す設備を設けているか 

③  案内所を設けているか（①、②の代替措置） 

左記の規定を満たす仕様とする 

案内設備までの 
経路 

第16条 

①線状ブロック等・点状ブロック等の敷設⼜は⾳声誘導装置の設置 （⾵除室で直進す
る場合は免除） 

②⾞路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか 
③段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか 

左記の規定を満たす仕様とする 
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■ 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例 
・適⽤ 

項⽬ 法令 規定 チェック 

出⼊⼝ - 

直接地上へ通ずる出⼊⼝及び駐⾞場へ通ずる出り⼝並びに多数の者が利⽤する各室
（床⾯積の合計が2,000 平⽅メートル未満の建築物の直接地上へ通ずる出⼊り⼝がない
階に設けられるものを除く。2 の項において同じ。）の出⼊り⼝のうち、それぞれ1以上
の出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 
(1) 幅は、内のりを80 センチメートルとすること。 
(2) ⼾を設ける場合においては、当該⼾は、⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いすを使⽤し

ている者(以下「⾞いす使⽤者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とする
こと。 

(3) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 

左記の規定を満たす仕様とする 

廊下等 - 

(1) 表⾯は、粗⾯とし、または滑りにくい材料で仕上げること。 
(2) 段を設ける場合においては、当該段は、次項に定める構造に準じたものにすること。 
(3) 直接地上に通ずる前項に定める構造の各出⼊⼝から多数の者が利⽤する室の前項

に定める構造の各出⼊⼝に⾄る経路のうち、それぞれ 1 以上の経路においては、
次に定める構造とすること。この場合において、4 の項第2号に定める構造のエレ
ベーターが設置されるときは、当該 1 以上の経路においては当該エレベーターの
昇降路を含むものとすること。 
ア. 幅は、内のりを120センチメートル以上とすること。 
イ. 廊下等の末端付近の構造は⾞いす回転に⽀障のないものとし、かつ、区間

50 メートル以内ごとに⾞いすが転回することができる構造の部分を設ける
こと。（ただし、共同住宅等については、この限りでない。） 

ウ. ⾼低差がある場合においては、第 5 号に定める構造の傾斜路及びその踊り
場⼜は⾞いす使⽤者⽤特殊構造昇降機（建築基準法施⾏令（昭和25年政令
第388号）第129条の3第2 項第1号⼜は第2号の国⼟交通⼤⾂が定めた
構造⽅法を⽤いる昇降機で専ら⾞いす使⽤者の利⽤に供するものをいう。以
下同じ。）を設けること。 

エ. 1の項に定める構造の出⼊⼝並びに4の項第2号に定める構造のエレベータ
ー及び⾞いす使⽤者⽤特殊構造昇降機の昇降路の出⼊⼝に接する部分は、⽔
平とすること。 

(4) 直接地上へ通ずる出⼊⼝のうち 1 以上の出⼊⼝から⼈⼜は標識によ視覚障害者に
当該公共的施設全体の利⽤に関する情報提供を⾏うことのできる場所（以下「受付
等」という。）までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材（周囲の床材
の⾊と明度の差の⼤きい⾊の床材その他周囲の床材と識別しやすい床材に限る。以
下「誘導⽤床材」という。）を敷設し、かつ、⾳声により視覚障害者を誘導する装
置その他これに代わる装置を設けること。（ただし、学校等及び共同住宅等につい
ては、この限りでない。）（直接地上へ通ずる出⼊⼝において常時視覚障害者を誘導
する者を配置する場合その他視覚障害の誘導上⽀障のない場合を除く。） 
廊下等に設けられる傾斜路及び踊り場は、次に定める構造とすること。 
ア. 幅は、内のりを120センチメートル（段を併設する場合にあっては、90 セ

ンチメートル）以上とすること。 
イ. こう配は、12分の1 (傾斜路の⾼さが16センチメートル以下の場合にあっ

ては、8分の1)を超えないこと。 
ウ. ⾼さが75 センチメートルを超える傾斜路にあっては、⾼さ75 センチメー

トル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。 
エ. 傾斜路には、⼿すりを設けること。 
オ. 表⾯は粗⾯とし、⼜は滑りにくい材料で仕上げること。 
カ. 傾斜路は、その踊り場及び当該傾斜路に接する廊下等の⾊と明度の差が⼤き

い⾊とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。 
キ. 傾斜路の上端に近接する廊下等及びその踊り場の部分には、視覚障害者の注

意を喚起するための床材(周囲の床材の⾊と明度の差の⼤きい床材その他周
囲の床材と識別しやすい床材に限る。以下「注意喚起⽤床材」という。)を
敷設すること。 

左記の規定を満たす仕様とする 

階段 - 

多数の者が利⽤し、かつ、直接地上へ通ずる出⼊⼝がない階に通ずる階段は、次に定
める構造（⼀般公共の⽤に供される⾃動⾞⾞庫にあっては、次の第1号から第4号まで
に定める構造）とすること。 
(1) ⼿すりを設けること。（ただし、学校等、事務所及び公共住宅等についてはこの限

りでない。） 
(2) 主たる階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けな

い構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。 
(3) 表⾯は、粗⾯とし、⼜は滑りにくい材料で仕上げること。 
(4) 踏⾯の⾊をけあげの⾊と明度の差の⼤きいものとすること等により段を識別しや

すいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 
(5) 階段の上階に近接する廊下等及びその踊り場の部分には、注意喚起⽤床材を敷設す

ること。（ただし、学校等、事務所及び共同住宅等については、この限りでない。） 

左記の規定を満たす仕様とする 

昇降機 - 

(1) 多数の者が利⽤し、かつ直接地上へ通ずる出⼊⼝がない階を有する建築物（⾼齢者、
障害者などの移動等の円滑化の促進に関する法律施⾏令（平成18年政令第379号）
第4条に規定する建築物に限る。）で床⾯積の合計が2,000平⽅メートル以上のも
のには、かごが当該階（専ら駐⾞場の⽤に供される階にあっては、当該駐⾞場に⾞
いす使⽤者が円滑に利⽤できる部分（以下「⾞いす使⽤者⽤駐⾞施設」という。）
が設けられている階に限る。）に停⽌するエレベーターを設けること。ただし、当
該階において提供されるサービス等を⾼齢者、障害者等を含む多くの⼈が享受でき
る措置を講じる場合においては、この限りでない。） 

(2) 前号に規定するエレベーターは、次に定める構造とすること。 
ア. かごの床⾯積は、1.83平⽅メートル以上とすること 
イ. かごの奥⾏きは、内のりを135センチメトル以上とすること。 
ウ. かごの平⾯形状は、⾞いすの転回に⽀障がないものとすること。 
エ. かご内には、かごが停⽌する予定の階を表⽰する装置を設けること。 
オ. かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降⼾の出⼊⼝の⼾の閉鎖

を⾳声により知らせる装置を設けること。 
カ. かご及び昇降路の出⼊⼝の幅は、それぞれの内のりを 80 センチメートル

以上とすること。 
キ. かご内及び乗降ロビーには、⾞いす使⽤者が利⽤しやすい位置に制御装置

を設けること。 
ク. かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（キ.に規定する制御装置を除く。）

は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 
ケ. 乗降ロビーの幅及び奥⾏は、それぞれ内のりを150センチメートル以上と

すること。 
コ. 乗降ロビーには、到着するかごの昇降⽅向を⾳声により知らせる装置を設

けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出⼊⼝が開いたときにか
ごの昇降⽅向を⾳声により知らせう装置が設けられている場合において
は、この限りでない。） 

左記の規定を満たす仕様とする 

便所 - 

(1) 多数の者が利⽤する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合する便所
を1以上（男⼦⽤及び⼥⼦⽤の区分があるときは、それぞれ1以上）設けること。 
ア. ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤することができるよう⼗分な床⾯積が確保され、

かつ、腰掛便座、⼿すり等が適切に配置されている便房（以下「⾞いす使⽤
者⽤便房」という。）を設けること。 

イ. ⾞いす使⽤者⽤便房の出⼊⼝及び当該便房のある便所の出⼊⼝の幅は、内の
りを80センチメートル以上とすること。 

ウ. ⾞いす使⽤者⽤便房の出⼊⼝⼜は当該便房のある便所の出⼊⼝に⼾を設け
る場合においては、当該⼾は、⾞いす使⽤者が円滑に開閉して通過できる構
造とすること。 

エ. ⾞いす使⽤者⽤便房には、便座に腰かけた状態、⾞いす⼜は便座から転落し
た状態で⼿の届くところに、⾮常ベルを取り付けること。 

オ. オストメイト（⼈⼯肛⾨間⼜は⼈⼯ぼうこうを使⽤している者をいう。）の
ための洗浄設備等（以下「オストメイト対応設備等」という。）を設け、そ

左記の規定を満たす仕様とする 
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の旨を⾒やすい⽅法により表⽰すること。 
(2) 多数の者が利⽤する男⼦⽤⼩便器のある便所を設ける場合においては、床置式の⼩

便器、壁掛式の⼩便器（受け⼝の⾼さが 35 センチメートル以下のものに限る。）
その他これらに類する⼩便器（以下「床置式等の⼩便器」という。）がある場所を
1以上設けること。 

駐⾞場 - 

(1) 駐⾞場には、⾞いす使⽤者⽤駐⾞場を設けること。 
(2) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞施設は、次に定める基準に適合するものとすること。 

ア. ⾞いす使⽤者⽤駐⾞施設へ通ずる 1 の項に定める構造の出⼊⼝から当該⾞
いす使⽤者⽤駐⾞施設に⾄る経路（駐⾞場内の通路⼜は次項第1号から第3
号までに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。）の距離ができるだ
け短くなる位置に設けること。 

イ. 幅は、350センチメートル以上とすること。 
ウ. ⾞いす使⽤者⽤である旨を⾒やすい⽅法により表⽰すること。 

(3) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞施設へ通ずる出⼊⼝から⾞いす使⽤者⽤駐⾞施設に⾄る駐⾞
場内の通路は、次項第1号から第3号までに定める構造とすること。 

左記の規定を満たす仕様とする 

敷地内の通路 - 

(1) 表⾯は粗⾯とし、⼜滑りにくい材料で仕上げること。 
(2) 段を設ける場⻘は、当該段は、3の第1号から第4号までに定める構造に準じたも

のにすること。 
(3) 直接地上へ通ずる 1 の項に定める構造の各出⼊⼝から当該公共的施設の敷地に接

する道若しくは空地（建築基準法（昭和25年法律第201号）第43条第1項ただ
し書きに規定する空地に限る。）（以下「道等」という。）⼜は⾞いす使⽤者⽤駐⾞
施設に⾄る敷地内の道路のうち、それぞれ1 以上 7 敷地内の通路は、次に定める
構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造となることが著しく困難で、
かつ、直接地上へ通ずる 1 の項に定める構造の出⼊⼝から道等に⾄る⾞路を設け
る場合においては、この限りでない。 
ア. 幅員は、120 センチメートル以上とすること。 
イ. ⾼低差がある場合においては、第 5 号に定める構造の傾斜路及びその踊り

場または⾞いす使⽤者⽤特殊構造昇降機を設けること。 
(4) 直接地上に通ずる建築物の各出⼊⼝から道等に⾄る敷地内の通路のうち、それぞれ

1以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。 
ア. 誘導⽤床材を敷設し、かつ、⾳声により視覚障害者を誘導する装置そのたこ

れに代わる装置を設けること。 
イ. ⾞路に接する部分、⾞路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接す

る敷地内の通路及びその踊り場の部分には、注意喚起⽤床材を敷設するこ
と。 

(5) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊り場は 2 の項第 5 号アからオまでに
定める構造とし、かつ、傾斜路はその踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路
の⾊と明度の差の⼤きい⾊とすること等によりこれらと識別しやすいものとする
こと。 

左記の規定を満たす仕様とする 

客席 - 

客席を設ける場合は、次の基準に適合する客席を1 以上設けること。 
(1) 奥⾏は内のりを110センチメートル以上、かつ、幅は内のり85センチメートル以

上の⾞いす使⽤者が利⽤できる客席（以下「⾞いす使⽤者⽤客席」という。）とす
ること。 

(2) ⾞いす使⽤者⽤客席の⾯は、⽔平とすること。 
(3) 客席の部分の 1 の項に定める構造の出⼊⼝のうち 1 以上の出⼊⼝から⾞いす使⽤

者⽤客席に⾄る経路のうち、1以上の経路は2の項に定める構造とすること。 

該当しない 

洗⾯所 - 

多数の者が利⽤する洗⾯所を設ける場合（5 の項に定める便所と併設するものに限
る。）は、次の基準に適合する洗⾯所を1以上設けること。 

(1) 出⼊⼝は、1の項に定める構造とすること。 
(2) 床⾯は、滑りにくい仕上げとすること。 

 
(3) 1以上の洗⾯器は、⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⾼さ、け込み等に配慮し

た構造とするとともに、⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる⾼さの鏡を設置するこ
と。 

左記の規定を満たす仕様とする 

(4) ⽔栓器具のうち1以上の⽔栓器具は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 

浴室 - 

多数の者が利⽤する浴室を設ける場合は、次の基準に適合する浴室を1以上（男⼦⽤
及び⼥⼦⽤の区分があるときは、それぞれ1以上）設けること。 

(1) 床⾯は、滑りにくい仕上げとすること。 
(2) 浴槽及び洗い場には、⼿すりを適切に設けること。 
(3) ⽔栓器具のうち1以上の⽔栓器具は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 
(4) 更⾐室に腰掛台、⼿すり等が適切に配置されていること。 

該当しない 

更⾐室及び 
シャワー室 

- 

多数の者が利⽤する更⾐室及びシャワー室を設ける場合は、次の基準に適合する更⾐
室及びシャワー室を1以上（男⼦⽤及び⼥⼦⽤の区分があるときは、それぞれ1以上）
設けること。 

(1) 床⾯は、滑りにくい仕上げとすること。 
(2) 1以上のシャワー室に⼿すりを設けること。 
(3) ⽔栓器具のうち1以上の⽔栓器具は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 
(4) 更⾐室に腰掛台、⼿すり等が適切に配置されていること。 

左記の規定を満たす仕様とする 

客室 - 

客室を設ける場合は、次の基準に適合する客室を1 以上設けること。 
(1) 出⼊⼝は、1の項に定める構造とすること。 
(2) 床⾯は、滑りにくい仕上げとすること。 
(3) ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⼗分な床⾯積が確保され、かつ⼿すり等が適

切に配置されていること。 
(4) ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる便房を設けること。ただし、5の項に定める構造

の便所を設ける場合においては、この限りでない。 
(5) ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる浴室を設けること。ただし、10 の項に定める構

造の浴室を設ける場合においては、この限りでない。 

該当しない 

案内設備 - 

(1) 案内板を設ける場合には、次の基準に適合する構造とすること。 
ア. ⾼さ、照明並びに⽂字の⼤きさ及び表記⽅法は、⾼齢者、障害者等を含む多

くの⼈が⾒やすく、かつ分かりやすいものとすること。 
イ. 点字による表⽰を⾏うこと。 

(2) 緊急時に利⽤者を適切に誘導することができるように、次の基準に適合する誘導設
備を設けること。 
ア. ⾮常時を知らせる点滅灯⼜は電光掲⽰板を出⼊⼝、廊下等、階段その他必要

な箇所に設けること。 
イ. ⼀⻫放送ができる設備を設けること。。 

左記の規定を満たす仕様とする 

カウンター及び 
記載台 

- 
カウンター及び記載台を設ける場合は、⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう、⾼さ、

け込み等に配慮した構造のカウンター及び記載台を1以上設けること。 左記の規定を満たす仕様とする 

券売機 - 
券売機を設ける場合は、⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう、⾼さ、け込み等に配

慮した構造の券売機を1以上設けること。 該当しない 

改札⼝及び 
レジ通路 

- 
改札⼝及びレジ通路を設ける場合は、⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう、幅員、

⾼さ等に配慮した構造の改札⼝及びレジ通路を1以上設けること。 該当しない 

⽔飲み場 - 
⽔飲み場を設ける場合は、⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう、⾼さ、け込み等に

配慮した構造の⽔飲み場を1以上設けること。 該当しない 

公衆電話台 - 
公衆電話台を設ける場合は、⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう、⾼さ、け込み等

に配慮した構造の公衆電話台を1以上設けること。 左記の規定を満たす仕様とする 

授乳及び 
おむつ替えの場所 

- 
授乳及びおむつ替えの場所を設ける場合は、ベビーベッド、いすその他授乳及びおむ

つ替えに必要な設備を配置すること。 左記の規定を満たす仕様とする 

幼児⽤遊び場 - 

幼児⽤遊び場を設ける場合は、次に定める基準に適合するものとすること。 

(1) 床⾯及び壁⾯は、柔らかく、なめても安全な材料で仕上げること。 

(2) なめても安全な材料を使⽤した遊具を、保護者の⽬の届く位置に配置すること。 
左記の規定を満たす仕様とする 
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■ 建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律（ビル管理法） 
・適⽤ 

項⽬ 法令番 規定 チェック 

特定建築物についての
届出 

第5条 

特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権
原を有する者があるときは、当該権原を有する者）（以下「特定建築物所有
者等」という。）は、当該特定建築物が使⽤されるに⾄つたときは、その⽇
から⼀箇⽉以内に、厚⽣労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の
所在場所、⽤途、延べ⾯積及び構造設備の概要、建築物環境衛⽣管理技術者
の⽒名その他厚⽣労働省令で定める事項を都道府県知事（保健所を設置する
市⼜は特別区にあつては、市⻑⼜は区⻑。以下この章並びに第⼗三条第⼆項
及び第三項において同じ。）に届け出なければならない。 

届出を⾏う 

建築物環境衛⽣管理技
術者の選任 

第6条 

特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛⽣上適正に⾏な
われるように監督をさせるため、厚⽣労働省令の定めるところにより、建築
物環境衛⽣管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛⽣管理技術
者を選任しなければならない。 

建築物環境衛⽣管理技術者の 
選任を⾏う 

特定建築物 第1条 

建築物における衛⽣的環境の確保に関する法律第⼆条第⼀項の政令で定め
る建築物は、次に掲げる⽤途に供される部分の延べ⾯積（建築基準法施⾏令
（昭和⼆⼗五年政令第三百三⼗⼋号）第⼆条第⼀項第三号に規定する床⾯積
の合計をいう。以下同じ。）が三千平⽅メートル以上の建築物及び専ら学校
教育法（昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号）第⼀条に規定する学校⼜は就学前の
⼦どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成⼗⼋
年法律第七⼗七号）第⼆条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（第三
号において「第⼀条学校等」という。）の⽤途に供される建築物で延べ⾯積
が⼋千平⽅メートル以上のものとする。 

事務所3,000㎡以上で該当 

 
■ エネルギーの使⽤の合理化に関する法律（省エネ法） 

・適⽤ 
項⽬ 法令番 規定 チェック 

第⼀種特定建築物に係
る届出、指⽰等 

第75条 

次の各号のいずれかに掲げる⾏為をしようとする者(以下「第⼀種特定建築
主等」という。)は、国⼟交通省令で定めるところにより、当該各号に係る
建築物の設計及び施⼯に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に
関するものを所管⾏政庁に届け出なければならない。これを変更しようとす
るときも、同様とする。 

⼀ 特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使⽤の合理化を特に図る必要
がある⼤規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第⼀種特定建
築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第⼀種特定建築物である特定住宅
を新築する場合を除く。) 

届出を⾏う 

 令17条 

(第⼀種特定建築物の規模等) 
第⼗七条 法第七⼗五条第⼀項第⼀号の特定建築物のうち建築物に係る 
エネルギーの使⽤の合理化を特に図る必要がある⼤規模なものとして政令
で定める規模は、床⾯積の合計が⼆千平⽅メートルであることとする。 

2 法第七⼗五条第⼀項第⼀号の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部
分の床⾯積の合計が⼆千平⽅メートルであること⼜は当該床⾯積の合計が当
該改築に係る第⼀種特定建築物の床⾯積の合計の⼆分の⼀であることとす
る。 

3 法第七⼗五条第⼀項第⼀号の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部
分の床⾯積の合計が⼆千平⽅メートルであることとする。 

該当 

 
 
 

■ 建設⼯事に係る資材の再資源化当に関する法律（建設リサイクル法） 
 ・適⽤ 

項⽬ 法令番 規定 チェック 

対象建設⼯事の届出等 第10条 

対象建設⼯事の発注者⼜は⾃主施⼯者は、⼯事に着⼿する⽇の七⽇前まで
に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け
出なければならない。 
⼀ 解体⼯事である場合においては、解体する建築物等の構造 
⼆ 新築⼯事等である場合においては、使⽤する特定建設資材の種類 
三 ⼯事着⼿の時期及び⼯程の概要 
四 分別解体等の計画 
五 解体⼯事である場合においては、解体する建築物等に⽤いられた建設資

材の量の⾒込み 
六 その他主務省令で定める事項 

届出を⾏う 

建設⼯事の規模に 
関する基準 

令2条 

⼀ 建築物（建築基準法（昭和⼆⼗五年法律第⼆百⼀号）第⼆条第⼀号に規定
する建築物をいう。以下同じ。）に係る解体⼯事については、当該建築物（当
該解体⼯事に係る部分に限る。）の床⾯積の合計が⼋⼗平⽅メートルである
もの 

⼆ 建築物に係る新築⼜は増築の⼯事については、当該建築物（増築の⼯事に
あっては、当該⼯事に係る部分に限る。）の床⾯積の合計が五百平⽅メート
ルであるもの 

三 建築物に係る新築⼯事等（法第⼆条第三項第⼆号に規定する新築⼯事等を
いう。以下同じ。）であって前号に規定する新築⼜は増築の⼯事に該当しな
いものについては、その請負代⾦の額（法第九条第⼀項に規定する⾃主施
⼯者が施⼯するものについては、これを請負⼈に施⼯させることとした場
合における適正な請負代⾦相当額。次号において同じ。）が⼀億円であるも
の 

四 建築物以外のものに係る解体⼯事⼜は新築⼯事等については、その請負代
⾦の額が五百万円であるもの 

該当 

 
・茨城県建築基準法施⾏条例 

・適⽤ 
項⽬ 法令番 規定 チェック 

⼤規模の建築物等の 
敷地と道路との関係 

第4条 

都市計画区域及び準都市計画区域内においては，延べ⾯積(同⼀敷地内に 2
以上の建築物がある場合は，その延べ⾯積の合計)が 1,000 平⽅メートルを
超える建築物及び地階を除く階数が3以上の建築物(令第126条の6第2号
に定める構造の窓その他の開⼝部を道路⼜は道路に避難上有効に通ずる通
路その他の空地に⾯して設けているものを除く。)の敷地は，道路に 4 メー
トル以上避難上有効に接しなければならない。ただし，周囲の状況等により
知事が安全上⽀障がないと認める場合は，この限りでない。 

左記の基準を満たす施設とする 
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３.  建築計画 
3-1 配置計画 

 

(１) 配置計画の基本⽅針 

・新庁舎の建物配置は、現本庁舎の運⽤や建替 
計画を考慮し、事業計画地北⻄に配置します。 

・建物東側部分に、保健センターを配置します。 
保健センターの健診等に対応可能な計画とします。 

 ・来庁者の駐⾞場は、庁舎部分は南側に、保健 
センター部分は東側に設けることで、利便性 
に配慮します。 

 ・新庁舎のメインエントランスがある建物南側 
には、屋根付きの⾞寄せを設けます。 
メインエントランスに近い位置に幅にゆとり 
を持たせたおもいやり駐⾞場を設置する 
ことで、⾞いす利⽤者や妊婦の⽅、介助の必 
要な⽅など誰もが利⽤しやすい計画とします。 

 ・建物周囲には庇を設けることで、様々な⽅向 
からのアプローチを可能にします。 
 
 
 

(２) 動線計画の考え⽅ 

 ・敷地への出⼊⼝は、⻄側及び東側の２か所を 
メインとし、歩⾏者の安全に配慮し、利便性 
の良い計画とします。南側には歩⾏者専⽤の 
出⼊⼝を１か所計画します。 

 ・来庁者⽤の駐⾞場は、回遊性を確保します。 
 ・メインエントランスのある建物南側に⾞寄せ 

を設け、来庁者の動線および駐⾞場を円滑に 
接続できる計画とします。 

 ・建物への時間外の出⼊は建物⻄側とし、 
隣接して警備員室を配置することで、適切な 
セキュリティラインを構築します。 

 

⾞寄せ 

⾞寄せ 

スロープ 
1/12 

スロープ 
1/12 

施設看板 

掲揚旗ポール 

駐輪場(5台) 

駐輪場 
(40台) 

モニュメント 

スロープ 1/15 

スロープ 1/15 

スロープ 1/15 

電話ボックス 

▲ 
庁舎メインエントランス 

保健センター 
メインエントランス 

庁舎サブエントランス 
▼ 

▲ 
庁舎サブエントランス 

庁舎サブエントランス 
▼ 

保健センター駐⾞場(53台) 

保健センター駐⾞場(48台) 

市庁舎駐⾞場(79台) 

おもいやり 
駐⾞場(4台) 

おもいやり 
駐⾞場(4台) 
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3-2 平⾯計画 

(１) 平⾯計画の基本⽅針 
・1階に市⺠窓⼝を集約し、市⺠の⽅が来訪時に分かりやすく、使いやすい計画とします。 
・1階東側には保健センターを配置し、エントランスを明確に分離します。 
・2階、3階は効率的で利便性の⾼い執務空間となる平⾯計画とします。 
・3階に市⻑室、災害対策室等を集約して配置し、災害時の迅速な対応が可能となる計画とします。 
・4階には議場機能を集約して配置し、議場機能の独⽴性とセキュリティを確保します。 
・屋上には緑化を施した眺望デッキを計画します。 

 
(２) ゾーニング計画・動線計画 

・階段、エレベーターをバランスよく配置し、シンプルな平⾯計画とすることにより、わかりやすく、無駄な移動距離が
少ない動線計画とします。 

・総合案内の位置は、エントランスからわかりやすい位置とすることで、利⽤しやすい計画とします。 
・南北に執務室を分散して配置し、中央部に東⻄に通り抜ける視認性の⾼い開放的な待合ホールを設けます。 
・執務室は⼤きな無柱空間とし、将来的な組織変更や毎年の異動等によるレイアウト変更に対応できる計画とします。 
・階段とエレベーターは東⻄に配置し、利⽤しやすい計画とします。 
・相談室や会議室は各階の執務室近辺に分散配置し、利⽤しやすい計画とします。 
・時間外出⼊⼝を建物⻄側に設け、警備室を近接させ管理シャッターによる適切な防犯ラインを構築します。 

 
 
 機能別のゾーニングイメージ図 

2 階 

3 階 

4 階 

R 階 

１階 

屋上機械置場 

議場 

眺望デッキ 

災害対策室 

執⾏機能 

職員エリア 

保健センター機能 

交流スペース 

交流スペース・会議スペース 
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■ １階平⾯計画 

・市⺠利⽤の多い窓⼝を１階に集約配置し、ワンフロア 
サービスを提供します。 

・エントランス横に交流スペースを配置し、イベントの 
開催や、市⺠の交流、くつろぎのスペース、会議スペース 
などフレキシブルに利⽤可能なスペースとして計画します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ ２階平⾯計画 

・南北に執務室を設け中央部に東⻄に通り抜ける 
視認性の⾼い開放的な待合ホールを設置します。 

・間仕切り壁のない、⾃由度の⾼い執務スペース 
を計画します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収納課 

EV１ 
24⼈乗り、ストレッチャー対応 

EV１ 
24⼈乗り、ストレッチャー対応 

待合ホール 
待合の⽅と⾞いすの⽅が交錯しない
ように、余裕のあるスペースを確保 

窓⼝カウンター 
座ったまま⼿続き可能なローカウ
ンターによる計画 

プライバシーへの配慮 
隣り合うそれぞれのカウンターにパ
ーテーションを設置し、書類などが
⾒られたりしないよう配慮 

総合案内 
来客者が分かりやすい場所に配置 

トイレ 
各階のトイレには多⽬的トイレを設置 

交流スペース 
イベントの開催や、市⺠の⽅のたま
り場となるスペース 

休憩室 
職員が⾷事や休憩のとれるスペース 

保健センター 
保健センターに訪れた⽅が分かりや
すい場所に設置 

EV２ 
15⼈乗り 

EV２ 
15⼈乗り 

メンテナンスバルコニー 
建物内への⽇射を制限し、外壁のメン
テナンスにも利⽤できるバルコニー 

市⺠課 保険年⾦課 税務課 

会計課 

待合ホール 

交流スペース 
会議スペース 

福祉課 
 

介護保険課 
  

⼦育て⽀援課 

授乳室 

総合案内 
EV 

交流スペース 

相談室 

⺟⼦健康指導室 
多⽬的室 

健康相談室・健康教育室 

待合ホール 

保健センター 

相談室 

トイレ 

相談室 

トイレ 

庁舎サブエントランス 
▼ 

保健センター 
メインエントランス 

EV 

庁舎サブエントランス 
▼ 

▲ 
庁舎サブエントランス 

▲ 
庁舎メインエントランス 

収納課 

商⼯観光課  建設課 都市整備課 農業委員会 
事務局 

農政課 

下妻市消費 
⽣活センター 

機械室 

会議室 

休憩室 

職員⽤会議室 

更⾐室 

更⾐室 

職員⽤トイレ 

更⾐室 

相談室 EV 

 

会議室 

待合ホール 

学校教育課 ⽣涯学習課 
⽣活環境課 
課 

指導課 

会議室 

トイレ 

EV 
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■ ３階平⾯計画 

・市⻑室、災害対策室等は３階に集約して配置し、 
災害時の迅速な対応、密な連携が可能となる 
平⾯計画とします。 

・会議室は分散配置し、利便性を⾼めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

■ ４階平⾯計画 

・４階には議場機能を集約して配置し、議場機能の独⽴性と 
セキュリティを確保します。 

・待合スペースや眺望デッキなど、市⺠の⽅の憩いの空間を 
計画します。 

・移動間仕切り壁を開放して、⼤空間として利⽤できる会議室 
を配置します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企画課・ 
市⺠協働課 

会議室 災害対策室 
消防交通課 総務課 

会議室 防災無線課 

電算・サーバー室 

EV 
 

 

秘書課 財政課 

会議室 

トイレ 

EV 

会議室 
 

待合ホール 

傍聴席 
⾞いす利⽤者も傍聴できるように
配慮した動線と席配置 

災害対策室 
災害時において素早く対策本部と
して機能する室 

会議室 
移動間仕切りの開放により更に 
⼤きな空間を確保 

待合スペース 
市⺠の⽅が憩えるスペース 
 

会派室 
将来的な間仕切位置の変更が⾏い
やすい会派室 

眺望デッキ 
市⺠の⽅が憩えるスペース 

メンテナンスバルコニー 
建物内への⽇射を制限し、外壁のメン
テナンスにも利⽤できるバルコニー 

トイレ 
各階のトイレには多⽬的トイレを設置 

会派室 

会議室 

講場ロビー 

EV 

待合スペース 

トイレ 

議会事務局 正副議⻑室兼応接室 
議員控室 議会図書館 

委員会室 

全員協議会室 議場 

EV 

眺望デッキ 
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■ 屋上平⾯計画 

・屋上は機械置場として活⽤する計画とします。 
・機械置場の周囲には⽬隠しを設置し、 
 周辺環境へ配慮する計画とします。 
・東側の屋上機械置場には、基本的に保健センター、 

職員スペースに必要な機器を設置します。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太陽光パネル 
環境負荷の低減として太陽光パネ
ル( 約45kW) の設置 

屋上機械場 
屋上に集約配置し設備機能を確保 
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■ 執務スペースの計画 

（１）執務室計画 
① 快適な執務環境の確保 

  ・執務室は⻄⽇を避けた南・北⾯に配置し、⾃然通⾵、⾃然採光を取り⼊れた快適な環境を確保します。 
・南北に⼤きな開⼝を確保し、明るく開放的な執務室として計画します。 

② レイアウトの⾃由度が⾼い執務室 
・職員同⼠の連携のしやすさや来庁者の視認性を考慮し、執務室は可能な限り無柱とし、間仕切壁を設けず、 

将来の組織再編に柔軟に対応できるフレキシブルな空間とします。 
・執務スペースは明快なゾーニングにより効率的な業務が可能な配置計画とします。 

③ ユニバーサルレイアウトによる合理的な家具レイアウト 
  ・ユニバーサルレイアウトを採⽤することにより、無駄のない合理的な家具レイアウトとし、将来の組織変更 

やレイアウト変更にも柔軟に対応します。 
・執務室はフリーアクセスフロアにより将来のレイアウト変更に対応可能な計画とします。 

 
 
（２）窓⼝計画 

・窓⼝カウンターはローカウンターとハイカウンターを併⽤し、⾞いす利⽤者にも配慮した窓⼝計画とします。 
・プライバシーへの配慮が必要な窓⼝窓⼝カウンターにはパーテーションを設置します。 
 
 

（３）相談室・会議室・打合せスペース計画 
 ・各相談室は遮⾳性を確保し、利⽤者のプライバシーに配慮します。 
 ・会議室は各階毎に設けることで使いやすく、業務の種類や利⽤⼈数に合わせ、適切な規模設定とます。 
 ・打合せスペースは来庁者との打合せが多い２階、３階の待合ホールに設けます。 
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■ 議場エリア計画 

(1) 動線計画 
市⺠（傍聴者）と、議員、職員の動線を明確に分離する計画とします。 

 市⺠（傍聴者）動線 
 ・EV 1または、階段1にて４階へアクセスし、議場ロビーから傍聴席へと⾄る動線計画とします。 
 ・傍聴席には⾞いす利⽤者⽤に専⽤のスペースを設け、バリアフリーに配慮しスロープを設けることで、床の段差無く 

アプローチできます。 
 議員動線 

・EV 1または、階段1にて４階へアクセスし、議会事務局へと⾄る動線計画とします。 
・議会関連諸室を１フロアに集約することにより、議員控室から議場、会派室へスムーズに移動できる計画とします。 

 職員動線 
 ・EV 2または、階段2にて４階へアクセスする動線計画とします。 
 ・議会事務局、正副議⻑室兼応接室、議員控室は⾏き来が容易になるように、専⽤の動線を設けます。 
 ・議場、全員協議会室、委員会室は専⽤の動線を設けます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2) ゾーニング計画 
 ・EV ホールの前に議会事務局を配置し、市⺠（傍聴者）のアクセスを管理しやすい計画とします。 

・市⺠（傍聴者）と、議員の利⽤エリアを明快にゾーニングすることで、使いやすく管理しやすい計画とします。 
 ・議会事務局、正副議⻑室兼応接室、議員控室は隣接させることにより、連携が容易になるように計画します。 
 
 

(3) 議場計画 
・市⺠に開かれた議会を⽬指し、傍聴席から議員、執⾏部の双⽅を⾒やすい対⾯式のレイアウトを採⽤します。 

 ・発⾔者への視界を確保するため、傍聴席には段差を設けますが、スロープを設けることにより、バリアフリーに配慮し
ます。 

 ・休会中の議場については多⽬的に利⽤することが可能となるように、雛壇は設けずに傍聴席以外はフラットになるよう
に計画します。 

 

議場 
・議場は現状の形式を踏襲します。 
・議会閉会時には多⽬的に利⽤することが可能となるように、 

可動式の家具を採⽤し、床はフラットとする計画とします。 

待合スペース 
・市⺠（傍聴者）の休憩スペースとして 

計画します。 
・⾃動販売機の設置や、眺望を確保した屋内 

の展望スペースとして整備を⾏います。 

眺望デッキ 
・共⽤の外部空間として眺望デッキを設け、 

休憩や眺望スペースとして利⽤します。 

傍聴席 
・傍聴席は固定席36席、可動席22席の合計58席を計画します。 
・傍聴席には、⼀部筆記台付きの椅⼦を計画します。 
・⾞椅⼦の⽅も安⼼して利⽤できるように緩い勾配のスロープや、 

専⽤の傍聴席として⾞椅⼦スペースを計画します。 

他事例 議場イメージ 

会派室 

会議室 

講場ロビー 

EV1 

待合スペース 
トイレ 

議会事務局 正副議⻑室兼応接
 

議員控室 議会図書館 

委員会室 

全員協議会議場 

EV2 

眺望デッキ 

階段1 

階段2 

北広島市庁舎(出典：愛知株式会社HP) 

豊島区役所庁舎(出典：愛知株式会社HP) 

千代⽥区役所(出典：ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ株式会社HP) 
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■ フリーアクセスフロア計画 

フリーアクセスフロアの考え⽅ 
 ・執務室や会議室等の床の仕上げは、構造躯体を下げてフリーアクセスフロアを設置することで、将来のレイアウト変更

や機能変更等に対応可能なフレキシブルな計画とします。 
  

 

 

フリーアクセスフロア⾼さ 
H=100     H =300 

1 階平⾯図 

2 階平⾯図 

3 階平⾯図 

4 階平⾯図 
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3-3 ⽴⾯計画 

■ ⽴⾯計画の基本⽅針 
 
(１) ⽴ち寄りやすく、分かりやすいデザイン 

地域に根ざした、誰もが⽴ち寄りやすい施設として、庁舎のエントランスや庁舎内の様⼦が分かりやすく、 
地域のシンボル施設となる⽴⾯計画を⾏います。 
エントランス周囲にガラスを⽤いることにより、明るく開かれたデザインを⾏います。 

(２) 建物のボリュームを抑えるデザイン 
特別に⾼い建物がない周辺の景観に配慮し、庁舎のボリューム感を視覚的に抑える⽴⾯計画を⾏います。 
各階の床ラインを強調し、部分的に外壁をセットバックすることで、ボリューム感が分節され、 
視覚的にボリューム感を抑えるデザインとします。 

(３) 環境に配慮したデザイン 
環境に配慮する⼀環として、⽇射を低減し、メンテナンスもしやすい⽴⾯計画を⾏います。 
各階に庇とルーバーを設けることにより、⽇射を遮り、開⼝部の熱負荷を低減させることで、 
環境に配慮したデザインを⾏います。 

(４) 周辺の住宅に配慮したデザイン 
隣接した住宅に配慮するために、庁舎内からの視線を遮る⽴⾯計画を⾏います。 

  ルーバーを設ける事により、庁舎内から隣接する住宅への視線を遮りつつ、趣を表現するデザインとします。 
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3-4 断⾯計画 

■ 断⾯計画の基本⽅針 

・執務室の天井⾼さは執務空間としての快適性と経済性を考慮し2,700mm を標準とします。 
１階はエントランスホールの開放性に配慮して3,500mm とします。 

 ・執務室の床下は将来的なレイアウト変更に対応するため、フリーアクセスフロアとし、 
構造躯体より100ｍｍを確保します。（サーバー室は300 ㎜） 

 ・１階の階⾼は5,000mm とし、２階から４階の階⾼は4,000mm とします。 
 ・トイレや給湯室等の部屋の天井⾼さは2,700mm を基準とします。 
 ・敷地の⾼低差を活かし、保健センターは市庁舎から1,400mm 低いレベルに設定し、 
  東側のボリュームは2 層とすることで建物の床⾯積を減少させコスト縮減に寄与します。 
 ・議場部分は階⾼を上げることで開放性を確保するとともに、ハイサイドライトからの採光を 
  取り⼊れる計画とします。 
 ・4 階南側は⼀部セットバックさせることでボリューム感を低減し、前⾯の住宅に配慮します。 
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3-5 内外装計画 

（１）外部仕上の考え⽅ 
 ・華美にならない機能的な外装とし、周辺環境との調和を⽬指し、景観に配慮した外装計画とします。 
 ・ライフサイクルコストを考慮した⻑寿命でメンテナンスの容易な材料を選定します。 
 ・環境性能に優れた材料を選定し、環境に配慮した外装計画とします。 
  

外部仕上げ 
屋 根 陸屋根部：アスファルト防⽔、押出法ポリスチレンフォーム、押えコンクリート 

伸縮⽬地：＠3000以内 
折板葺：カラーガルバリウム遮熱塗装鋼板 裏貼：無機質ガラス繊維シート 

庇：アルミパネル 

軒 天 コンクリート打放補修 フッ素樹脂塗装(カラークリア) 

外 壁 押出成形セメント板 t=60 (フラットパネル、デザインパネル：リブ） フッ素樹脂塗装 

エントランス前外壁：外装薄塗材Ｅ 

外壁腰壁・RCパラペット：コンクリート打放補修 フッ素樹脂塗装(化粧⽬地) 

アルミルーバー：⽊⽬調シート張り 

 
 

外部仕上げイメージ 
押出成形セメント板(フラットパネル) 押出成形セメント板(デザインパネル：リブ) 

  
ルーバー(アルミ製⽊⽬調)  

 

 

 
 
（２）内部仕上の考え⽅ 
 ・標準的な庁舎仕様を基本とし、耐久性、防汚性、清掃の容易さ、更新性に優れた材料を選択します。 
 ・執務室、会議室、議場等の主要居室は適切な吸⾳性能を考慮した仕上とします。 
 ・仕上材及びその下地は、有害な化学物質が限りなく少ない材料（F☆☆☆☆）を選択します。 
 

内装仕上げに関する配慮事項 
（ア）床仕上 
・汚れに対しての配慮や材料の更新のしやすさ、吸⾳性、経済性を考慮し執務室及び廊下などの共⽤部分は、1階を除き

タイルカーペット敷きとします。１階の待合ホールを含む共⽤部分は意匠性と滑りにくさを考慮しタイル張りとします。 
・汚れが懸念されるトイレや倉庫等の仕上げは⽔拭きしやすいビニル系の床材を選定します。 
・保健センターはクッションフロアを採⽤し、上⾜でも利⽤しやすい床材を選定します。 
（イ）壁仕上 
・執務室等の壁仕上はシンプルで臭いによる健康被害等の恐れの少ない⽔性塗料による仕上げとします。 
・トイレなどの⽔廻りには清掃の容易なタイルを使⽤します。 
・議場や市⻑室等には檜材を使⽤することで温かみのある空間を⽬指します。 
・エントランスホールや交流スペースは、⽊質ルーバーを採⽤します。 
・遮⾳性能が必要とされる会議室や相談室は遮⾳性の⾼い材料を選定し、また、移動間仕切壁についても遮⾳性能の⾼い

ものを選定します。 
（ウ）天井仕上 
・遮⾳性能が必要とされる執務室や会議室等は岩綿吸⾳板仕上とします。 
・1階待合ホールには⽊製ルーバーを天井に設け、印象的な空間づくりを⾏います。 

 
 

⽊材の利⽤箇所 
・エントランスホール、待合ホール1 
 天井 ： 天然⽊ルーバー 
・市⻑室、副市⻑室、教育⻑室、応接室 
 壁： 檜⽻⽬板張り 
・議場 
 壁：檜⽻⽬板張り 天井 ： 天然⽊ルーバー 

 
サイン計画 
・各所サイン設置箇所の周囲の環境と、 

その場での利⽤者が必要とする情報に 
配慮したサイズ、素材、内容を精査し、 
直観的でわかりやすいサイン計画とします。 
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3-6 ユニバーサルデザイン計画 

(１) ユニバーサルデザインの基本⽅針 
ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、障害の有無などに関わらず、多くの⼈が平等に利⽤可能であるようにデザインすること
を⾔います。不特定多数の来庁者が⾒込まれる施設では、ユニバーサルデザインを取り⼊れ、わかりやすく・使いやすい施設の整
備が必要となります。 
バリアフリー新法、茨城県ひとにやさしいまちづくり条例施⾏規則では、以下の通り整備基準を設けています。これらの整備内容
に沿って、具体案を検討し、年齢や性別、障害の有無などに関わらず、多くの⼈が平等に利⽤可能な施設の計画を⾏います。 
 
【公共的施設】 

項⽬ 主な整備内容 
出⼊⼝ ○主な通路への出⼊り⼝は幅80 ㎝以上 

○段差を設けず、⾞いす使⽤者を含むすべての⼈が通過しやすいようにする 
廊下等、敷地内
の通路 

○主な通路は段をなくして幅120 ㎝以上 
○点字ブロックだけでなく⾳声誘導装置を設置して視覚に障害のある⽅にも現在位置がわか

るようにする 
階段 ○回り階段を設けない 

○滑りにくい材料を使⽤し⼿すりを設置 
○段部分は⾊の明るさを⼯夫する 

昇降機 ○2 階建て以上の⼤規模な建築物に設置する 
○⾞いすの転回にも⽀障のないスペースを確保する 
○⾳声案内装置や点字表⽰の操作盤 

便所 ○出⼊⼝は幅80 ㎝以上 
○⼿すりの設置 
○オストメイトに対応した機器を備えた多機能トイレの設置 

駐⾞場 ○幅350 ㎝以上の⾞いす使⽤者⽤駐⾞スペースの設置 
○駐⾞場から建物に⾄る通路は⾞いす使⽤者へ配慮する 

洗⾯所 ○1 以上の洗⾯器は⾞いす使⽤者が利⽤しやすい⾼さ、蹴込みに配慮する 
○1 以上の⽔栓器具はレバー式等の操作しやすいもの 

案内設備 ○案内板の⾼さ、照明、⽂字の⼤きさを⾒やすくする 
○記載内容が分かりやすい表現 
○⼀⻫放送設備、点滅灯、電光表⽰板の設置 

カウンター及び
記載台 

○1 つ以上は⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⾼さ、蹴込みに配慮する 
○券売機、⽔飲み場、公衆電話台も同様 

授乳及びおむつ
替えの場所 

○ベビーベッド、いす、湯沸器、流し台、ゴミ箱等を設け、ベビーカー等の通⾏にも配慮し
たスペースをとる 

○出⼊⼝には設備がある旨のわかりやすい表⽰をする 
幼児⽤遊び場 ○床や壁⾯は柔らかく、なめても安全な材料を使⽤ 

○設備は保護者の⽬の届く位置に配置する 
 
 
 
 

 
■ 具体的な整備案 

(1)多⽬的トイレ 
   多⽬的トイレは各階に1 以上設け、体の不⾃由なかたや、⼦ども連れの来庁者など誰でも不⾃由なく利⽤できるよう計画

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整備例 

①可動手すり 
②L型手すり 
③オストメイト対応 
④ベビーチェア 
⑤ベビーベッド 
⑥車いす回転スペース 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

車いす使用者用駐車場 
雨に濡れない庇 

キッズコーナー 段差の前の注意喚起ブロック 
明度の差をつけた段鼻 
2 段手すり 

授乳室 車いす使用者でも使いやすい
高さの記載台 

インターホン、点字表記案内板 
わかりやすいピクトサイン 
外国語表記 
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■ トイレ器具計画 

(１) トイレの器具数の検討の条件 
新庁舎に設置するトイレの器具数について、下記のとおり検討します。 
 

・正器具数の算定基準 
パブリックトイレにおける衛⽣器具の適正個数については、空調調和・衛⽣⼯学会の「衛⽣器具の適正個数算定法」
に基づいて算出します。⼿続き等の増える時期や、時間帯、窓⼝などによっても建物内の⼈員は変動するため、余裕
を持った計画が必要となります。 

・サービスレベルについて 
利⽤者のトイレの待ち時間について段階的に評価したもので、「レベル 1」は待ち時間の少ない良好なレベル、「レベ
ル2」は標準的なサービスレベル、「レベル3」は最低限のレベルを⽰します。 

   
本計画においては必要と思われる器具数を設定し、その器具数に対して、標準的なサービスレベルである「レベル2」
での対応ができるかの検証を⾏います。 

 
 
 
図 適正器具数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(２) トイレの器具数の検証 

職員の半数が外来者⽤トイレを使⽤することを想定します。 
⇒職員数は平成30 年度の職員数を基に算定する事とします。 
職員数 

 
 
 
 
 
 

職員⽤トイレの器具数に対する利⽤⼈数 
 
 
 
 
 
 
 

⇒職員⽤トイレは1 箇所しかないため、全ての職員数を基に検討しても、サービスレベル2 以上は確保できます。 
1 階トイレ(保健センター部を除く) 、2 階トイレ、3 階トイレの器具数に対する利⽤⼈数 

 
 
 
 
 
 
 

⇒職員の半数が⼀般⽤トイレを利⽤し100⼈程度の来庁者利⽤を想定しても、サービスレベル2以上は確保できます。 
⇒3 階の会議室で100 ⼈程度の会議を⾏ってもサービスレベル2 以上は確保できます。 
4 階トイレの器具数に対する利⽤⼈数 

 
 
 
 
 
 
 

⇒職員と議員と議会の傍聴者が利⽤しても、サービスレベル2 以上は確保できます。 

 男(⼈) ⼥(⼈) 計(⼈) 

1階 69 68 137 

2階 66 66 132 

3階 18 17 35 

4階 18 17 35 

 男 ⼥ 

⼤便器 ⼩便器 洗⾯器 便器 洗⾯器 

器具数 4 4 4 7 5 

サービス 

レベル 

1 130〜210 140〜270 190以上 200〜260 160〜250 

2 140〜230 290以上 290以上 260以上 210以上 

3 170〜270 290以上 290以上 260以上 210以上 

 男 ⼥ 

⼤便器 ⼩便器 洗⾯器 便器 洗⾯器 

器具数 3 3 3 4 4 

サービス 

レベル 

1 60〜130 50〜150 70〜190 50〜100 90〜150 

2 70〜140 70〜190 100〜280 70〜130 120〜210 

3 80〜170 120〜300 150〜300 110〜200 180〜300 

 男 ⼥ 

⼤便器 ⼩便器 洗⾯器 便器 洗⾯器 

器具数 2 3 3 3 3 

サービス 

レベル 

1 20〜60 50〜150 70〜190 20〜60 90〜150 

2 20〜70 70〜190 100〜280 30〜70 120〜210 

3 20〜80 120〜300 150〜300 40〜100 180〜300 
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3-7 セキュリティ計画 
 

（１）想定利⽤時間 
新庁舎における利⽤時間は下記の想定とする。 
・開庁時間：平⽇ 8：30〜17：15（夜間窓⼝実施時は〜19：00） 
・開館時間：平⽇ 8：30〜17：15（要検討） 

休⽇（⼟⽇祝⽇） 8：30〜17：15 
 

（２）新庁舎閉庁時間帯の施設利⽤ 
閉庁時間帯の施設利⽤としては、夜間（時間外）の利⽤、休⽇⽇直の利⽤、期⽇前投票等休⽇の1 階交流スペース、 
各階会議室の利⽤等が想定されるため、執務室等の部分と利⽤可能な範囲を区画する。 
・閉庁時間帯の施設利⽤時においても、外来者がトイレを利⽤できるように区画を設定する。 
・区画された状況においても、法令上の避難経路が確保できるように計画する。 

 
（３）屋上の管理 
・屋上へのアクセスは、職員のみ⾏えるように計画する。 
・屋上部分については、ITV カメラを設置して監視を⾏う。 
・屋上外周部には、転落防⽌の対策を施す。 
 
（４）屋外部分の管理 
・基本的に敷地境界沿いには⾨扉、フェンス等は設けずに開放される計画とする。 
 ただし、⾼低差が発⽣する部分、東側・南東側の境界部分においては安全上フェンスを設置する。 
 
（５）警備員室の設置 
・1 階の⻄側⾵除室2 に近接して警備員室を設置する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
セキュリティレベル 
・セキュリティレベルの概要を下図と表に⽰す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

セキュリティレベル 概要 
レベル4： 
重要諸室 

・特定の職員のみ出⼊り可能とする 
・防犯設備で管理を⾏う 

レベル3： 
職員ゾーン 

・開庁時は、職員のみが利⽤できるスペース 
 

レベル2： 
来庁舎ゾーン（要許可） 

・原則として、職員、職員の許可を得た来庁者が利⽤可能とする 
・施錠管理を⾏う 

レベル1： 
来庁舎ゾーン（開庁時） 

・開庁時は、誰でも利⽤できるスペース 

レベル0： 
来庁舎ゾーン（閉庁時） 

・開庁時間に関らず、誰でも利⽤できるスペース 
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セキュリティ計画図 

1階平面図 

2階平面図 

3階平面図

4階平面図

シャッター 

シャッター シャッター 

シャッター 

シャッター 

凡例 

   ：カードリーダー（特定職員） 

   ：カードリーダー（一般職員） 

   ：施錠管理 

シャッター 
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■ 夜間利⽤の場合（通常時） 
夜間受付として、⻄側⾵除室2 の脇に警備員室を設置し、来庁者の対応を⾏う。来庁者の書類の届出等に対応可能なよ
うに、⾵除室内に受付カウンターを設置する。 

・来庁者利⽤可能エリア：⾵除室2 のみ 
 

セキュリティライン 

   ：来庁者利用可能エリア 

   ：職員エリア 

1階平面図 

2階平面図 

3階平面図

4階平面図
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■ 夜間利⽤の場合（夜間窓⼝対応時） 
夜間窓⼝対応時は⼊り⼝は南側⾵除室1・⻄側⾵除室2 とする。 

・来庁者利⽤可能エリア：1 階、2 階のみ。階段、エレベーターに規制をかける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セキュリティライン 

   ：来庁者エリア 

   ：職員エリア 

1階平面図 

2階平面図 

3階平面図

4階平面図

開放 開放 開放 開放 

開放 開放 

シャッター 

シャッター 

シャッター 

シャッター 
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■ 夜間利⽤の場合（会議室開放時） 
・夜間受付として、⻄側⾵除室2 の脇に警備員室を設置し、来庁者の対応を⾏う。 
・来庁者利⽤可能エリア：1 階から3 階。会議室3-1、3-2、3-4、3-5、3-6 を開放する。 
 

セキュリティライン 

   ：来庁者エリア 

   ：職員エリア 

1階平面図 

2階平面図 

3階平面図

4階平面図

シャッター 

シャッター 

シャッター 

シャッター 

シャッター 

シャッター 
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■ 休⽇利⽤の場合（市⺠課窓⼝で休⽇⽇直を対応する場合） 
・⼊り⼝は南側エントランスのみとする。 
・利⽤エリアは1 階、2 階のみとし、階段、EV、交流スペース・会議スペースは利⽤不可とする。 
・職員の出⼊りは北側エントランスを基本とする。 
 
 
 
 

シャッター 

1階平面図 

2階平面図 

3階平面図

4階平面図

セキュリティライン 

   ：来庁者エリア 

   ：職員エリア 

シャッター 

シャッター 

開放 

シャッター 
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■ 休⽇利⽤の場合（休⽇窓⼝対応時） 
・⼊り⼝は南側エントランスのみとする。 
・利⽤エリアは1 階、2 階とし、階段、EV には2 階までの利⽤規制をかける。 
・職員の出⼊りは北側エントランスを基本とする。 
 
 
 
 
 

1階平面図 

2階平面図 

3階平面図

4階平面図

セキュリティライン 

   ：来庁者エリア 

   ：職員エリア 

開放 開放 シャッター 開放 

開放 

シャッター 

シャッター 

シャッター シャッター シャッター 

シャッター 

シャッター 
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■ 休⽇利⽤の場合（会議室利⽤時） 
・⼊り⼝は南側エントランスのみとする。 
・利⽤エリアは1 階から3 階とし、階段、EV には3 階までの利⽤規制をかける。 
・職員の出⼊りは北側エントランスを基本とする。 
 
 
0 

シャッター 

1階平面図 

2階平面図 

3階平面図

4階平面図

セキュリティライン 

   ：来庁者エリア 

   ：職員エリア 

シャッター 

シャッター 

開放 

シャッター 

シャッター 
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3-8 サイン計画 
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3-9 外構計画 

（１）外構計画の考え⽅ 
 ・敷地内通路、駐⾞場はアスファルト舗装とし、歩道部分は 
  インターロッキング舗装とします。  
  

外部仕上げイメージ 
⾞⽌めイメージ 掲揚ポールイメージ 

  

施設看板イメージ 駐輪場イメージ 

 

 

 

ベンチイメージ インターロッキング舗装イメージ 

 

 

 

 

 
（２）植栽計画の考え⽅ 
 ・植栽帯は、明るく安全で健やかな空間を創出するように、 

全体として周囲と調和のとれた計画を⾏います。 
・新規樹⽊は、地域環境に馴染む雑⽊林の構成種を中⼼と 

したうえで、季節の移ろいが感じられる潤いのある花⽊ 
を効果的に配植します。 

 ・⽣物多様性のバランスを崩さないように、可能な限り、 
⽣物多様性に配慮した植栽計画とします。 

 ・多賀⾕城跡公園の豊かな緑との⼀体感の感じられるような 
植栽計画とします。 

スロープ 
1/12 

スロープ 
1/12 

施設看板 

掲揚旗ポール 駐輪場(5台) 

スロープ 1/15 

スロープ 1/15 

⾞⽌め 

⾞⽌め 

駐輪場(40 台) 

敷地南側は、周囲の住宅への配慮として、植栽帯を設けます。 

⻄側には、道路と歩道部分の間に植栽帯を 

設けることで、安全性に配慮します。 
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４．構造計画 
4-1 構造計画⽅針 

（１）構造計画の基本⽅針 
基本設計における基本計画に基づく構造計画の配慮事項を下記に⽰す。 
 

①  茨城県下妻市の重要な施設（市庁舎）として、安⼼安全な建物を⽬指す。 
②  耐震性、経済性、施⼯性を⼗分に考慮した計画とする。 
③  構造安全性は、常時荷重に対する安全性の確保に加え、⼤地震後においても構造体の補修をすることがなく 

利⽤できる計画とする。 
④  災害応急対策活動の拠点として、⼤地震後も庁舎機能を確保し、継続利⽤可能な建物とする。 

 
（２）適⽤事項 

本建物の設計にあたり、適⽤する規準等を以下に⽰す。 
・法令    建築基準法・同施⾏令 
     国⼟交通省告⽰、建設省告⽰ 
 
・規格    ⽇本⼯業規格JIS 
 
・⽇本建築学会    鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 
     鋼構造設計規準 
     建築基礎構造設計指針 
     鋼構造塑性設計指針 
     鋼構造接合部設計指針 
     建築物荷重指針・同解説 
     免震構造設計指針 
 
・⽇本建築センター   建築物の構造関係技術基準解説書 
     冷間成型⾓型鋼管設計・施⼯マニュアル 
 
・⽇本免震構協会   免震部材の接合部・取付け躯体の設計指針 
     免震建築物の耐⾵設計指針 
     免震建物の維持管理基準 
     免震構造施⼯標準 

 
 
 
 
 
 

 
 
（３）敷地地盤概要 

令和2 年1 ⽉から2 ⽉にかけて新庁舎建設に係る地盤調査を⾏っているが、基本設計段階では調査中であるため、
次の想定のもと、構造計画⽅針を策定する。 
 地盤調査結果のボーリング柱状図及び隣接する現庁舎の地盤調査資料にて地盤概要を把握する。本敷地において実
施する地盤調査結果にて地盤状況を把握することが肝要である。 
 本項⽬では、下記に⽰すNo.2 のボーリング柱状図を基に地盤概要を把握する。 
 
・ 表層部は盛⼟となっている。 
・ GL-4m 付近までは、凝灰質粘⼟層となっており、N 値は4 程度を⽰す。 
・ GL-37m 付近までは、砂層とシルト層が混在した地層が続く。 
・ GL-13〜17m 付近は細砂が主体の砂層となっており、N 値は概ね50 を⽰すとおり⾮常に締まっている。 
・ GL-17m 以深はシルト主体の地層が続いており、N 値は2〜17 程度を⽰す。 
・ GL-31m 以深は細砂及び中砂主体の砂層が続き、N 値は概ね50 を⽰す。 
・ GL-36m 以深はN 値5 程度のシルト層を挟んだ後、N 値50 を⽰す砂礫層が続く。 
・ GL-46m 以深は砂層とシルト層の互層が続き、GL-67m から砂礫層となる。 

 
 
 
 

新庁舎 

図 配置図 

図 No.2 ボーリング柱状図 
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（４）地域概要・建物概要 
 

①  地域概要 
    本建物は、茨城県の⻄南部に位置している。 
 
    建設地で予想される地震規模として、下妻市地震防災マップでは、茨城県南部地震（マグニチュード 7.3）が発

⽣した場合の想定地震分布を⽰しており、最⼤震度6 強が予想される。 
    また、全国的に巨⼤地震への備えの必要性が指摘されており、新庁舎においても、⼗分な耐震性及び庁舎機能の

継続性を確保する必要がある。 
 
  下妻市における茨城県南部地震の予測震度分布図を⽰す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 下妻市地震防災マップ（抜粋） 
 

 
②  建物概要 
・ 本建物は現在の本庁舎の近隣の敷地に計画された庁舎建築である。 
・ 平⾯計画は東⻄⽅向に⻑辺をとった⻑⽅形形状をしている。また断⾯計画は、建物の⻄側に庁舎（4 階建て）、

東側に保健センター（2 階建て）となっており、セットバックした形状となっている。 
・ 庁舎の⽤途は、1 階に窓⼝機能、執務室、交流スペース、2・3 階に窓⼝機能、執務室、4 階に議場、応接室、議

員控室、会議室、委員会室等を配置している。 
・ 保健センターの⽤途は、1 階に相談室や教育室等の執務室、2 階に職員⽤の会議室や更⾐室、休憩室等を配置し

ている。 
・ 階⾼は3.8m〜5.0m としており、議場上部は折り上げ形状を有している。 
・ 1 階床下には、免震ピットや貯⽔槽ピット等の各種ピットを配置している。 
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（５）耐震性能の⽬標 

地震直後は地域の防災拠点として、災害時の応急対策活動を継続的に遂⾏できる機能を備えた庁舎とする。 
下記に本建物の位置づけと求められる性能を⽰す。 
 

 
「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」抜粋 

 

 
 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」抜粋 

 

 

 
 「建築構造設計基準の資料」抜粋 
 
 上記より、本建物は免震構造であるため、時刻歴応答解析によって建物の安全性を確認することで、Ⅰ類相当の安全性
を確認する。 
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（６）構造検討における各種⽐較検討 
③  架構種別の⽐較検討 

架構種別の⽐較検討を⽰す。 
「耐震構造」「制振構造」「免震構造」を⽐較検討した結果を下記に⽰す。 
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④  架構種別・架構形式の⽐較検討 

庁舎の構造形式と架構種別の組み合わせについて⽐較検討を⾏い下記に⽰す。 
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⑤  基礎形式の検討 

 既存地盤調査の結果に基づき、「直接基礎」「杭基礎」の2 種類の⽐較検討を⾏い、下記に⽰す。 

項  ⽬

概要

液状化対応 ・地盤改良以深にて液状化が⽣じた場合、建物の⾃重を⽀持できない。 × ・液状化を考慮した杭基礎の設計が可能。 ◎ ・液状化を考慮した杭基礎の設計が可能。 ○
コスト ・液状化に対応できないため不適⽤。 - ・経済性が良い。 ◎ ・経済性が悪い。 △
⼯期 ・液状化に対応できないため不適⽤。 - ・場所打ちコンクリート杭に対して短い。 ◎ ・既成杭に対して⻑い。 ○
排⼟ ・液状化に対応できないため不適⽤。 - ・場所打ちコンクリート杭に対して少ない。 ◎ ・既成杭に対して多い。 ○

総合評価 ・液状化に対応できないため不適⽤。 × ・コスト、⼯期、排⼟共に優位性がある。 ◎ コスト、⼯期、排⼟共に優位性が少ない。 ○

・耐圧版直下より⽀持層（N値15程度）までの間に地盤改良（柱状改良）を設置す
る。
・地盤改良は、現地盤にスラリーを混合撹拌し、硬化後に所定の強度を確認する。

・地盤を⽀持層まで削孔後、杭周固定液を充填し既成杭（コンクリートパイル）を
所定の深さまで沈下させる
・杭径はφ800〜φ1000を想定する。
・柱1本に対し、最⼤3本の杭を打設する。

・地盤を⽀持層まで削孔後、安定駅を充填し鉄筋かごを所定の深さまで沈下する。
・削孔中央部杭底までトレミー管を挿⼊しコンクリートを打設する。
・杭径はφ2000、拡底杭はφ2000〜φ3400を想定する。

直接基礎 杭基礎
既成杭（プレボーリング⼯法）

杭基礎
場所打ちコンクリート杭（アースドリル⼯法）
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⑥  ⼭留⼯法の⽐較 

  
1)  ⼟留め仮設計画の検討条件 

 
・ 本計画における床付け⾯はGL-5.1m 程度である。 
・ ⽔位はGL-2.0m 程度にて床付け⾯以浅であり、⽌⽔性を必要とする。 
・ 地盤は砂層及びシルト層にて「⽐較的緩い」〜「締まっている」と想定される。 

 
上記の状況に対して⽐較表を下記に⽰す。 
 

使⽤条件

⼭留め壁の種類
軟
弱
層

礫
岩
層

地
下
⽔
の
あ
る
層

深
い

広
い

壁
の
曲
げ
剛
性

⽌
⽔
性

騒
⾳
・
振
動

周
辺
地
盤
の
沈
下

排
泥
⽔
の
処
理

⼯
期

費
⽤

親杭横⽮板壁 × ◎ × × ○ × × × × ◎ ◎ ◎
鋼⽮板壁 ◎ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
場所打ちRC柱列壁 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ × × ×
既成コンクリート柱列壁 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○
ソイルセメント柱列壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
場所打ちRC地中壁 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ × × ×

地盤条件 規模 剛性・⽌⽔性 公害 ⼯期・費⽤

 
 
上記より、本計画では⽌⽔性があり経済性が⾼い鋼⽮板を採⽤する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2)  ⽔替⼯法 

 
  ⽔替の分類及び種類を下記に⽰す。 
 

地下⽔
処理⼯法

釜場⼯法

ウェルポイント⼯法

バキュームディープウェル⼯法

電気浸透⼯法

薬液注⼊⼯法

⽌⽔⼯法

リチャージ⼯法

重⼒排⽔⼯法

地盤固結⼯法

強制排⽔⼯法

排⽔⼯法

⽌⽔壁⼯法

圧気⼯法

ソイルセメント柱列⼯法

⾼圧噴射注⼊・機械式攪拌混合⼯法

ディープウェル⼯法

暗渠⼯法

連続地中壁⼯法

鋼⽮板⼯法

凍結⼯法

 
 

  本計画では、地下⽔に対しては⼭留と同時に⽌⽔ができ経済性が⾼い「⽌⽔⼯法-⽌⽔壁⼯法-鋼⽮板⼯法」を⽤いる。 
  また、⾬⽔等の外⽔に対しては、⼀般性的であり経済性が⾼い釜場⼯法を採⽤する。 
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4-2 構造計画・設計概要 

 
（１）構造計画概要 
・ 本建物は、下妻市に計画される、地上4 階、建物⾼さ17ｍの市庁舎である。敷地状況から東⻄に⻑い⻑⽅形の平⾯

形状となっている。 
・ X1〜X7 までは4 階建ての市庁舎、X7〜X9 は2 階建ての保健センターとなっている。 
・ X ⽅向に8 スパン、Y ⽅向に3 スパンで構成されており、構造種別は⻑スパンに対応できる鉄⾻造を採⽤する。 
・ 架構形式は平⾯計画の⾃由度が⾼く、室内空間を⼀体的に利⽤できるため、X ⽅向、Y ⽅向ともに純ラーメン構造

としている。 
・ 本建物は、⼤地震時に構造体の損傷が極めて⼩さく、⾼い耐震性能を確保するとともに、⼗分な庁舎機能を維持で

きる「免震構造」とする。 
・ 地盤調査結果より、基礎はGL-43.0m 以深の砂質⼟層を⽀持層とする杭基礎（既成杭）を想定する。 
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（２）構造設計の基本⽅針 

本設計は構造計画の基本⽅針に⽰したように、建築基準法、関係法令等に準拠して設計を⾏う。免震構造による建築物
の構造設計⽅針を下記に⽰す。 

 
⑦  ⻑期荷重に対する設計⽅針 

・ 建築物の各部分の固定荷重、建築基準法施⾏令85 条の規定による積載荷重、⼟圧、⽔圧、その他の実況に応じた
荷重及び外⼒により建築物の構造耐⼒上主要な部分に損傷を⽣じないこと、及び耐久性上有害なひび割れが⽣じな
いことを確認する。 

 
⑧  積雪荷重に対する設計⽅針 

・ 建築基準法施⾏令 86 条第 3 項の規定により算出した稀に発⽣する積雪荷重によって、建築物の構造耐⼒上主要な
部分に損傷を⽣じないことを確認する。茨城県建築基準法第施⾏細則第 16 条の規定により垂直積雪量は 30cm と
する。 
 AdS    
 ここで、 
 S  ： 積雪荷重(N) 
 d  ： 垂直積雪量(cm) 
   ： 積雪の単位荷重(N/cm/m2) 

A  ： 屋根の⽔平投影⾯積(m2) 
 

・ 建築基準法施⾏令86条第3項の規定により算出した積雪荷重の1.4倍に相当する極めて稀に発⽣する積雪荷重によ
って、建築物が倒壊、崩壊しないことを確認する。 

 
⑨  ⾵圧⼒に対する設計⽅針 

・ 建築基準法施⾏令 87 条の規定により算出した⾵圧⼒による稀に発⽣する暴⾵によって、建築物の構造耐⼒上主要
な部分に損傷を⽣じないことを確認する。基準⾵速はV0=32m/s、地表⾯粗度区分はⅢとして計画する。 

fCqW   

2
06.0 VEq   

ここで、 
W  ： ⾵圧⼒(N/m2) 
q   ： 速度圧(N/m2) 

fC  ： ⾵⼒係数 

E   ： 速度圧の⾼さ⽅向の分布を⽰す係数 

0V  ： その地⽅における基準⾵速(m/s) 

 

・ 建築基準法施⾏令87 条の規定により算出した⾵圧⼒の1.6 倍に相当する極めて稀に発⽣する暴⾵によって、建築物
が倒壊、崩壊しないことを確認する。 

 
⑩  地震⼒に対する設計⽅針 

・ 平成12 年告⽰第1461 号第四号イに規定する稀に発⽣する地震動によって、建築物の構造耐⼒上主要な部分に損傷
を⽣じないことを確認する。 

・ 平成12 年告⽰第1461 号第四号イに規定する極めて稀に発⽣する地震動によって、建築物が倒壊、崩壊しないこと
を確認する。 

 
⑪  荷重の組み合わせ 

・ 積雪荷重、⾵圧⼒、⼜は地震⼒に対する安全性を検討する場合には、上記に規定する荷重及び外⼒との組み合わせ
を適切に考慮する。 

 
⑫  ⻑期荷重に対する使⽤性 

・ 構造耐⼒上主要な部分である構造部材が、⻑期荷重による変形⼜は振動によって、建築物の使⽤上の⽀承が⽣じな
いことを確認する。 

 
⑬  外装材等の安全性に対する構造性能 

・ 屋根ふき材、外装材及び屋外に⾯する帳壁が、⾵圧⼒並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造耐⼒上安全で
あることを確認する。 
（平成12年告⽰第1458号に定める⽅法によって計算された⾵圧に対して構造耐⼒上安全であることを確認する。） 

 
⑭  時刻歴応答解析の基本⽅針 

・ 免震構造を採⽤しているため、時刻歴応答解析を⾏い、建物の耐震安全性を検証する。 
 

1)  基本性能の設定 
建物の安全性を確保するため、耐震設計にあたっては⼊⼒地震動の想定レベルに応じて以下のような主要構造体の

基本性能を設定する。 
 

a） 稀に発⽣する地震動（レベル1 地震） 
建物の耐⽤年限中に⼀度遭遇する可能性の⾼い地震動に対する性能として、建築物がほぼ無傷にとめることを

⽬標とする。 
 

b） 極めて稀に発⽣する地震動（レベル2 地震） 
建物の耐⽤年限中に⼀度遭遇する可能性のある地震動に対して、建築物の⼀部にひび割れが⽣じる程度にとど

め、構造耐⼒上主要な部分が損傷しないこととし、地震後、構造体の⼤きな補修をすることなく建築物を使⽤で
きることを⽬標とする。また、外壁等については建物の変形に⼗分追従できる計画とする。 
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⑮  地震波の概要 

・ 設計⽤地震動には、「強震観測記録（観測波）」「模擬地震動（告⽰波）」「模擬地震動（サイト波）」の種類があるが、
模擬地震動（告⽰波、サイト波）作成に必要な地盤調査の詳細結果がないため、本基本検討においては強震観測記
録（観測波）および近隣地盤の模擬地震動（告⽰波、サイト波）にて時刻歴応答解析を⾏い、建物の性状を把握す
る。 

 
1)  ⼊⼒地震動の強さ 

⼊⼒地震動の強さのレベルは、以下の2 レベルに設定し、弾塑性解析を⾏う。 
   ・ レベル1 地震動 ： 最⼤速度を25.0cm/sec に基準化した地震動を⽤いる。 
   ・ レベル2 地震動 ： 最⼤速度を50.0cm/sec に基準化した地震動を⽤いる。 
 

2)  設計⽤⼊⼒地震動 
 

a） 強震観測記録 
    設計⽤⼊⼒地震動として、EL CENTRO 1940NS 波、TAFT 1952EW 波、⻑周期成分を含むHACHINOHE 1968NS

波を選定した。 
 

b） 模擬地震動・サイト波地震動 
    実施設計においては地盤調査結果をもとに平成 12 年国⼟交通省告⽰第 1461 号に従って作成した、「模擬地震動

（告⽰波）」、断層や深層地盤を考慮して場所ごとに作成した「模擬地震動（サイト波）」を⽤いて検討する必要があ
る。本基本検討においては近隣地盤の模擬地震動（告⽰波・サイト波）にて時刻歴応答解析を⾏うこととする。 

 
 

表 設計⽤⼊⼒地震動⼀覧 

地震動 
 ⼊⼒最⼤加速度(cm/s2)*１ 

継続時間(秒) レベル1 レベル2 
EL CENTRO 1940 NS 50 255.4(25.0) 510.8(50.0) 
TAFT       1952 EW 50 248.3(25.0) 496.6(50.0) 
HACHINOHE  1968 NS 234 175.3(25.0) 351.0(50.0) 
告⽰波（神⼾位相） 120 163.0(16.9) 596.8(80.3) 
告⽰波（⼋⼾位相） 234 169.9(18.7) 600.8(82.3) 
告⽰波（乱数位相） 120 162.0(17.1) 458.3(71.2) 
⼤正型関東地震波 120 − 237.2(34.1) 

*１ ( )内は最⼤速度(cm/s) 
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EL CENTRO 1940 NS （加速度） 

 

 
EL CENTRO 1940 NS （速度） 

 
 

 
TAFT 1952 EW （加速度） 

 

 
TAFT 1952 EW （速度） 

 
HACHINOHE 1968 NS （加速度） 

 

 
HACHINOHE 1968 NS （速度） 
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告⽰波（神⼾位相） （加速度） 

 

 
告⽰波（神⼾位相） （速度） 

 
 

 
告⽰波（⼋⼾位相） （加速度） 

 

 
告⽰波（⼋⼾位相） （速度） 

 
告⽰波（乱数位相） （加速度） 

 

 
告⽰波（乱数位相） （速度） 

 
 

 
⼤正型関東地震波 （加速度） 

 

 
⼤正型関東地震波 （速度） 
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⑯  設計クライテリア 

・ 建築基準法施⾏令第81 条の2 及び建設省告⽰第1461 号に準じて設計を⾏い、建物の耐震安全性を確認する。⽬標
とする耐震性能を地震動のレベルに応じて下表に設定する。⽬標とする耐震性能を確保するために静的設計及び動
的設計を⾏い、それぞれに対して、下表に⽰す耐震クライテリアの耐震性能⽬標を満たすこと確認する。 

 
表 耐震設計クライテリア 

⼊⼒地震動 耐震性能⽬標 

レベル 地震動の⼤きさ 上部構造 免震装置 基礎構造 

1 稀に発⽣する地震動 短期許容応⼒度以内 
免震層の相対変位

200mm 以内 
短期許容応⼒度以内 

2 極めて稀に発⽣する地震動 短期許容応⼒度以内 
免震層の相対変位

450mm 以内 
短期許容応⼒度以内 

 
 

⑰  各部の設計 
 

1)  上部構造の設計 
   設計⽤層せん断⼒係数は予備応答解析に基づき、レベル 2 地震時の応答結果最⼤値を包絡させるように設定した。

応⼒解析は、⽴体フレームマトリックス法により⾏う。各部材は設計⽤せん断⼒に対して短期許容応⼒度以下である
ことを確認する。 

 
2)  免震部材の設計 

   ⼗分な減衰性能を有する免震構造とするため免震装置の応⼒がクライテリア内に収まるように計画する。また、免
震層の偏⼼率が3.0％以下になるように計画する。 

 
3)  基礎の設計 

   ⼤地震時後に補修や交換を必要としないよう、基礎はレベル2 地震動に対して短期許容応⼒度以下とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑱  免震装置のクライテリア 

・ 本建物の免震材料は、⾼減衰ゴム系積層ゴム⽀承、天然ゴム系積層ゴムを⽤いる。⻑期及び各レベルの地震時にお
ける免震材料のクライテリアを以下に⽰す。 

 
表 免震材料クライテリア 

 ⻑期 レベル１ レベル２ 

上部構造 
応 ⼒ 

⻑期許容応⼒度 
以内 短期許容応⼒度以内 

層間変形⾓ − 1/400 以内 1/200 以内 

免震層 

せん断変形 
（せん断歪み） 

− 
20.0 ㎝ 以内 

（100 ％ 以内） 
45.0 ㎝ 以内 

（225 ％ 以内） 

⾯圧(圧縮側) 
基準⾯圧 

以内 
基準⾯圧×2 以内、 

かつ圧縮限界強度以内 

⾯圧(引張側) − 引張り⼒を⽣じない 引張り⼒を⽣じない 

基礎構造 
⽀持⼒ ⻑期許容⽀持⼒以内 短期許容⽀持⼒以内 

応⼒ ⻑期許容応⼒度以内 短期許容応⼒度以内 
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（３）基本構造計算結果 
 

⑲  基本事項及び静的弾性解析 
1)  積載荷重 

   建築基準法や建築構造設計基準及び同解説（国⼟交通省）等により、建物の⽤途に合わせた荷重条件の設定を⾏う。 

NO. 用途 床・小梁 架構 地震

1 居住室、病室、寝室 1800 1300 600

2 事務室、研究室 2900 1800 800

3 教  室 2300 2100 1100

4 百貨店、店舗の売り場 2900 2400 1300

5 集会室（固定席） 2900 2600 1600

6 集会室（その他） 3500 3200 2100

7 車庫、自動車通路 5400 3900 2000

8 非歩行屋根 900 650 300

9 倉  庫 3900 2900 2000

10 書  庫 5400 4400 3900

11 屋上・バルコニー 1800 1300 600

12 機械室・電算室 4900 2400 1300

13 事務室・会議室 2900 1800 800

14 廊下・ホール・トイレ 3500 3200 2100

15 議場 3500 3200 2100

16 一般書庫・倉庫 7800 6900 4900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2)  床荷重表 

   代表的な床荷重を下記に⽰す。 
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3)  地震⼒ 

   上記の床荷重等や予備応答解析より地震⼒（レベル2）の設定を⾏った結果を下記に⽰す。 
 

表 各階地震⽤重量および地震⼒ 

Qi1 Pi1 Qi2 Pi2
mm kN kN kN kN kN kN

RFL(4F) 一般 4000 17451.1 17451.1 0.208 1.879 0.360* 6282.4 6282.4 1.874 32719.2 32719.2
4FL(3F) 一般 4000 18585.3 36036.4 0.43 1.486 0.280* 10090.2 3807.8 1.482 53430.7 20711.5
3FL(2F) 一般 4000 16726.5 52762.9 0.629 1.281 0.230* 12135.5 2045.3 1.277 67419.3 13988.7

2FL(M2F) 一般 2600 24760.8 77523.7 0.924 1.053 0.180* 13954.3 1818.8 1.05 81410.2 13991
M2FL(1F) 一般 2400 6454.1 83977.7 1 1 0.170* 14276.2 322 0.998 83826.1 2415.9

保有耐力用

Ci2Ci1

1次設計用
αi層(階)

階高 wi Σwi
Ai

 
 

4)  ⻑期軸⼒図 
   上部構造の⻑期軸⼒図を下記に⽰す。 
 

 
図 Y1 通り軸⼒図（⻑期） 

 

 
図 Y2 通り軸⼒図（⻑期） 

 
 

 
 
 

 
図 X4 通り軸⼒図（⻑期） 

 

 
図 X7 通り軸⼒図（⻑期） 
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5)  偏⼼率・剛性率 

   偏⼼率・剛性率の検討結果を下記に⽰す。 
 

a） 剛性率 
表 剛性率⼀覧 

 

 
b） 偏⼼率 

表 偏⼼率⼀覧 
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6)  応⼒図 

   上部構造応⼒図を下記に⽰す。 
 

 
図 Y1 通り応⼒図（⻑期） 

 
 
 

 
図 Y2 通り応⼒図（⻑期） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 X4 通り応⼒図（⻑期） 

 

 
図 X7 通り応⼒図（⻑期） 
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図 Y1 通り応⼒図（短期） 

 
 
 

 
図 Y2 通り応⼒図（短期） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 X4 通り応⼒図（短期） 

 

 
図 X7 通り応⼒図（短期） 
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⑳  静的⽴体弾塑性解析 

1)  解析⽬的 
   時刻歴応答解析に⽤いる復元⼒特性を設定するため、各層の層せん断⼒と層間変形⾓関係（Q−δ曲線）を得る。 
 

2)  解析諸元 
a. 免震層より上部構造の⽴体解析モデルを作成し、各階床を剛床と仮定する。 
b. 外⼒分布は、予備振動解析により設定した設計⽤地震⼒を⽤いる。 
c. 各層の地震⼒は重⼼位置に作⽤させる。 
d. 各部材に配慮する変形要素は下表による。 
 
部材 曲げ変形 せん断変形 軸⽅向変形 
柱 ○ ○ ○ 
梁 ○ ○ × 

柱梁接合部 × ○ ○ ※ 
耐震壁 ○ ○ ○ 

※柱梁接合部は剛域考慮する。 
 
e. 部材のせん断剛性は弾性とする。 
f. 最下階梁は線材要素として剛性評価し、各節点免震装置の鉛直剛性を考慮した。 
g. 解析プログラムは、静的⽴体弾塑性解析プログラム「Super Build/SS7（ユニオンシステム㈱）」を使⽤す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3)  荷重増分解析結果 

   荷重増分解析結果により得られたQ−δ曲線図を下記に⽰す。 
 

 
図 X ⽅向Q−δ曲線 

 

 
図 Y ⽅向Q−δ曲線 
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21  時刻歴応答解析による検討 

 
1)  解析概要 

   時刻歴応答解析の⽅針を下記に⽰す。 
  
  ・ 振動系モデルは等価せん断型モデルとする。 
  ・ 上部構造は荷重増分解析の結果より弾性とする。 
  ・ 解析⼿法は、直接積分法とし解析⽅向は、X，Y の2 ⽅向とする。 
  ・ 解析は質点系振動解析プログラム「RESP-M/Ⅱ」（㈱構造計画研究所）を使⽤する。 
  ・ 応答解析は直接積分法による弾塑性解析とする。[数値積分：ニューマークβ法（β＝1/4）] 

・ 内部粘性減衰は、上部構造：h = 0.01 とした。 内部粘性減衰は剛性⽐例型減衰とし、1 次固有周期に対して、下
式にて算出する。 

 
   [C] = ２・ｈ１/ω1・[K] 
 ここで、 [C] = 減衰マトリクス 
        [K] = 剛性マトリクス 
         ω1 = 1 次固有円振動数 
          ｈ1 = 0.01(上部構造) 
 

 
図 振動解析モデル 

 
 
 
 
 
 

 
2)  解析モデル 

   時刻歴応答解析に⽤いる諸元を⽰す。 
 

表 解析諸元 

階高 重量 Wi
(cm) (kN) X方向 Y方向

4階 400 17451 5811 5000
3階 400 18585 7759 6758
2階 400 16727 8596 6833

M2階 260 24761 16030 10870
1階 240 6454 18220 15060

免震層 20 25073

初期剛性K(kN/cm)

-  

 

R 階

4 階 

3 階

2 階 

1 階 

免震層 
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3)  応答解析結果 

 
a） 固有値解析 

表 固有周期⼀覧表 

解析ケース 次数 
固有周期 

せん断歪 
X ⽅向 Y ⽅向 

免震層固定モデル 
1 
2 
3 

0.860 
0.335 
0.224 

0.969 
0.370 
0.247 

− 

全層モデル 
（20cm 変位時） 

1 
2 
3 

3.596 
0.543 
0.282 

3.616 
0.598 
0.315 

レベル1 相当 
(γ=100%) 

全層モデル 
（45cm 変位時） 

1 
2 
3 

4.040 
0.544 
0.282 

4.058 
0.600 
0.315 

レベル2 相当 
(γ=225%) 

 
 

T 1= 0.860SEC F 1= 1.163HZ BETA 1= 1.327
T 2= 0.335 F 2= 2.985 BETA 2=-0.458
T 3= 0.224 F 3= 4.458 BETA 3=-0.213

0-1.0-2.0 1.0 2.0

    5
FL

  

T 1= 0.969SEC F 1= 1.032HZ BETA 1= 1.311
T 2= 0.370 F 2= 2.700 BETA 2=-0.434
T 3= 0.247 F 3= 4.051 BETA 3=-0.185

0-1.0-2.0 1.0 2.0

    5
FL

 
X ⽅向                   Y ⽅向 

免震層固定モデル 
 
 
 

 
T 1= 3.596SEC F 1= 0.278HZ BETA 1= 1.036
T 2= 0.543 F 2= 1.842 BETA 2=-0.042
T 3= 0.282 F 3= 3.551 BETA 3=-0.009

0-1.0-2.0 1.0 2.0

    5

FL

    

T 1= 3.616SEC F 1= 0.277HZ BETA 1= 1.044
T 2= 0.598 F 2= 1.673 BETA 2=-0.052
T 3= 0.315 F 3= 3.179 BETA 3=-0.011

0-1.0-2.0 1.0 2.0

    5

FL

 
X ⽅向                   Y ⽅向 

全層モデル(20cm 変位時) 
 

T 1= 4.040SEC F 1= 0.248HZ BETA 1= 1.028
T 2= 0.544 F 2= 1.837 BETA 2=-0.034
T 3= 0.282 F 3= 3.548 BETA 3=-0.007

0-1.0-2.0 1.0 2.0

    5

FL

  

T 1= 4.058SEC F 1= 0.246HZ BETA 1= 1.035
T 2= 0.600 F 2= 1.666 BETA 2=-0.041
T 3= 0.315 F 3= 3.176 BETA 3=-0.009

0-1.0-2.0 1.0 2.0

    5

FL

 
X ⽅向                   Y ⽅向 

全層モデル(45cm 変位時) 
 
 



下妻市庁舎等建設基本設計報告書 

    60 

 
b） 極めて稀に発⽣するレベルにおける応答結果 
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4)  免震装置の⻑期⾯圧 

長期軸力(NL)[kN]
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y4 2295 3453 3843 3780 3960 4101 3510 2393 1199
Y3 2752 4020 4577 4465 4644 4580 4036 3309 1594
Y2 2641 4046 4106 4059 3908 4644 4460 3436 1637
Y1 2045 3095 3677 3162 3111 3342 3306 2408 1212

長期面圧[N/mm2]
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y4 4.0 6.9 7.7 7.5 7.9 8.2 7.0 5.4 2.7
Y3 4.9 7.1 8.1 7.9 8.2 8.1 7.1 6.6 3.6
Y2 4.7 7.1 7.2 7.2 6.9 8.2 7.9 6.9 3.7
Y1 3.6 6.2 7.3 6.3 6.2 6.7 6.6 5.5 2.7

基準面圧[N/mm2]
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y4 10.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 7.0 7.0

Y3 10.4 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.0 7.0
Y2 10.4 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.0 7.0
Y1 10.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 7.0 7.0

長期面圧/基準面圧
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y4 0.39 0.73 0.81 0.80 0.84 0.87 0.74 0.77 0.39
Y3 0.47 0.81 0.93 0.90 0.94 0.93 0.82 0.83 0.52
Y2 0.45 0.82 0.83 0.82 0.79 0.94 0.90 0.86 0.53
Y1 0.35 0.66 0.78 0.67 0.66 0.71 0.70 0.78 0.39  

 
 

5)  免震層の偏⼼率 
 

表5.5.1 免震層における偏⼼距離、偏⼼率 

 
レベル1 相当 
変形時(20cm) 

レベル2 相当 
変形時(45cm) 

偏⼼距離 
（偏⼼率） 

Ｘ 74.54cm(1.79%) 82.62cm(1.86%) 
Ｙ 48.17cm(2.77%) 48.17cm(3.19%) 
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4-3 構造仕様概要 

（１）主要架構形式及び断⾯ 
主要な架構形式及び形状を⽰す。 
 

①  架構形式、構造種別 
     地上階  鉄⾻造 
     基礎  鉄筋コンクリート造 
 

②  主要部材の断⾯ 
  

鉄⾻部材 
     柱  □-550×550×32 (BCP325) 
   □-500×500×32 (BCP325) 
 
     ⼤梁  H-800×300×16×28 (SN490B) 
   H-800×300×16×36 (SN490B) 
   BH-1200×300×22×36 (SN490B) 
 
     ⼩梁  H-500×200×10×16 (SN400A)等 
   H-400×200×8×13 (SN400A)等 
 

RC 部材 
   基礎梁  900×2000 
 
   基礎⼩梁 500×2000 
 
   ⼩梁  350×800 
 

③  各材料の仕様 
 
    コンクリート Fc24〜Fc36 
     
    鉄筋  D10〜D16 SD295A 
   D19〜D25 SD345 
   D29〜D41 SD390 
 
    鉄⾻  柱   BCP325 
   ⼤梁 SN490B 
   ⼩梁 SN400A 

 
④  スラブの仕様 

     耐圧版  t=400 鉄筋コンクリートスラブ 
     免震層床 t=200 鉄筋コンクリートスラブ 
     1 階床  t=200 フラットデッキスラブ 
     2〜R 階床 t=175 QL デッキスラブ 
 

⑤  擁壁の仕様 
     外周擁壁 t=350 鉄筋コンクリート 
 

⑥  免震材料 
     ⾼減衰ゴム系積層ゴム⽀承 (MVBR-0510/0519) 
     天然ゴム系積層ゴム⽀承 (MVBR-0405) 
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（２）材料強度 
 

①  コンクリート 
使⽤するコンクリートの設計基準強度を下表に⽰す。 

 

種類 設計基準強度 (N/mm2) 主な使⽤場所 

普通コンクリート 

18 捨てコン、押えコン 

21 ⼟間コン 

24 地上階床 

36 基礎、基礎梁 

 
②  鉄筋 

       使⽤する鉄筋の基準強度を下表に⽰す。 
 

種類 F 値 (N/mm2) 主な使⽤場所 

SD295A 295 あばら筋、腹筋 

SD345 345 基礎⼩梁主筋 

SD390 390 基礎梁主筋 

 
③  鉄⾻ 

       使⽤する鉄⾻の基準強度を下表に⽰す。 
 

種類 F 値 (N/mm2) 主な使⽤場所 

SS400 235 雑鉄⾻ 

SN400A,SN400B 235 鉄⾻⼩梁 

SN490B 325 鉄⾻⼤梁,鉄⾻⼩梁 

SN490C 325 ダイヤフラム 

BCP325 325 鉄⾻柱 
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④  免震装置 

1)  ⾼減衰ゴム系積層ゴム⽀承 
  使⽤を想定している⾼減衰ゴム系積層ゴム⽀承の諸元を下表に⽰す。 
 

HH075X4S HH080X4S HH085X4S
ゴム外径 mm 750 800 850
ゴム内径 mm 15 20 20

有効断面積 ×10
2
mm

2 4416 5023 5671

ゴム一層厚 mm 5.0 5.4 5.7
ゴム層数 - 40 37 35
ゴム総厚 200.0 200.0 200.0
1次形状係数 - 36.8 36.1 36.4
2次形状係数 - 3.75 4.00 4.26
フランジ外径 mm 1100 1150 1200
フランジ厚さ(端部/中央 ) mm 22/28 24/32 24/32
ボルト穴PCD mm 950 1000 1050
ボルト穴径×数 mm φ33×12 φ33×12 φ33×12
想定ボルトサイズ - M30 M30 M30
内部鋼板厚さ mm 3.10 4.40 4.4
製品総高さ mm 376.9 422.2 413.1

鉛直剛性 ×10
3
kN/m 2660 3030 3420

基準面圧 N/mm
2 7.0 9.4 10.4

長期軸力 kN 3090 4710 5880

水平剛性 ×10
3
kN/m 0.866 0.986 1.11

引張限界強度(γ=100%時) N/mm
2 1.0 1.0 1.0  

 

図 ⾼減衰ゴム系積層ゴム⽀承 姿図 
 
 
 
 
 
 

 
 

2)  天然ゴム系積層ゴム⽀承 
  使⽤を想定している⾼減衰ゴム系積層ゴム⽀承の諸元を下表に⽰す。 
 

R30-800×6.0×33 R30-850×6.4×31
ゴム外径 mm 800 850
ゴム内径 mm 40 20

有効断面積 ×10
2
mm

2 5014 5671

ゴム一層厚 mm 6.0 6.4
ゴム層数 - 33 31
ゴム総厚 198.0 198.4
1次形状係数 - 31.7 32.4
2次形状係数 - 4.00 4.30
フランジ外径 mm 1100 1150
フランジ厚さ mm 28 32
ボルト穴PCD mm 980 1030
ボルト穴径×数 mm φ36×12 φ36×12
想定ボルトサイズ - M33 M33
内部鋼板厚さ mm 4.5 4.5
製品総高さ mm 432.0 443.4

鉛直剛性 ×10
3
kN/m 2020 2330

基準面圧 N/mm
2 8.0 8.7

長期軸力 kN 4010 4930

水平剛性 ×10
3
kN/m 0.75 0.84

引張限界強度(γ=100%時) N/mm
2 1.0 1.0  

 

 

 

本体ゴム 

中間鋼板 

連結鋼板 
フランジ 

保護ゴム 

 

図 天然ゴム系積層ゴム⽀承 姿図 
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4-4 略構造図 

 

 
基礎伏図 

 

 
杭伏図 

 
 

 
1 階床伏図 

 

 
免震層伏図 
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3 階床伏図 

 

 
2 階床伏図 

 

 
R 階床伏図 

 

 
4 階床伏図 



下妻市庁舎等建設基本設計報告書 

    68 

 

 
Y2 通り 軸組図 

 
 

 
Y1 通り 軸組図 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
X4 通り 軸組図 

 
 

 
X7 通り 軸組図 
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５.  電気設備計画 
5-1 電気設備計画基本⽅針 

 庁舎としての機能性⼗分な省エネルギーシステム、災害時も対策業務等が⾏える信頼性および快適性を重視した設備計画
を⾏います。市⺠が利⽤しやすく親しみを持てるものとするために下記の内容を基本⽅針とします。 

 
（１）省エネルギー（⼀次エネルギー50％削減） 
 ・太陽光発電システムや⾵⼒発電を導⼊し、再⽣可能エネルギーの有効利⽤を⽬指します。 

・全ての照明器具はLEDを採⽤し、各種センサーとの組合せで省エネルギー性向上を図ります。  
 
（２）信頼性の向上 
 ・防災拠点施設として、⽕災及び地震、その他の災害時も庁舎機能を維持し、停電及び機器故障に対して迅速かつ確実に

対応できる設備を計画します。 
・災害時に拠点となる各諸室や主動線通路の照明や空調設備は、⾮常⽤発電機対応とすることで災害対策業務に⽀障がな

い計画とします。 
・電⼒会社からの電⼒引込みは本線と予備電源線の２回線受電し、１変電所の事故等発⽣時でも、もう１⽅の変電所から

給電可能な無停電施設の計画を検討します。 
・主たる電源設備を屋上に設置することで、浸⽔による電源喪失を防⽌する計画とします。 

 
（３）快適性の向上 

・省エネルギーや省資源化を図るだけでなく、適度な照度の提供が出来る照明計画や、市⺠への良好な対応を可能とし執
務の利便性を向上出来る弱電系の計画、各種制御や計測を通じ効率的な設備機器類の運転を可能にするなど、快適性を
追求した庁舎計画を⾏います。 

 
（４）遵守法規制等 

・設備計画に当たり、下記法規、図書等を遵守するものとします。 
  建築基準法及び関連法規 

   消防法及び関連法規 
   建築設備設計基準 平成30年版（国⼟交通⼤⾂官房官庁営繕部監修） 
   公共建築設備⼯事標準仕様書及び同標準図 平成28年版（国⼟交通省監修） 等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5-2 電気設備計画・設計概要 

（１）⾼圧引込設備 
 ・敷地南側既設東京電⼒柱より、敷地内の建柱の構内柱まで架空にて⾼圧電⼒を引込み、以降ハンドホール経由の上、 

地中埋設配管により庁舎屋上に設置の屋外キュービクルまでの配管及び配線を⾏います。 
 

①受電電圧・⽅式 ： ３相３線６,６００Ｖ ５０Ｈｚ 2回線受電（本線、予備電源線）  
 

②区分開閉器   ： ⾼圧式交流負荷開閉器 
             （ＰＡＳ，７．２ｋＶ ＳＯＧ 機構付） 
 

③構内柱     ： コンクリートポール １２ｍ−１９ｃｍ−５００ｋｇ 
 

④引込ケーブル  ： ６ｋＶ ＥＭ−ＣＥＴケーブル 
 

⑤埋設深さ    ： ＧＬ−１２００以上（⾞両横断部）、ＧＬ−６００（⼀般部分） 
 
 
（２）受変電設備 
 ・庁舎屋上に屋外型キュービクルを設置し、庁舎内必要ヶ所へ給電を⾏います。 
 

①契約種別    ： 業務⽤電⼒ 
②想定契約電⼒  ： 約３００〜４００kW 
③形式      ： 屋外形 
④設備⽅式    ： 閉鎖型受配電盤 
⑤主要機器 
・主遮断器    ： ＶＣＢ （真空遮断器） 

  ・⾼圧負荷開閉器 ： ＬＢＳ （⾼圧交流負荷開閉器） 
             ストライカー機構、バリヤー付 
  ・変圧器     ： 油⼊型変圧器 
  ・コンデンサー  ： 乾式 
  ・低圧遮断器   ： ＭＣＣＢ（配線⽤遮断器） 

⑥主遮断器制御⽅式： ⼿動バネ操作 
⑦⼒率改善    ： ⾃動⼒率制御器（AFPC）による⾼圧コンデンサーの投⼊制御を⾏います。 

             ⾼調波対策として直列リアクトルのリアクタンスをコンデンサー容量の６％とします。 
⑧設置場所    ： 屋上キュービクル置場 
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（３）⾃家発電設備 
 ・消防法、建築基準法による⾮常電源として、また地震その他の災害時に各活動を⽀援する防災拠点としての機能が⼗分

発揮出来る為の保安⽤電源として、必要な負荷へ⾮常⽤⾃家発電機にて給電を⾏います。 
・商⽤電源は本線予備電源線の⼆重化としていますが、更なる安⼼の為の電⼒多重化として⾮常⽤発電機を設置します。 
・⾮常⽤発電設備は、浸⽔被害対策として屋上に設置するとともに、サービスタンク（950L）を設置することで 
 浸⽔時においても⼀定時間の燃料を確保する計画とします。 

 
［⾮常⽤発電機仕様］ 

①発電機概要 
型式          ： ディーゼルエンジン駆動型 
電気⽅式      ：  3 相 3 線 210V  50Hz 
容量          ： 300 kVA  

 
②原動機 

ディーゼルエンジン 
定格出⼒      ： 267kW以上冷却⽅式    … ラジエータ式 
始動⽅式      ： 電気式（蓄電池） 
使⽤燃料       :  軽油 
主燃料タンク  ：  地下埋設オイルタンク … 5,000 ㍑ 
サービスタンク：  屋上油庫  … 950㍑ 
騒⾳対策       :  超低騒⾳型屋外仕様キュービクル型 (75dB  対応） 
運転時間       :  連続⻑時間運転型（ 72時間対応） 

 
③⾃動復電制御 

商⽤電源復電時に⾃動的に商⽤側に切り替わり、発電機を⼀定時間アイドリング運転後⾃動的に停⽌させます。 
 

④発電機負荷 
発電機対象負荷は右記の設備容量を⽬安とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

負荷の⽤途 負荷の種類 負荷の内容 
⼤地震動後に災害応急対策活
動を⾏うのに必要な負荷 

照明 活動拠点室及び活動⽀援室：全灯数 
活動通路 ：全灯数の1/2 

⼀般事務室：全灯数の１スパン１〜2灯 
⼀般諸室 ：全灯数の1/ 2~ 1/ 3  
⼀般廊下 ：全灯数の1/ 2~ 1/ 3 
階 段 ： 全 灯 数 

通信、連絡⽤機器 通信、連絡⽤機器など活動拠点業務に必要な
もの      
 
電話、放送機器等 
テレビ共聴⽤（受像機⽤を含む） 

情報処理装置 業務の継続に必要なもの（サーバー室、 
防災無線室は全て） 

空調関連機器 活動拠点室及び活動⽀援室のうち必要なもの 

湯沸室、機械室の給気・排気ファンの全数 
 

給⽔・排⽔ポンプ 全数 
コンセント 業務の継続に必要なもの ※６.(４)参照 
エレベーター 1 台 
監視制御装置 中央処理装置、伝送端末局等必要なもの 

(UPS含む） 
防災⽤負荷 消⽕ポンプ 全数（⽕災時のみ運転） 

⾃動⽕災報知設備 
⾮常放送装置 

全数（防排煙連動制御装置、シャッター 
等防災機器を含む） 

発電機運転に必要な負荷 発電機⽤補機 全数（燃料移送ポンプを含む） 
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（４）幹線設備 
 ・受変電キュービクルより庁舎内へ配管配線による幹線敷設を⾏い、動⼒制御盤、電灯分電盤への電⼒供給を⾏います。 

・庁舎内の幹線施⼯⽅法は、動⼒幹線、電灯幹線共将来の負荷変更や施⼯性・経済性（コスト）を考慮し、ケーブルラッ
ク⽅式とします。 

・⾮常電源や、⾃家発回路が必要とされる動⼒負荷は、⼀般負荷とは異なる幹線により供給します。 
・商⽤電⼒や発電機による電源供給の他、庁舎外壁部分に電源⾞接続⽤コネクタを設け、屋上設置の受変電設備経由で庁

舎に電⼒供給が⾏える計画とします。 
 
 

①配電⽅式 
負荷名称 電気⽅式 
電灯・コンセント幹線 単相3線式            ： 210/105V 
動⼒幹線 三相3線式            ： 210V 
保安⽤幹線 単相3線式            ： 210/105V 
⾮常⽤幹線 三相3線式            ： 210V 
⾮常⽤分岐 直流2線式 単相2線式 ： 100V 

 
②配線⽅式 

施⼯場所 敷設⽅式 
電気室・機械室 ケーブルラック配線 
E P S シャフト内 ケーブルラック配線 
点検できる天井隠ぺい ケーブルラック配線 
屋外 地中埋設配管・配線 

 
③配線種別（エコ電線、エコケーブルの採⽤） 

負荷名称 配   線 
電灯・コンセント 600V 耐熱性PE 絶縁電線 (EM-IE) 

600V 絶縁耐熱性PE シースケーブル (EM - EEF) 
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐熱性PEシースケーブル 
(EM-CE,EM-CE T) 

 
動⼒ 

防災負荷 600V 耐⽕ケーブル(EM-FPC) 
⾮常照明 600V 耐⽕ケーブル(EM-FPC) 
屋外負荷 600V架橋ポリエチレン絶縁耐熱性PEシースケーブル 

(EM-CE,EM-CET) 
 
 
 
 
 

（５）動⼒設備 
  ①設備計画 

・空調、衛⽣及びその他動⼒機器への電⼒供給のために、動⼒制御盤以降は各負荷に⾄る配管・配線並びに制御線の敷
設を⾏います。 
なお、ポンプ等の故障警報、各種⽔槽の満減⽔警報等は警報盤に表⽰します 

 
②供給電圧及び始動⽅法 

  ・電動機への供給電圧は、特に要求のない場合は原則として三相三線210V とします。 
  ・電動機の始動⽅法は原則として下記の仕様とします。 

□⼀般動⼒電動機 11kW 未満直⼊始動 
□⼀般動⼒電動機 11kW 以上始動装置による始動( Y ̶ △⽅式） 

 
③電動機の保護⽅式 
・電動機の短絡保護は原則として配線⽤遮断器⼜は漏電遮断器とします。 
・電動機の過負荷の保護は、原則として熱動形過負荷単相運転防⽌継電器（２E）とします。但し、⽔中ポンプ等の場

合は過負荷単相逆相運転防⽌継電器（３E）とします。 
・電動機を⽔気、湿気のある場所、屋外で⼈の触る恐れのある場所に設置する場合は、漏電遮断器を設置します。    

 
④動⼒設備の運転⽅式及び操作 

  ・衛⽣動⼒の電動機への発停は⽔位継電器による⾃動運転とし、必要に応じて⾃動交互同時運転とします。 
  ・熱源機器は、原則として電源送りとします。 
 

⑤配線⽅式 
  ・エコ電線＋電線管、⼜はエコケーブル＋電線管 
 

⑥盤型式 
・鋼板製⾃⽴型⼜は壁掛け型 

 
⑦警報盤 
・各建築設備の機器の故障や警報等を中央監視装置に移報し、監視を⾏います。 
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（６）電灯・コンセント設備 
  ①照明器具形式 

・執務室      ： 建築意匠に合わせ、LED器具を採⽤します。 
・⾼天井部分  ： ⾼天井⽤LED照明器具を採⽤します。 
・便所        ： LEDダウンライトを採⽤します。 

 
②照度基準 
・JIS及び国⼟交通省の設計基準に準拠します。 
・省エネルギー対応として、⼀部諸室は設計照度の低減を⾏います。（諸元表参照） 

 
③省エネルギー対策 
・環境への配慮対策として照明器具はLED器具を採⽤します。 
・執務室エリアは原則として初期照度補正や昼光センサーを併⽤し、省エネルギー化を図ります。 
・階段室踊り場は⼈感センサーにより在不在を感知し、調光による省エネルギー化を図ります。 
・便所は、⼈感センサーによるON/ OFF 制御を⾏い、消し忘れ防⽌を図ります。 
・外灯計画において、既存ソーラー発電型外灯の劣化具合を確認し使⽤可能なものは新庁舎外構に移設し再利⽤します。 

 
④防災拠点としての照明・コンセント 
・庁舎は災害時の防災拠点としての役⽬上、⾃家発回路に接続する照明器具は業務上必要な最⼩限のものとします。 
・防災拠点上照度を確保する必要のある部屋については、必要照度を⼗分確保します。 
・⾃家発回路に接続する電灯・コンセント・その他負荷は、下記内容とします。 

□災害時の活動拠点となる部屋               ：  100% 
□職員が常時使⽤する部屋                   ：  1／3 
□廊下及び機械室の点検を必要とする部屋     ：  1／3 

 
⑤コンセント設備 
・コンセントは扉や間仕切等を考慮し、合理的な配置とします。 
・重要機器や⼤容量機器類は、専⽤コンセントとします。 
・各階OA フロア室のコンセントはジョイントボックス⽅式とします。 
・⾮常回路コンセントのプレートは⾊違いとして視認性を⾼めます。 

 
⑥誘導灯 
・消防法に基づき、最終避難⼝及び各階主要な避難⼝に誘導灯を設置します。⼜、通路部分は通路誘導灯を設け、 

⾒通しの悪い居室についても⼀般型誘導灯の設置を⾏います。 
□避難⼝ ：  LED 型避難⼝誘導灯 
□通路   ：  LED 型通路誘導灯 

 
⑦⾮常⽤照明器具 
・建築基準法に基づき、⾮常⽤照明器具を設置します。 
・器具形式は、電池内蔵型⾮常⽤照明器具とします。 

（７）構内交換設備 
  ・敷地南側道路のNTT 柱より構内柱まで架空にて引込み、以降、地中埋設配管にて庁舎ピット内までの引込路の構築

を⾏います。 
・引込路はNTT含め複数のプロバイダーを対応可能とする為、複数の管路を庁舎まで⽤意します。 
・建物内はラック上敷設とし、 MDFキャビネットまでの局線⽤引込ルートの確保を⾏います。 
・交換機以降各階EPS 内の端⼦盤までの配線はラック上とし、端⼦盤以降端末までは配管とします。 
・建物引き込み部分は、免震化に伴い、可とう電線管⼜は、ケーブルラックによる引込経路の確保を⾏います。 
・電話交換は現況の⼈的対応によるシステムから、将来、ダイヤルイン機能を備えたIP電話システムに変換可能な様、

管路やスペースを検討します。 
・電話交換機など重要機器は⼗分に耐震性を持たせ固定を⾏います。 
・電話機は、設置場所に応じ選定を⾏い停電時の使⽤が必要な箇所には停電対応可能な電話機を配置します。 

 
 
 
 
 
 
（８）情報⽤配管配線設備 
 ・建物内はケーブルラックの敷設を⾏い、各諸室までの引込ルートの確保を⾏います。 

・建物引き込み部分は、基礎免震化に伴い、可とう電線管⼜は、ケーブルラックによる引込経路の確保を⾏います。 
・サーバー室以降各階EPS (LAN ⽤）要所の端⼦盤までの配線はラック上とし、端⼦盤以降端末までは配管とします。 

 
 
 
 
 

・LAN配線の幹線部分は、⼤容量通信に対応可能なCAT6A以上のケーブルを採⽤します。 
・既存庁舎のサーバー及び関連設備の移設、更新は別途⼯事とし、移設、更新に必要な⽀援等の対応を⾏います。 
・庁舎運⽤に必要な窓⼝業務システム、証明書発⾏システム、市⺠情報管理システムなど、各種システムの最新動向を調

査し、本庁舎導⼊を⾏います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
管種 

屋外引込管路 (FEP5O) x３, (FEP80) x１ 
屋内 幹線（ラック上） 
分岐 (PF22) x１ 
M D F 鋼板製( 50P) 壁掛け型 

 
管種 

屋外引込管路 (FEP50) x２ 
屋内 幹線（ラック上） 
分岐 (PF22) x１ 
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（９）拡声設備 
 ・多くの市⺠利⽤を考慮し、⾮常放送を搭載した⾮常･業務兼⽤放送装置架を設置し、庁舎利⽤者の利便性向上と共に、

緊急時の避難誘導などを⾏い来庁者や職員等の安全を確保します。 
・放送系統は業務エリアと共⽤エリアに区分します。 

 
①⾮常放送設備 
・形 式          ： ラック型 
・出 ⼒          ： 240W 
・スピーカー回線 ： 30  回線 

 
②スピーカー 
・執務室 ： １W  16cm  丸型天井埋込型⾦属枠ネット付 
・共⽤部 ： １W  16cm  丸型天井埋込型⾦属枠ネット付L 級ATT 付 
・階段室 ： ３W 壁掛型⽚⾯樹脂製L 級 
・設備室 ： ３W 壁掛型⽚⾯樹脂製L 級 

 
 
（10）電波時計設備 
 ・庁舎内の時刻管理を⼀元的に⾏うため電波時計設備を設置し、時刻管理を⾏います。 
 ・屋上に設置したアンテナにて⽇本標準時刻を受信し、無線信号に変え各階設置の電波時計にて受信させ、各時計を⽇本

標準時刻に合わせます。 
 

□主要機器 
・⻑波受信器（屋上設置アンテナ） 
・電波中継器（各階設置） 
・壁掛け電波時計（アナログ電池式及びアナログソーラー式） 

 
 
（11）監視カメラ設備 
 ・防犯監視のための監視カメラを適所に設置し、３階財政課及び１階警備員室で監視を⾏います。 
 ・撮影画像は、記録装置（ハードディスク）を設け⼀定期間（１週間分）の画像を保管します。 
 ・カメラシステムは、将来的な増設等を容易に⾏える、ネットワークカメラ⽅式を採⽤します。 
 

□主要機器 
・監視カメラ本体（屋内：ドーム型、屋外：箱型） 
・監視カメラ架（監視⽤モニタ・ネットワークレコーダー） 
・HUB（PoE電源給電対応） 

 
 
 

（12）テレビ共同受信設備 
 ・屋上にUHF、BS、CSの各アンテナを設置します。 

・CATVは別途引込み可能な様に空配管対応を⾏います。 
・EPS に設置のTV機器収納盤から増幅器を経て、各末端受⼝に⾄る配管配線、機器取付、及び調整を⾏います。 

 
①受信⽅式 
・地上波デジタル／BS／CS 
・CATV（将来対応） 

 
    ②主要機器 
  ・BL規格適合品 
 
 
（13）⾃動⽕災報知設備 
 ・庁舎内の⽕災を警戒監視するために、複合防災盤を設置し、適確な判断のもとに初期消⽕活動、並びに避難誘⾏える様

にします。また、関連設備機器については、⾃動的に連動制御を⾏う計画とします。 
 

①⾃⽕報設備 
□⾃⽕報受信機   
・設置場所 ： ３階財政課（１階警備員室に副受信機設置） 
・形式    ：  P 型1 級  ⾃動試験機能 
・回線数   ： 55  回線 
□総合盤 
・発信器、表⽰灯は、屋内消⽕栓箱に組込み型とします。 
□感知器 
・差動式スポット型： 2 種 
・定温式スポット型： 特種 
・光電式スポット型： 2 種 

 
②防⽕設備 
・⽕災発⽣時、安全に避難できる経路の確保や消防活動を促すため、建築基準法に基づく防⽕区画の開⼝部に設置され

た防⽕⼾、防⽕シャッター等の感知器で連動閉鎖する防⽕設備を設けます。 
□防排煙連動制御盤 

  ・形式   ： P 型1 級⾃⽕報知受信機との複合型とします。 
・回線数 ： 15  回線 
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（14）誘導⽀援・呼出し設備 
①便所等呼出し設備 
・多⽬的便所及び授乳室等での⾮常時の呼出しに応じられる様、呼出し押釦等の設置と表⽰装置の設置を⾏います。 

 
□表⽰装置⼦機         ： 6L（予備1L）＋4L（予備1L） 
□⼦ 機                ： 各階多⽬的便所、1階授乳室 ＋ １階相談室1-1〜4 
□表⽰親機設置場所     ： 多⽬的便所及び授乳室系統→３階財政課  １階相談室1-1〜4系統→１階福祉課 
□⼦機設置場所         ： 各階多⽬的便所、授乳室、相談室1-1〜4 

 
②インターホン設備 
・庁舎1階⾵除室並び夜間出⼊⼝にモニター付インターホンの設置を⾏います。 

□インターホン親機設置場所 ： 1 階警備員室 
 
  ③その他、１階エントランスホールに視覚障害者⾳声誘導設備、各階多⽬的便所に⾳声案内設備、４階議場傍聴席に難

聴者補助誘導設備を設置します。 
 
 
（15）機械警備⽤配管設備 

・建物内へ侵⼊しようとする者を阻⽌または排除すると共に、侵⼊者を早期発⾒して重要書類や機器類の盗難を防⽌する
ことを主⽬的とし、機械警備⽤配管の敷設を⾏います。 

 
 
（16）太陽光発電設備 

・年間１次消費エネルギーの２５％以上を⽬指して、太陽光発電パネルを庁舎屋上に約50kW相当の設置を検討します。 
 
 
（17）映像⾳響設備 

・研修会及び会議、講演等に必要な映像・⾳響設備の設置を⾏います。 
・設備は出来る限り操作の簡易なものとし、⼀般職員が容易に操作出来る設備とします。 
 □設置場所 ： 会議室、庁議室、災害対策室 

 
 
（18）雷保護設備 

・建物⾼さが２０ｍ超のため、建築基準法に必要な雷保護設備を設置します。 
・防災拠点施設としての機能を発揮する為にも、⼗分な雷保護を⾏います。 
 □規格：ＪＩＳ A4201（２００３）保護レベルⅣとします。 

 
 
 
 

（19）議場システム設備 
・他の同規模市町村庁舎の議場システムと⽐較検討し、本庁舎機能に適したシステムを構築します。 
・住⺠の⽅へ開かれた議会を提供するために、新たな議場システム環境の設備と合わせて、インターネットによる 

議会中継ライブ、庁内配信を可能とした環境を⼀つのシステムで連動できる環境として整えます。 
・議会運営の負担軽減を⽬的とし、議場設備であるマイクの種類に左右されず、議会運⽤中においてもシナリオ等の 

変更が可能な環境を整えます。 
 
 
（20）防災情報システム設備 

・３階災害対策室にて災害情報の⼀早い収集、対策や対応指令の迅速化が図れる様、以下の設備を⽤意します。 
 
 □構成機器、設備 
 ・プロジェクター 
 ・天吊り型100inchワイドスクリーン 

・移動式50inchモニター 
 ・壁収納型接続コネクタ 
 ・防災無線室間空配管 
 ・県防災システム⽤空配管 
 
・既設の防災無線アンテナ（２設備）を新庁舎屋上に移設設置を⾏い、屋上アンテナ〜３階防災無線室間の空配管を敷設

します。 
 

 
（21）⼊退室管理設備 

・各所の⼊退室を制限管理し重要書類や機器類の盗難の防⽌及び防犯⾯配慮のため⼊退室管理設備を計画します。 
・⼊⼝の管理は、電気錠を利⽤し施錠開錠の状態を⼀元管理します。 
・⼊退室は、カードリーダー等の認証機器を⽤いることで⾏う計画とします。 
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時計設備比較
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5-4 諸室諸元表 
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６．機械設備計画 
6-1 機械設備計画基本⽅針 

 庁舎としての機能性⼗分な省エネルギーシステム、災害時も対策業務等が⾏える信頼性および快適性を重視した設備計画
を⾏います。市⺠が利⽤しやすく親しみを持てるものとするために下記の内容を基本⽅針とします。 

 
（１）省エネルギー（⼀次エネルギー50％削減） 
 ・⾼効率機器の採⽤による消費電⼒の抑制や 、ふく射冷暖房や床吹出し等居住域空調を⾏うことにより熱負荷の低減を

図り、ZEB化を⽬指します。 
・井⽔ヒートポンプの採⽤検討など、⾃然エネルギーの有効利⽤を図ります。  

 
（２）信頼性の向上 
 ・災害時に拠点となる各諸室の空調設備は⾮常⽤発電機対応とすることで災害対策業務に⽀障がないシステムとします。 

・井⽔利⽤による緊急時に雑⽤⽔利⽤が図れるシステムの構築、及び緊急遮断弁付受⽔槽の採⽤や加圧ポンプの⾮常⽤発
電機対応などにより災害時に必要とされる⽔の確保を図ります。 

 
（３）快適性の向上 

・⾼効率型空調機を採⽤することにより、⾼温低湿度（執務室夏期⽬標値：28℃,50％）でも良好な環境実現と快適性の
維持を図ります 。 

・ふく射冷暖房や床吹出し空調の積極的な採⽤により、居住域の上下温度差を少なくし温度差による不快な気流が⽣じな
い環境実現を⽬指します。 

 
（４）遵守法規制等 

・設備計画に当たり、下記法規、図書等を遵守するものとします。 
  建築基準法及び関連法規 

   消防法及び関連法規 
   建築設備設計基準 平成30年版（国⼟交通⼤⾂官房官庁営繕部監修） 
   公共建築設備⼯事標準仕様書及び同標準図 平成28年版（国⼟交通省監修） 等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6-2 機械設備計画・設計概要 

（１）空調換気設備 
（ア）設計条件 

・空調対象室は下記の温湿度条件により空調負荷計算を⾏い、機器を選定します。 
 

設計屋外温湿度条件 
 
 
 
 

 
（つくば市による気象庁観測データ過去10年間平均値による） 

 
設計屋内温湿度条件 

 
 
 
 
 

（国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部設備・環境課監修    建築設備設計基準    平成30年版） 
 
 
（イ）空調熱源計画 
  ・主たる空調熱源システムは⾼効率型電気式ヒートポンプシステムとし、議場の空調及びふく射冷暖房系統に「⽔冷式

ヒートポンプチラー」（井⽔ＨＰ）を採⽤します。その他の空調対象所室には⾼効率型電気式空冷ヒートポンプマル
チ⽅式を採⽤します。 

・ＢＣＰ対応居室の空調熱源システムは個別空調⽅式（電気式空冷ヒートポンプ）を採⽤し、停電時でも⾮常電源にて
空調可能なものとします。 

・サーバー室及び防災無線室の空調は年間を通じ良好な温湿度管理を実現する為に、室内空調機＋加湿器及び除湿器を
設置します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

    乾球温度
（℃） 

相対湿度
（％） 

夏 期 30.2 83 
冬 期 -3.2 64 

 乾球温度
（℃） 

相対湿度
（％） 

備 考 

夏 期 28.0 ±2 50 ±10  
冬 期 22.0 ±2 50 ±10 湿度は⽬標値 

※サーバー室及び防災
無線室は年間を通し、●
24±2℃、50±10％を 
⽬標値とする。 
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（ウ）空調⽅式 
  ・執務室系統は⾼効率型電気式空冷ヒートポンプシステム＋天井ふく射空調（1階ホール）を基本⽅式とし検討します。 

・議場については空間容積が⼤きいことから床吹出しによる居住域空調を検討します。 
・使⽤時間帯の異なるエリア（管理⼈室等）は個別空調システム(電気式空冷ヒートポンプパッケージ⽅式）による単

独空調システムとし、使⽤状況に応じて適正な環境確保の上、省エネルギー化を図ります。 
・会議室、災害対策本部室、防災無線室及びサーバー室は⾮常⽤発電機に停電時対応とします。 

    
室 名 空調⽅式 

⼀般諸室（執務室系統） ⾼効率型電気式空冷ヒートポンプシステム＋外気調和機 
議 場 ⾼効率型電気式空冷ヒートポンプ＋床吹出し居住域空調システム 

管理⼈室等 電気式空冷ヒートポンプ＋全熱交換ユニット 
災害対策本部室等 電気式空冷ヒートポンプ（⾮常⽤発電機対応）＋全熱交換ユニット 

 
 
（エ）換気設備 
  ・執務室は外調機または全熱交換ユニットによる第１種換気を基本とし、その他のパッケージ⽅式の居室は全熱交換ユ

ニットによる第１種換気とします。また、機械室、書庫、トイレ、給湯、倉庫等は第３種換気⽅式を採⽤します。 
  ・待合ホールの換気にクールヒートチューブの採⽤による省エネルギー換気を採⽤します。 
 
 
（オ）排煙設備 
  ・建築基準法に準拠し、⾃然排煙にて計画とします。（建築⼯事） 
 
 
（カ）⾃動制御設備 
  ・⾃動制御設備は、設備全体の⽇常運営、設備管理、エネルギー管理、ランニングコストの低減を⽬指したシステムを

計画します。 
  ・⾃動制御設備は機器分散、メンテナンスを考慮し⾃⽴分散するシステムにて構築します。また設備管理を⼀元管理と

し省⼒化、効率化を⽬的とし中央監視装置を設置します。 
  ・中央監視装置は熱源設備・空調設備・給排⽔衛⽣設備・エネルギー・⽔量・ガス量の使⽤量などを財政課で⼀元管理

が⾏えるシステムとし、エネルギー使⽤状況を把握、室内環境に応じた機器・設備の運転管理によるエネルギー消費
量の縮減を⾏うためにエネルギーデータ管理機能を有するものとし、運営管理・保全管理の⽀援を⾏い、管理費⽤の
低減オペレーター （保守管理者)への⽇常業務の⽀援や予防保全を⾏い、利便性の向上を図ります。 
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（２）給排⽔衛⽣設備 
（ア）衛⽣器具設備 

・衛⽣器具は、節⽔型器具を採⽤します。また、多⽬的⽤便所はユニバーサルデザインに配慮した使いやすい 
器具を採⽤します。 

 
〈主要衛⽣具〉 

⼤ 便 器：節⽔型フラッシュバルブ（雑⽤⽔利⽤）、温⽔洗浄便座（⼥性⽤：擬⾳装置付） 
⼩ 便 器：個別感知式フラッシュバルブ（雑⽤⽔利⽤） 
洗 ⾯ 器：はめ込み型器具、⾃動⽔栓 
多⽬的便所：節⽔型フラッシュバルブ、洗⾯器、⼿洗器、オストメイト、ベビーシート 

 
 
（イ）給⽔設備 
  ・給⽔系統は、上⽔系統と雑⽤⽔系統の２系統とします。 

・上⽔は、給⽔本管より引込みます。 
・給⽔⽅式は受⽔槽＋加圧給⽔ポンプ⽅式を採⽤します。 
・便所洗浄⽔として雑⽤⽔を利⽤します。雑⽤⽔の⽔源は井⽔利⽤の採⽤を検討します。地下ピット（１階床スラブよ

り吊下げ⽅式）を利⽤して雑⽤⽔槽を計画します。 
・飲⽤受⽔槽取⽔⼝付近に感震器及び緊急遮断弁を設け、⼤規模地震時に緊急遮断弁が閉鎖する機構とします。 

   （地震鎮静後、給⽔配管等の状態を確認し、破損等無ければ緊急遮断弁を復旧し給⽔可能とします。） 
  ・各受⽔槽容量は、通常時の使⽤量と災害時の必要確保量の⼤なる⽅を採⽤するものとし、飲⽤で11ｔ、雑⽤で75ｔを

貯⽔できる⽔槽を計画します。 
 
 
（ウ）給湯設備 
  ・給湯箇所は、給湯室、便所、シャワー室とします。 
  ・個別給湯⽅式とし、貯湯式電気温⽔器を採⽤します。 
 
 
（エ）排⽔通気設備 
  ・汚⽔･雑排⽔合流⽅式として屋外に排⽔し、公設桝に接続し公共下⽔道本管に放流します。 
  ・屋外の⾬⽔は⾬⽔浸透桝にて処理し、オーバーフロー分は⽔路へ放流します。（建築⼯事） 
  ・震災後も利⽤可能なトイレを１及び３階のX2〜X3通り間トイレとし、屋外排⽔管断絶時、地下ピット（地中梁部分） 

を利⽤した緊急排⽔槽に⼀時貯留が可能な様に、緊急排⽔槽の準備と屋内排⽔管の切替え装置（塩ビ桝共）を⽤意し
ます。緊急排⽔槽は約１週間分の排⽔が貯留（≒120ｔ）出来る⼤きさを確保します。 

 
 
 
 
 

 
（オ）消⽕設備 
  ・消⽕設備は消防法、同施⾏令及び同施⾏規則に及び⽕災予防条例等に基づき、以下の防⽕対象物⽤途と判断し、必要

な消⽕設備を設置します。（所轄消防協議により設備決定） 
 
  □ 防⽕対象物（建物全体）･･･15項 
  □ 必要な消⽕設備 
   ・消⽕器 
   ・屋内消⽕栓設備（易操作性1号消⽕栓） 
   ・窒素ガス消⽕設備（３階サーバー室、防災無線室対象） 
 
 
（カ）井⽔利⽤設備 
  ・敷地内にてさく井し、その井⽔を再⽣資源エネルギーとして空調熱源利⽤すると共に雑⽤⽔としても利⽤し、省エネ

性にも有効なシステムを構築します。 
  ・井⽔揚⽔⽤の井⼾は取⽔⽤と還元⽤の２本さく井し、取⽔⽤から空調熱源機と雑⽤⽔槽へ供給します。 
  ・井⽔利⽤に際し、「茨城県地下⽔の採取の適正化に関する条例」及び「茨城県⽣活環境の保全等に関する条例」を遵

守する必要がある為、茨城県政策企画部⽔・⼟地計画課と⼗分に協議し、「地下⽔利⽤審査会」を経由後、所定の届
出を⾏う必要があります。 

  ・井⽔は⽔質が良いものと考え、揚⽔時にストレーナーにて粗ゴミ除去のみ⾒込むものとします。 
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6-4 諸室諸元表 
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７.  昇降機設備計画 
7-1 昇降機設備計画基本⽅針 

（１）昇降機設備計画の配慮事項 
誰もが利⽤しやすく、使いやすい昇降機設備計画とします。 
 

（ア）ユニバーサルデザインに配慮した昇降機設備 
・EV1は、メインエントランスとなる南側の⾵除室から⾒通しの良い位置に配置し、総合窓⼝に隣接した位置に計画する

ことで、わかりやすく、利⽤者の使いやすい配置計画とします。 
・EV2は、保健センターと共⽤して利⽤できる位置に配置し、市庁舎部分と保健センター部分のレベル差を解消できるよ

う、バリアフリーに配慮した配置計画とします。 
・EV1とEV2は市庁舎の東⻄に配置することで、どこからでも利⽤しやすい配置計画とします。 
・⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）及び、茨城県ひとにやさしいまちづくり

条例の整備基準を満⾜させる計画とします。 
・エレベーターホールは、⾞椅⼦が容易に転回できるように⼗分なスペースを確保します。 
・EV1は、緊急時などのストレッチャー対応が可能な計画とします。 
 

表 昇降機設備の各種⼨法 
エレベーター 1号機（㎜） 2号機（㎜） 

かご及び昇降路の出⼊⼝幅 1200mm 1000mm 
かごの有効奥⾏ 2300mm 1775mm 
かごの有効内法 1500mm 1775mm 

 
（イ）その他の配慮事項 

・運⽤時における昇降機設備のメンテナンス、不慮の故障等を考慮し、２台のエレベーターを設ける計画とします。 
 
（ウ）昇降機設備の適⽤基準表 

・昇降機設備の計画においては、公共⼯事標準仕様書（機械設備⼯事編）を適⽤します。 
・昇降機設備の耐震安全性の分類は、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準により建築設備の甲類よりS-14とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（２）昇降機設備計画・設計概要 

各昇降機の仕様について、下表に⽰します。 
 

号機名 ＥＶ１ ＥＶ２ 
構造 機械室レスエレベーター 機械室レスエレベーター 

用途（形式） 乗用（福祉対応） 乗用（福祉対応） 
定員 24名 15名 

積載量 1600kg 1000kg 
速度 60m/min 60m/min 

制御方式 可変電圧可変周波数制御 可変電圧可変周波数制御 
操作方式 乗合全自動方式 乗合全自動方式 
停止階 4停止 6停止 

出入口方向 1方向 2方向 
かご内法寸法 1500mm×2300mm 1775mm×1775mm 
出入口寸法 1200mm 1000mm 

ドア形式 2枚戸片引き 2枚戸片引き 
管制運転 地震時管制運転 地震時管制運転 

 初期微動感知地震時管制運転 初期微動感知地震時管制運転 

 火災時管制運転 火災時管制運転 

 停電時自動着床装置 停電時自動着床装置 

耐震クラス A14 A14 
その他の仕様 戸保護機能（ケアフルセンサー、ケアフルドア） 戸保護機能（ケアフルセンサー、ケアフルドア） 

 音声案内装置 音声案内装置 
 車いす仕様 車いす仕様 

 視覚障がい者対応仕様 視覚障がい者対応仕様 
 点字名板接着式 点字名板接着式 
 インターホン応答灯付 インターホン応答灯付 
 遮煙機能・特定防火設備 遮煙機能・特定防火設備 

 鏡 鏡 

 手摺 手摺 

  中2階：かご呼び登録制御（キースイッチ式） 
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８. 環境計画 
8-1 環境計画⽅針 

■ 基本⽅針 

 ・ZEB 化も視野に⼊れ、⼀次エネルギー消費量を⼤幅に削減するとともに、⾃然エネルギーを積極的に導⼊することで
持続可能なまちを⽬指します。また、施設のBEI 値は、0.5 を⽬標とします。 

・将来の改修・メンテナンス等が⾏いやすい計画とすることで、将来にわたるトータルコストを低減するとともに、 
⻑く使い続けられる庁舎を⽬指します。 

■ 再⽣可能エネルギーの有効活⽤ 

 ・太陽光発電による電⼒供給や⾮常時の井⽔による⽔源確保など、災害時にも有効に活⽤できる計画とします。 
 ・各階には庇とルーバーを設けることで⽇射負荷を低減する計画とします。 
 ・⼤きな開⼝部を設け、⾃然光を積極的に取り⼊れ、照明負荷の低減を⾏います。 
 ・井⽔を利⽤し、トイレの排⽔等に利⽤できる計画とします。 
 ・開⼝部には換気⼝のあるサッシを計画し、⾃然換気を⾏います。 
 ・ LED 照明器具や節⽔器具など、⾼効率・省資源型の機器を設置します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2 環境計画概要 

■ ⻑く使い続けられる庁舎 

 ・免震構造の採⽤により、建物構造体の耐久性を確保します。 
 ・将来のレイアウト変更が可能なように、執務室内に柱のないフレキシブルな空間とします。 
 ・情報や電源の配線ルートが確保しやすく、変更等にも容易に対応可能なフリーアクセスフロアを採⽤します。 

■ 環境に配慮した資源の活⽤ 

 ・家具や内装材等に地域材を積極的に利⽤します。 
 ・ホルムアルデヒド等のVOC(揮発性有機化合物)の少ない材料を使⽤します。 

■ 周辺環境への配慮 

 ・周辺環境に調和する植栽を敷地内に施すことで、周辺環境に配慮する計画とします。 
 ・屋上機械置場には、⽬隠しルーバーや防振ゴムを採⽤し、周辺への騒⾳・振動を低減する計画とします。 
 ・開⼝部にはルーバーを設置し、周辺の住宅への視線の配慮を⾏います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電設備の設置 

BCP 

ECO 

Low-E複層ガラス(⽇射遮蔽型)を採⽤し 
⽇射熱の低減。冷暖房効率をアップし、
節電に貢献。 

ECO 
⾃然採光 

ルーバーによる⽇射遮蔽 

ECO 

LED照明の採⽤ 
⼈感センサーによる無駄な電⼒消費低減 

ECO 

庇による⽇射遮蔽 
メンテナンス性の向上 

ECO 

節⽔型便器の採⽤ 
洗浄⽔の井⽔利⽤ 

⾃然通⾵・ 
⾃然換気 

井⽔利⽤ 

緑化による 
⾃然環境の
確保 

緊急排⽔槽の設置 

⾮常⽤発電機の設置 

ECO BCP 

井⽔貯留槽 緊急排⽔槽 

基礎免震構造 
BCP 

キュービクル等の屋上設置 
BCP 

⾼効率熱源機器 

ECO 

ECO 

天井放射パネルの設置 
 

ECO 

ECO 

執務室にはフリーアクセスフロア
を採⽤ 

ECO 

BCP 

ECO BCP 

議場 

執務室 

執務室 

執務室 

会議室 執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

議場 

クールチューブ 
の採⽤ 

ECO 
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9. 防災計画 
9-1 防災計画⽅針 

■ 基本⽅針 

災害時に地域の要となる庁舎 
 ・災害時でも機能維持が可能な免震構造を採⽤し、⾼い耐震性能を確保します。 
 ・インフラの多重化や⾃家発電設備を設置することで、災害時のライフラインを確保します。 
 ・災害時にも利⽤可能な⾃然エネルギーを有効活⽤することで、業務継続に貢献します。 
 市⺠がたよりにする災害活動拠点 
 ・⼈や情報が集まる拠点として整備を⾏います。 
 ・情報発信拠点として、情報通信の多重化や関係機関との連携体制を整えます。 
 ・⽇常的な市⺠・職員への防災意識の啓発を⾏い、災害時に備えます。 
 災害時における柔軟な機能転換 
 ・迅速に災害対策本部へ機能転換可能な平⾯計画とします。 

■ 災害時に備えた防災計画 

 ・災害リスクと継続すべき機能を事前に整理することにより、停⽌機能を復旧させる優先順位と⽬標性を明確にし、 
必要な業務レベルを急速に回復できる計画とします。BCP の機能対策として内容を下記に⽰します。 

分類 項⽬ 内容 

建 

築 

耐震性の強化 
地震発⽣時の迅速な災害対応が可能となるよう、耐震性が⾼く建物の揺れが少ない免震構造

を採⽤します。 

⼀時避難者受け⼊れ 

スペース 

エントランス付近をオープンスペースとすることで、災害時は⼀時避難スペースとしても利

⽤できる計画とします。 

災害対策室 
市⻑室・消防交通課など、災害対策の中枢となる室・課を１フロアに集約することで、災害

時の連携を効率化します。 

ガラス・⾃然採光 
⾼断熱Low-E ガラスを採⽤し熱負荷を軽減し、⾃然光を取り⼊れることで、災害時でも空調・

照明の消費電⼒の削減に寄与します。 

浸⽔対策 機械設備については、災害時の浸⽔を考慮して２階以上に設置します。 

天井仕上げ 天井の落下防⽌措置を施すことで災害時の落下物を抑⽌します。 

庇の設置 避難経路やガラスの落下防⽌、仮設修復⾜場として利⽤も可能な庇を外周に設置します。 

設 

備 

⾮常⽤発電機 72 時間の連続運転が可能な燃料を備蓄し、災害時に活⽤します。 

太陽光発電 災害時には補助電⼒として使⽤します。 

電⼒の２系統引き込み 本線と予備線に分けて引き込むことで、電⼒遮断リスクを軽減します。 

井⼾⽔ 空調熱源に利⽤、利⽤した井⼾⽔をトイレの洗浄⽔等に再利⽤します。 

受⽔槽 災害時にも⾮常⽤発電設備でポンプを稼働させ飲料⽔を確保します。 

災害時⽤排⽔ピット 下⽔道が途絶しても、地下ピットに排⽔を貯留し、トイレの使⽤を可能にします。 

耐震性の⾼い配管 屋外の給⽔管、ガス管には柔軟性、可とう性の⾼い樹脂管を採⽤します。 

災害⽤コンセント 災害時に⾮常⽤発電機からの電⼒を利⽤可能なコンセントを設置します。 

ハイブリッド屋外照明 太陽光と⾵⼒発電を利⽤し、災害発⽣時にも屋外照明の使⽤を可能にします。 

 

■ 災害に備えたインフラ計画 

 ・２階の機械室に受⽔槽を設置し、⾮常⽤発電設備でポンプを稼働させ飲料⽔を確保します。 
 ・雑⽤⽔槽を設け、⾮常⽤発電設備でポンプを稼働させトイレの洗浄⽔に利⽤可能な計画とします。 
 ・災害対策⽤の排⽔槽を設置し、災害時にトイレの排⽔を貯留できる計画とします。 
 ・電⼒の引込みは東京電⼒より本線と予備電源線の２回線受電とし、⽚⽅の東京電⼒変電所が遮断された場合も、切替

えにて電⼒供給が出来る計画とします。 
・商⽤電⼒遮断時のバックアップ⽤電源として、⾮常⽤発電設備（ディーゼル発電機）を計画します。連続 72 時間の

運転が可能な様、地中埋設型のオイルタンクを常備し、庁舎内の災害対策や重要施設、重要設備へ電⼒を供給します。 
・商⽤電⼒や発電機による電源供給の他、庁舎外壁部分に電源⾞接続⽤コネクタを設け、屋上設置の受変電設備経由で

庁舎に電⼒供給が⾏える計画とします。 
 
 

■ 災害対策本部 

・災害時の迅速な情報伝達を⾏えるよう、災害対策室、消防交通課、市⻑室等を３階に集約します。 
・移動間仕切り壁により災害対策室を拡張し、会議室3-1、3-2 と⼀体的な利⽤が可能な計画とします。 
・活動拠点として必要な照明、コンセント等を災害時にも利⽤できる計画とします。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 市⻑室等、執⾏機能をワンフロアに集約することで、

災害時に迅速な情報伝達を可能にします。 

移動間仕切り壁により災害対策室を拡張し、会議室

3-1、3-2 と⼀体的な利⽤が可能な計画とします。 

災害対策室 

市⻑室 副市⻑室 

庁議室 

消防交通課 
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9-2 防災計画エリア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 階平⾯図 

2 階平⾯図 

3 階平⾯図 

4 階平⾯図 

交流スペース 

執務室 

災害対策室 

市⻑室 副市⻑室 

庁議室 

交流スペース 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 
トイレ 

トイレ 

トイレ 

⼀時避難エリア：災害時は市⺠の⼀時避難スペースとしても利⽤できる想定       災害活動拠点エリア：災害時は保健師、医療関係者等の活動スペースとしても利⽤できる想定         インフラバックアップエリア：防災活動を⽀えるインフラバックアップを計画 

業務エリア  ：執務室は業務継続が可能となるように計画              災害対策拠点エリア：災害対策室、市⻑・副市⻑室、庁議室を中⼼に災害対策の拠点エリアとして機能 

警備員室 

機械室 

防災無線室 

サーバー室 下⾜室 

多⽬的室 消防交通課 

電話交換室 
休養室 

職員⽤会議室 
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9-3 災害時電源供給エリア 

■ 災害時電源供給エリア（コンセント） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 階平⾯図 

2 階平⾯図 

3 階平⾯図 

4 階平⾯図 

災害時において、業務継続・災害⽀援活動のため重点的に電源供給を⾏うエリア （⼀般⽤コンセント：100％ 業務⽤コンセント：100％） 

災害時における活動経路、滞留等、最低限の明るさ・電源の供給を要するエリア （⼀般⽤コンセント：20〜30％ 業務⽤コンセント：PC・重要機器のみ） 

交流スペース 

執務室 

災害対策室 

市⻑室 副市⻑室 

庁議室 

交流スペース 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 

執務室 
トイレ 

トイレ 

トイレ 

警備員室 

機械室 

防災無線室 

サーバー室 

全員協議会室 

電話交換室 
休養室 

職員⽤会議室 

会議室 

会議室 

会議室 

下⾜室 

多⽬的室 

待合ホール 
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■ 災害時電源供給エリア（照明・空調・換気） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 階平⾯図 

災害時において、業務継続・災害⽀援活動のため重点的に電源供給を⾏うエリア （照明：100％ 空調：100％ 換気：100％） 

災害時において、業務継続・災害⽀援活動のため重点的に電源供給を⾏うエリア （照明：100％ 空調：0％ 換気：100％） 

災害時における活動経路、滞留等、最低限の明るさ・電源の供給を要するエリア （照明：1/3 空調：0％ 換気：0％） 

災害時において、電源供給を⾏わないエリアには、1 台/スパン程度の照明を確保する 

2 階平⾯図 

3 階平⾯図 

4 階平⾯図 

交流スペース 

執務室 

災害対策室 

市⻑室 副市⻑室 

庁議室 

交流スペース 執務室 

執務室 

執務室 

執務室 
トイレ トイレ 

警備員室 

機械室 

防災無線室 

サーバー室 

議場 

多⽬的室 

下⾜室 

消防交通課 執務室 

職員⽤会議室 

休養室 
電話交換室 

トイレ 

会議室 

会議室 

会議室 

全員協議会室 

執務室 

執務室 

福祉課 

建設課 



下妻市庁舎等建設基本設計報告書 

    201

10-1 ⼯事計画の検討 

（１）第1段階 
① 解体⼯事Ⅰ(本事業外) ⇒ ② 解体⼯事Ⅱ(⼟地収⽤) (本事業外) ⇒ ③ 解体⼯事Ⅲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）第2段階 

① 新庁舎新築⼯事 ⇒ ② 外構⼯事(駐⾞場整備・植栽整備) ⇒ ③ 完了検査 ⇒ ④ 引越し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（3）第3段階 

① 保健センター解体⼯事 ⇒ ② 外構⼯事(駐⾞場整備・植栽整備) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-2 ⼯程の検討 

 
 
 
 
 

保健センター 
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10-3 オフィス家具リスト 

（１）市庁舎 
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（２）保健センター 

 



敷地概要

計画地 茨城県下妻市本城町三丁目13番地、36番地1ほか

用途地域

敷地面積 11,317㎡

建ぺい率 60％

容積率 200％

日影規制 測定面：GL+4m　規制時間：3時間/2時間

第二種住居地域

区域内都市計画区域

案内図

N

都市計画図

建物概要

建物名 下妻市庁舎

主要用途

建築面積 2,592㎡

建ぺい率 23％

容積率 75％

事務所

8,494㎡延床面積

新築工事種別

耐火建築物等種別 耐火建築物

階数 地上4階

鉄骨造構造種別

土地区画整理地区

地区計画区域

事業計画地

N

多賀谷城跡公園

下妻市役所 下妻市立総合体育館
下妻公民館

下妻市民文化会館

関東鉄道常総線
下妻駅

事業計画地

敷地概要･建物概要･案内図 S=1:4000
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交流スペース

待合ホール1

交流スペース・会議スペース

エントランスホール

磁器質タイル 600角
-50

コンクリート金コテ押え
±0

－ 3500LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

磁器質タイル 600角
-50

コンクリート金コテ押え
±0

－ 3500LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

磁器質タイル 600角
-50

コンクリート金コテ押え
±0

－ 3500LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

磁器質タイル 600角
-50

コンクリート金コテ押え
±0

－ 3500LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5
EP塗装
木製ルーバー（檜）

EP塗装
木製ルーバー（檜）

EP塗装
木製ルーバー（檜）

EP塗装
木製ルーバー（檜）

DR t=12
木製ルーバー（檜）

DR t=12
木製ルーバー（檜）

DR t=12
木製ルーバー（檜）

DR t=12
木製ルーバー（檜）

交流スペース・会議スペース

待合ホール1

交流スペース

エントランスホール

床
室名

下地 仕上 高さ

巾木

仕上 下地 仕上

壁

下地 仕上

天井
廻り縁 天井高 備考

躯体高さ

仕上高さ

内部仕上表

階

※3）建築基準法 28条の2 に該当する内装建材（木質材、塗料、防塵塗料、接着剤、グラスウール吸音板、

※2）すべての内装建材はクロルピリホスが添加されていないものとする。

※1）特記なき限り壁，天井の内装材料は準不燃以上とする。

※4）建築基準法 28条の2 に該当する天井裏使用建材はすべてF☆☆☆☆　以上とする。

※5) 表中の※Aは防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)を示す。

■凡例　　LGS：軽鉄下地　　MO：モルタル　GB-R：石膏ボード　GB-S：耐水石膏ボード　GB-D：化粧せっこうボード　GW-B：グラスウールボード
          FK：けい酸カルシウム板　DR：岩綿吸音板　EP：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ　EPG：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(艶有)

     キッチンユニット、吊り戸棚、等）はすべて F☆☆☆☆ 以上とする。

■認定番号

GB-R 9.5t：準不燃QM-9828　GB-R 12.5t：不燃NM-8619　GB-S 12.5t：準不燃QM-9826　GB-S 12.5t：不燃NM-9639

GB-D 9.5t：準不燃QM-0524　GB-D 9.5t：不燃NM-1864　多摩産材(檜)：不燃NM-1701

けい酸カルシウム板 6.0t、8.0t：不燃NM-1217    化粧けい酸カルシウム板 6.0t：不燃NM-3073

ロックウール化粧吸音板 9.0t：不燃NM-8599

各種塗装(GB-R 12.5t下地)：不燃NM-8585

防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)：FP060NP-0007

室名

1階

－ 2700

屋　根

陸屋根部：アスファルト防水、押出法ポリスチレンフォーム t=100、押えコンクリート t=80　伸縮目地：＠3000以内

折板葺：カラーガルバリウム遮熱塗装鋼板 t=0.8　裏貼：無機質ガラス繊維シート

コンクリート打放補修 フッ素樹脂塗装(カラークリア)　

押出成形セメント板 t=60 (フラットパネル、デザインパネル：リブ）　フッ素樹脂塗装、吹付け硬質ウレタンフォーム t=50　　笠木：アルミ製

外壁腰壁・RCパラペット：コンクリート打放補修 フッ素樹脂塗装(化粧目地)　　竪樋：アルミバンドレス 軒樋：カラー鋼板

ステンレス製自動ドア、アルミ製建具、スチール製建具（フッ素樹脂塗装）

玄関廻り、スロープ：床用磁器質タイル 600角/300角

コンクリート階段：コンクリート金コテ仕上げ

外　壁

外 部 床

庇：アルミパネル

軒　天

外 部 建 具

屋上機械置場：コンクリート金コテ目地切り、設備基礎

外部仕上表 

メッシュフェンス H=1.5m

アスファルト舗装、一部透水性舗装、ライン引き

アスファルト舗装、一部透水性舗装、ライン引き

縁石、車止め、側溝(一部グレーチング)、アスファルト舗装、一部透水性舗装、ライン引き

コンクリート舗装、サイクルポート

インターロッキング舗装

門扉・ﾌｪﾝｽ

敷地内通路

駐車場

駐輪場

車路

歩道

柱：鉄鋼+吹付けロックウール(FP060CN-9460)

梁：鉄鋼+吹付けロックウール(FP060BM-9408)

防火区画壁：強化石膏ボードt21片面二重張(1時間耐火FP060NP-0007)：Sウォール

防火区画床：鉄筋トラス付捨型枠床(1時間耐火FP060FL-9095、FP060FL-9101)

屋根(折板屋根)：カラーガルバリウム遮熱塗装鋼板 t=0.8、　裏貼：無機質ガラス繊維シート

床：コンクリート t=250(不燃材料)　

外壁：押出成形セメント板 t=60 フッ素樹脂塗装(FP060NE-9035)

階段：鉄鋼(不燃材料)

耐火建築物(建令第108条3)部材リスト 

防火区画リスト

主要構造部

ルーバー・目隠しルーバー：アルミルーバー（木目調シート張り）

屋根(陸屋根)：鉄筋トラス付捨型枠床 t=150(1時間耐火FP060FL-9095、FP060FL-9101)

－ 2700

－ 2700

－ 3500

－ 3500

－ 3500

－ 3500

－ 3500

－ 2700

－ 2700

－ 2700

－ 2700

執務室(会計課)

執務室

給湯室1-1

給湯室1-2

相談室1-1

トイレ(男)

相談室1-3

相談室1-2

相談室1-4

トイレ(女）

授乳室

多目的トイレ

風除室1

風除室3

風除室2

±0

-50
磁器質タイル 600角コンクリート金コテ押え LGS + GB-R t=12.5 + 12.5SUS製巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

±0

-50
磁器質タイル 600角コンクリート金コテ押え LGS + GB-R t=12.5 + 12.5SUS製巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

±0

-50
磁器質タイル 600角コンクリート金コテ押え LGS + GB-R t=12.5 + 12.5SUS製巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

風除室1

風除室3

風除室2

警備員室（用務員室）

トイレ通路1

倉庫1-2

倉庫1-3

倉庫1-4

倉庫1-1

倉庫1-5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装
-100

±0
タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装
-100

±0
タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装ビニル床タイル t=5.0 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

－ 3500

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－

－

2700

270060ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

－

－

2700

270060ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

－ 2700不燃ビニルクロス長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

不燃ビニルクロス長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

GB-D　t=9.5LGS 

GB-D　t=9.5LGS 
-10

±0

-10

±0

－ 2700

執務室(会計課)

執務室

給湯室1-1

給湯室1-2

相談室1-1

トイレ(男)

相談室1-3

相談室1-2

相談室1-4

トイレ(女）

授乳室

多目的トイレ

警備員室（用務員室）

トイレ通路1

倉庫1-2

倉庫1-3

倉庫1-4

倉庫1-1

倉庫1-5

本

体

工

事

外

　

構

工

事
その他

ビニル床タイル t=5.0

ビニル床タイル t=5.0

ビニル床タイル t=5.0

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

-10

±0
コンクリート金コテ押え

-10

±0
コンクリート金コテ押え

-10

±0
コンクリート金コテ押え

-10

±0
コンクリート金コテ押え

仕上表(1) S=N/S
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床
室名

下地 仕上 高さ

巾木

仕上 下地 仕上

壁

下地 仕上

天井
廻り縁 天井高 備考

躯体高さ

仕上高さ

内部仕上表

階

2階

－

※3）建築基準法 28条の2 に該当する内装建材（木質材、塗料、防塵塗料、接着剤、グラスウール吸音板、

※2）すべての内装建材はクロルピリホスが添加されていないものとする。

※1）特記なき限り壁，天井の内装材料は準不燃以上とする。

※4）建築基準法 28条の2 に該当する天井裏使用建材はすべてF☆☆☆☆　以上とする。

※5) 表中の※Aは防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)を示す。

■凡例　　LGS：軽鉄下地　　MO：モルタル　GB-R：石膏ボード　GB-S：耐水石膏ボード　GB-D：化粧せっこうボード　GW-B：グラスウールボード
          FK：けい酸カルシウム板　DR：岩綿吸音板　EP：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ　EPG：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(艶有)

     キッチンユニット、吊り戸棚、等）はすべて F☆☆☆☆ 以上とする。

■認定番号

GB-R 9.5t：準不燃QM-9828　GB-R 12.5t：不燃NM-8619　GB-S 12.5t：準不燃QM-9826　GB-S 12.5t：不燃NM-9639

GB-D 9.5t：準不燃QM-0524　GB-D 9.5t：不燃NM-1864　多摩産材(檜)：不燃NM-1701

けい酸カルシウム板 6.0t、8.0t：不燃NM-1217    化粧けい酸カルシウム板 6.0t：不燃NM-3073

ロックウール化粧吸音板 9.0t：不燃NM-8599

各種塗装(GB-R 12.5t下地)：不燃NM-8585

防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)：FP060NP-0007

室名

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5コンクリート金コテ押え
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

-10

±0

-10

±0

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

会議室2-1

会議室2-3

会議室2-2

相談室2-1

執務室

下妻市消費生活センター

相談室2-2

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装
-100

±0
タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装
-100

±0
タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装
-100

±0
タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

1階

廊下3

多目的室2

健康相談室・健康教育室

母子健康指導室

風除室4

相談室2

相談室1

健康づくり課(保健センター)

倉庫1

倉庫2

検査室・消毒室

倉庫3

トイレ(女)

トイレ(男)

給湯室

廊下１

医師・講師控室

多目的トイレ

倉庫4

廊下2

待合ホール

資料室

多目的室1

磁器質タイル 300角

クッションフロア t=2.5

-50
コンクリート金コテ押え

±0
－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5

EP塗装

DR t=12コンクリート金コテ押え
-10

±0

－ 2700EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

－ 2700EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装

－ 2700コンクリート金コテ押え
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

コンクリート金コテ押え
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装クッションフロア t=2.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

コンクリート金コテ押え
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装クッションフロア t=2.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

コンクリート金コテ押え
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装クッションフロア t=2.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

コンクリート金コテ押え
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装クッションフロア t=2.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

コンクリート金コテ押え
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装クッションフロア t=2.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装
-100

±0
タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

磁器質タイル 300角
-50

コンクリート金コテ押え
±0

－ 2700LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

－ 2700

－ 2700

－ 2700

会議室2-1

会議室2-3

会議室2-2

相談室2-1

執務室

下妻市消費生活センター

相談室2-2

廊下3

多目的室2

健康相談室・健康教育室

母子健康指導室

風除室4

相談室2

相談室1

健康づくり課(保健センター)

倉庫1

倉庫2

検査室・消毒室

倉庫3

トイレ(女)

トイレ(男)

給湯室

廊下１

医師・講師控室

多目的トイレ

倉庫4

廊下2

待合ホール

資料室

多目的室1

－

±0

-50
磁器質タイル 300角コンクリート金コテ押え LGS + GB-R t=12.5 + 12.5SUS製巾木 60 EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

消火ポンプ室

中水ポンプ室

職員通路1-2

職員通路1-1

下足室

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ 2700
-10

±0
EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 LGS + GB-R t=12.5

－ －コンクリート金コテ押え
-10

±0
防塵塗装 － 素地－ LGS + GB-R t=12.5

－ －コンクリート金コテ押え
-10

±0
防塵塗装 － 素地－ LGS + GB-R t=12.5 消火ポンプ室

中水ポンプ室

職員通路1-2

職員通路1-1

下足室

クッションフロア t=2.5

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

素地LGS + GB-R t=12.5

素地LGS + GB-R t=12.5

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え

仕上表(2) S=N/S
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教育長室・応接スペース

床
室名

下地 仕上 高さ

巾木

仕上 下地 仕上

壁

下地 仕上

天井
廻り縁 天井高 備考

躯体高さ

仕上高さ

内部仕上表

階

2階

-100
60

EPG塗装 EPG塗装

－

－

－

－

－

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

2700

2700

2700

タイルカーペット t=6.5

※3）建築基準法 28条の2 に該当する内装建材（木質材、塗料、防塵塗料、接着剤、グラスウール吸音板、

※2）すべての内装建材はクロルピリホスが添加されていないものとする。

※1）特記なき限り壁，天井の内装材料は準不燃以上とする。

※4）建築基準法 28条の2 に該当する天井裏使用建材はすべてF☆☆☆☆　以上とする。

※5) 表中の※Aは防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)を示す。

■凡例　　LGS：軽鉄下地　　MO：モルタル　GB-R：石膏ボード　GB-S：耐水石膏ボード　GB-D：化粧せっこうボード　GW-B：グラスウールボード
          FK：けい酸カルシウム板　DR：岩綿吸音板　EP：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ　EPG：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(艶有)

     キッチンユニット、吊り戸棚、等）はすべて F☆☆☆☆ 以上とする。

■認定番号

GB-R 9.5t：準不燃QM-9828　GB-R 12.5t：不燃NM-8619　GB-S 12.5t：準不燃QM-9826　GB-S 12.5t：不燃NM-9639

GB-D 9.5t：準不燃QM-0524　GB-D 9.5t：不燃NM-1864　多摩産材(檜)：不燃NM-1701

けい酸カルシウム板 6.0t、8.0t：不燃NM-1217    化粧けい酸カルシウム板 6.0t：不燃NM-3073

ロックウール化粧吸音板 9.0t：不燃NM-8599

各種塗装(GB-R 12.5t下地)：不燃NM-8585

防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)：FP060NP-0007

－

±0

室名

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

-10

±0

±0

-10

±0

-10

±0

木製巾木 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 DR t=12

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

－

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

倉庫2-3

倉庫2-2

倉庫2-4

倉庫2-1

更衣室(男)1

更衣室(男)2

更衣室(女)1

更衣室(女)2

休憩室

職員用会議室1

職員用会議室2

作業スペース

印刷室

電話交換室

休養室(男)

休養室(女)

職員用トイレ(男)

職員用トイレ(女)

職員用通路2-3

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0
EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 EP塗装 － 2700

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0
EP塗装 LGS + GB-R t=12.5 EP塗装 － 2700

不燃ビニルクロス長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5
-10

±0
－ 2700

不燃ビニルクロス長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5
-10

±0
－ 2700

GB-D　t=9.5LGS 

GB-D　t=9.5LGS 

不燃ビニルクロス長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

不燃ビニルクロス長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

GB-D　t=9.5LGS 

GB-D　t=9.5LGS 

不燃ビニルクロスビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

不燃ビニルクロスコンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

GB-D　t=9.5LGS 

GB-D　t=9.5LGS 

不燃ビニルクロス長尺塩ビシート　ｔ=2.0
スタイロ畳　ｔ=55

コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

不燃ビニルクロス長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5

GB-D　t=9.5LGS 

GB-D　t=9.5LGS 
-10

±0

-10

±0

－ 2700

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60タイルカーペット t=6.5 EP塗装

EP塗装

－

－

LGS + GB-R t=12.5LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

2700

2700タイルカーペット t=6.5

-100

±0

-100

±0
LGS + GB-R t=12.5

DR t=12

DR t=12

EPG塗装 EPG塗装LGS + GB-R t=12.5ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
±0

－ 2700

更衣室(男)1

更衣室(男)2

更衣室(女)1

更衣室(女)2

休憩室

職員用会議室1

職員用会議室2

作業スペース

印刷室

電話交換室

休養室(男)

休養室(女)

職員用トイレ(男)

職員用トイレ(女)

職員用通路2-3

地籍資料室

放射能測定室

図面室2

図面室1

機械室

給湯室2-1

給湯室2-2

トイレ(男)

トイレ(女)

多目的トイレ

EVホール2

待合ホール2

職員用通路2-1

職員用通路2-2

トイレ通路2

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EP塗装
檜羽目板張り t=9.0

コンクリート金コテ押え
-10

±0
防塵塗装 － 素地 デッキプレート表し－ LGS + GB-R t=12.5 －

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装コンクリート金コテ押え
-10

±0
タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5ビニル巾木 60 EP塗装コンクリート金コテ押え
-10

±0
タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0
LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装 EPG塗装LGS + GB-R t=12.5長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

教育長室・応接スペース

倉庫2-3

倉庫2-2

倉庫2-4

倉庫2-1

地籍資料室

放射能測定室

図面室2

図面室1

機械室

給湯室2-1

給湯室2-2

トイレ(男)

トイレ(女)

多目的トイレ

EVホール2

待合ホール2

職員用通路2-1

職員用通路2-2

トイレ通路2

長尺塩ビシート　ｔ=2.0
スタイロ畳　ｔ=55

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

-100

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5
-100

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

仕上表(3) S=N/S
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床
室名

下地 仕上 高さ

巾木

仕上 下地 仕上

壁

下地 仕上

天井
廻り縁 天井高 備考

躯体高さ

仕上高さ

内部仕上表

階

3階

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

タイルカーペット t=6.5

木製巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

木製巾木

60

60

ビニル巾木

60

木製巾木 60

60木製巾木

60ビニル巾木

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木

ビニル巾木

ビニル巾木 60

長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0

長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0

長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0

-100
60

EP塗装

EP塗装

EPG塗装

EPG塗装

EPG塗装

EPG塗装

EPG塗装

EP塗装

EP塗装

不燃ビニルクロス

EP塗装

EPG塗装

EPG塗装

EPG塗装

EPG塗装

－

－

－

－

－

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

2700

2700

2700

タイルカーペット t=6.5

※3）建築基準法 28条の2 に該当する内装建材（木質材、塗料、防塵塗料、接着剤、グラスウール吸音板、

※2）すべての内装建材はクロルピリホスが添加されていないものとする。

※1）特記なき限り壁，天井の内装材料は準不燃以上とする。

※4）建築基準法 28条の2 に該当する天井裏使用建材はすべてF☆☆☆☆　以上とする。

※5) 表中の※Aは防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)を示す。

■凡例　　LGS：軽鉄下地　　MO：モルタル　GB-R：石膏ボード　GB-S：耐水石膏ボード　GB-D：化粧せっこうボード　GW-B：グラスウールボード
          FK：けい酸カルシウム板　DR：岩綿吸音板　EP：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ　EPG：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(艶有)

     キッチンユニット、吊り戸棚、等）はすべて F☆☆☆☆ 以上とする。

■認定番号

GB-R 9.5t：準不燃QM-9828　GB-R 12.5t：不燃NM-8619　GB-S 12.5t：準不燃QM-9826　GB-S 12.5t：不燃NM-9639

GB-D 9.5t：準不燃QM-0524　GB-D 9.5t：不燃NM-1864　多摩産材(檜)：不燃NM-1701

けい酸カルシウム板 6.0t、8.0t：不燃NM-1217    化粧けい酸カルシウム板 6.0t：不燃NM-3073

ロックウール化粧吸音板 9.0t：不燃NM-8599

各種塗装(GB-R 12.5t下地)：不燃NM-8585

防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)：FP060NP-0007

－

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 EPG塗装

EP塗装

EPG塗装 EPG塗装

±0

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0

室名

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

-100

±0

-100

±0

-100

±0

±0

±0

-100

±0

-100

±0

-100

±0

-100

±0

-100

±0

-100

±0

-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5
-10

±0

ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-300

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

EP塗装
一部タイル張り

EP塗装
一部タイル張り

EP塗装
一部タイル張り

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EPG塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EPG塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

EPG塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EPG塗装

ビニル巾木

会議室3-3

会議室3-2

会議室3-4

会議室3-5

会議室3-6

災害対策室

庁議室

応接室(大)

副市長室

応接室(小)

倉庫3-2

書庫

相談室

物品庫

電算・サーバー室

ボンベ室

会議室3-1

倉庫3-1

執務室

市長室

防災無線室

給湯室3-1

給湯室3-2

トイレ(男)

トイレ(女)

多目的トイレ

トイレ

EVホール3

待合ホール3

職員通路3

廊下

会議室3-3

会議室3-2

会議室3-4

会議室3-5

会議室3-6

災害対策室

庁議室

応接室(大)

副市長室

応接室(小)

倉庫3-2

書庫

相談室

物品庫

電算・サーバー室

ボンベ室

会議室3-1

倉庫3-1

執務室

市長室

防災無線室

給湯室3-1

給湯室3-2

トイレ(男)

トイレ(女)

多目的トイレ

トイレ

EVホール3

待合ホール3

職員通路3

廊下

タイルカーペット t=6.5
-100

±0

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装
檜羽目板張り t=9.0

EP塗装
檜羽目板張り t=9.0

EP塗装
檜羽目板張り t=9.0

EP塗装
檜羽目板張り t=9.0

DR t=12

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

EPG塗装

EP塗装
一部タイル張り

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

DR t=12

LGS + GB-R t=12.5 DR t=12

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え
-10

±0

トイレ通路3 60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0 － 2700コンクリート金コテ押え
-10

±0 EP塗装
一部タイル張り

LGS + GB-R t=12.5 EP塗装 トイレ通路3

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

コンクリート金コテ押え
-10

コンクリート金コテ押え
-10

タイルカーペット t=6.5
-100

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

タイルカーペット t=6.5
フリーアクセスフロア t=300
防塵塗装

仕上表(4) S=N/S
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議場

調整室

会員協議会室

委員会室

議会事務局

会派室2

会派室1

会派室3

会派室4

会議室4-1

会議室4-2

倉庫4-1

更衣室(男)

床
室名

下地 仕上 高さ

巾木

仕上 下地 仕上

壁

下地 仕上

天井
廻り縁 天井高 備考

躯体高さ

仕上高さ

内部仕上表

階

4階

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

倉庫4-2

倉庫4-3

トイレ(女)

待合スペース

廊下4

多目的トイレ

正副議長室兼応接室 2700

2700

2700

2700

2700

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 2700

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 2700

議場ロビー LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 2700

議場廊下 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 2700

議会図書室

トイレ(男)

-10
コンクリート金コテ押え 2700

2700

議員控室 2700

更衣室(女) 2700

EVホール4 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 2700

木製巾木

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

タイルカーペット t=6.5

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木

60

60

ビニル巾木

60

ビニル巾木 60

60ビニル巾木

60ビニル巾木

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木 60

ビニル巾木

ビニル巾木

ビニル巾木 60

長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0

長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0

長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0

-300
60

EP塗装

EP塗装

EPG塗装

EPG塗装

不燃ビニルクロス

不燃ビニルクロス

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EPG塗装

EP塗装

EP塗装
一部タイル張り

DR   t=12

EP塗装
木製ルーバー（檜）

EPG塗装

EPG塗装

GB-D　t=9.5

GB-D　t=9.5

EPG塗装

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS 

LGS 

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

5500

2700

2700

2700

2700

タイルカーペット t=6.5 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

階段１ LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 －コンクリート金コテ押え - - EP塗装 －

PS・EPS - －- - - 素地 - －素地

※3）建築基準法 28条の2 に該当する内装建材（木質材、塗料、防塵塗料、接着剤、グラスウール吸音板、

※2）すべての内装建材はクロルピリホスが添加されていないものとする。

※1）特記なき限り壁，天井の内装材料は準不燃以上とする。

※4）建築基準法 28条の2 に該当する天井裏使用建材はすべてF☆☆☆☆　以上とする。

※5) 表中の※Aは防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)を示す。

■凡例　　LGS：軽鉄下地　　MO：モルタル　GB-R：石膏ボード　GB-S：耐水石膏ボード　GB-D：化粧せっこうボード　GW-B：グラスウールボード
          FK：けい酸カルシウム板　DR：岩綿吸音板　EP：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ　EPG：合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(艶有)

     キッチンユニット、吊り戸棚、等）はすべて F☆☆☆☆ 以上とする。

■認定番号

GB-R 9.5t：準不燃QM-9828　GB-R 12.5t：不燃NM-8619　GB-S 12.5t：準不燃QM-9826　GB-S 12.5t：不燃NM-9639

GB-D 9.5t：準不燃QM-0524　GB-D 9.5t：不燃NM-1864　多摩産材(檜)：不燃NM-1701

けい酸カルシウム板 6.0t、8.0t：不燃NM-1217    化粧けい酸カルシウム板 6.0t：不燃NM-3073

ロックウール化粧吸音板 9.0t：不燃NM-8599

各種塗装(GB-R 12.5t下地)：不燃NM-8585

防火区画壁 間仕切壁耐火1時間LGSw65 TBZ(強化石膏ボード)t21片面二重張(Sウォール)：FP060NP-0007

－

給湯室4 長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 EP塗装 － 2700

倉庫4-4 2700EPG塗装 EPG塗装 －

倉庫4-5 2700EPG塗装 EPG塗装 －

階段2 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5 －コンクリート金コテ押え - - EP塗装 －

トイレ通路4

±0

60ビニル巾木長尺塩ビシート(防汚)　ｔ=2.0 － 2700

EP塗装
檜羽目板張り t=9.0  木製ルーバー（檜）

室名

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

-100

±0

-100

±0

-100

±0

-100

±0

±0

±0

±0

±0

±0

±0

-100

±0

-100

±0

±0

-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5 + 12.5
-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5
-10

±0

長尺塩ビシート　ｔ=2.0コンクリート金コテ押え ビニル巾木 60 LGS + GB-R t=12.5
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

コンクリート金コテ押え
-10

±0

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

タイルカーペット t=6.5

コンクリート直押え

EP塗装
一部タイル張り

EP塗装
一部タイル張り

EP塗装
一部タイル張り

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

EP塗装LGS + GB-R t=12.5 + 12.5

DR   t=12LGS + GB-R t=12.5

DR   t=12LGS + GB-R t=12.5

DR   t=12

DR   t=12

DR   t=12

DR   t=12

DR   t=12

DR   t=12

DR   t=12

DR   t=12

DR   t=12

DR   t=12

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

LGS + GB-R t=12.5

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

EP塗装

議場

調整室

会員協議会室

委員会室

議会事務局

会派室2

会派室1

会派室3

会派室4

会議室4-1

会議室4-2

倉庫4-1

更衣室(男)

倉庫4-2

倉庫4-3

トイレ(女)

待合スペース

廊下4

多目的トイレ

正副議長室兼応接室

議場ロビー

議場廊下

議会図書室

トイレ(男)

議員控室

更衣室(女)

EVホール4

階段１

PS・EPS

給湯室4

倉庫4-4

倉庫4-5

階段2

トイレ通路4

フリーアクセスフロア t=300
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

フリーアクセスフロア t=100
防塵塗装

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

LGS + GB-R t=12.5
+ GB-S t=12.5

-10
コンクリート金コテ押え

-10
コンクリート金コテ押え

-10
コンクリート金コテ押え

-10
コンクリート金コテ押え

-10
コンクリート金コテ押え

-10
コンクリート金コテ押え

仕上表(5) S=N/S
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X1 X2

9000

1
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0
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5
0
0

Y1

Y2

Y3

Y4

9000 9000 9000

X3 X4 X5 X6 X7 X8

9000

X9

11000

▼ 保健センター

メインエントランス

▼
庁舎サブエントランス

UP

UP

UP

UP

1500

1500

2500

2100

▼

▼

庁舎サブ
エントランス

庁舎サブ
エントランス

1
5
0
0

部長席

(保健福祉部)

部長席

(市民部)

想定人数：18人 想定人数：19人 想定人数：13人

想定人数：5人/2人

想定人数：23人想定人数：23人想定人数：17人

想定人数：19人

想定人数：17人

多目的室1

(60㎡)

風除室4

保険年金課
(119㎡)

税務課
(119㎡)

収納課
(83㎡)

風除室2

警備員室

(用務員室)

給湯室1-1

倉庫1-2 金庫室

会計課
(66㎡)

(153㎡)

(介護保険課)
(119㎡)

(子育て支援課)
(112㎡)

下足室

母子健康指導室

(50㎡)

ヘ
ル

メ
ッ

ト
置

場

下
駄

箱

下駄箱

相談室1-3

相談室1-1

相談室1-2

資料室

交流スペース

(104㎡)

会議スペース

相談室2

風除室1

多目的室2

(60㎡)

健康相談室・健康教育室

(50㎡)
検査室・

消毒室

倉庫1-3

倉庫1-4

相談室1-4

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

授乳室

交流スペース

打合せスペース記載台

(70㎡)

移動間仕切り

移動間仕切り

福祉課

地流し

(保健センター)
(123㎡)

市民課
(178㎡)

証明書発行窓口

(パスポート申請窓口)

倉庫4

給湯室

記載台

マイナンバー発行ブース

(パスポート交付窓口)

倉庫2

子ども家庭課 長寿支援課

健康づくり課

上部庇

階段1

閲覧スペース

駐輪場

キッズ

スペース

消火栓

消火栓

相談室1
下駄箱

スロープ 1/15

駐輪場(5台)

(40台)

総合案内

消火

ポンプ室

中水

ポンプ室

倉庫1-1

エントランス

ホール

スロープ 1/15

冷

冷 冷

▼

庁舎メインエントランス

(14㎡)

(5㎡)(6㎡)

(21㎡)

(6㎡)

(8㎡)

(20㎡)

(21㎡)(11㎡)

(21㎡)
(10㎡)

(7㎡)

(10㎡)

(9㎡)

(9㎡)

(9㎡)

(9㎡)

(13㎡)

(17㎡)

(6㎡)

(6㎡)

(7㎡)

廊下2

(68㎡)
トイレ(女)

(19㎡)

倉庫1

(8㎡)
医師・講師控室

(12㎡)

(9㎡)

廊下1

(76㎡)

職員通路1-1

(31㎡)

(14㎡)

(17㎡)

職員通路1-2

(22㎡)

給湯室1-2

(7㎡)

(57㎡)

トイレ(男)
(17㎡)

多目的トイレ

(6㎡)

廊下3

(25㎡)

風除室3
(6㎡)

EV1
(9㎡)

(10㎡)

EPS
(1㎡)

多目的トイレ

(5㎡)

トイレ(男)

(25㎡)

トイレ(女)

(21㎡)

トイレ通路1

(8㎡)

PS
(1㎡)

DS
(1㎡) EPS

(5㎡)

EV2
(12㎡)

シャワー室
(2㎡)

階段2
(21㎡)

待合ホール1
(304㎡)

自動販売機スペース

消火栓

消火栓

発券機

(55㎡)

待合ホール

5
5
0
0

1
6
0
0

1
6
0
0

倉庫3
(4㎡)

EPS
(3㎡)

PS
(2㎡)

移動間仕切り

管
理

用
シ

ャ
ッ

タ
ー

管理用シャッター

管理用シャッター

管理用シャッター 管理用シャッター管理用シャッター

管理用シャッター

管理用シャッター 管理用シャッター

車いす使用者用駐車場(2台)

移動間仕切り

1階平面図 S=1:200
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0
0
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4
5
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2000

1500

2000

4200

2
4
5
0

1
5
0
0

1
8
5
0

1
8
5
0

1500

UP

部長席

(教育部)

想定人数：11人 想定人数：11人 想定人数：9人 想定人数：11人

(63㎡)

(88㎡)

(35㎡)

(72㎡) (72㎡) (91㎡)

(35㎡)

(24㎡)

(24㎡)

機械室

生活環境課

図面室2

生涯学習課 指導課 学校教育課

図面室1

区
分

箱

地籍資料室

打合せスペース

会議室2-1

相談室2-1

相談室2-2

(12㎡)

放射能測定室

(20㎡)

教育長室
(20㎡)

応接スペース 

倉庫2-2
(25㎡)

(48㎡)

(39㎡)

印刷室

作業スペース

移動間仕切り

移動間仕切り

(68㎡)

職員用会議室1

(63㎡)

職員用会議室2

(126㎡)

休憩室

(11㎡)(11㎡)

休養室(男)休養室(女)(22㎡)

電話交換室

倉庫2-1

打合せスペース

吹抜け

部長席

(建設部)

部長席

(経済部)

想定人数：6人 想定人数：15人 想定人数：10人想定人数：10人 想定人数：10人想定人数：9人

(11㎡)

(48㎡) (119㎡) (88㎡)(118㎡) (95㎡)(72㎡)

下妻市消費

生活センター

建設課 都市整備課事務局商工観光課 (農政課)(農政課)
農業委員会農業政策課 農地整備課

給湯室

2-1

倉庫2-4
(24㎡)

倉庫2-3

受水槽

消火栓

消火栓

(13㎡)

会議室2-2

冷

冷

冷

(14㎡)

会議室2-3

(10㎡)

(10㎡)

(7㎡)

(13㎡)

多目的トイレ

(5㎡)

トイレ(男)

(25㎡)

(35㎡)

EVホール2

給湯室2-2

(6㎡)

職員通路2-2

(20㎡)

職員通路2-1

(27㎡)

職員通路2-3

(124㎡)

(6㎡)
PS

(1㎡)

(91㎡)

EPS
(2㎡)

階段2
(30㎡)

EV2
(12㎡)

PS
(2㎡)

EPS
(4㎡)

PS
(5㎡)

EV1
(9㎡)

(32㎡)

階段1

EPS
(5㎡)

トイレ(女)

(21㎡)

トイレ通路2

(8㎡)

PS
(1㎡)

PS
(1㎡)

PS
(1㎡)

待合ホール2
(318㎡)

トップライト

上部

更衣室(男)2
(46㎡)

更衣室(女)1
(22㎡)

更衣室(女)2
(34㎡)

更衣室(男)1
(33㎡)

PS
(1㎡)

職員用トイレ(男)
(23㎡)

職員用トイレ(女)
(23㎡)

消火栓

トップライト

上部

管理用シャッター

管
理

用
シ

ャ
ッ

タ
ー

管理用シャッター

2階平面図 S=1:200
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部長席

(市長公室)

想定人数：18人

想定人数：13人

想定人数：12人

想定人数：14人

部長席

(総務部)

(55㎡)

(136㎡)

(112㎡)

(88㎡)

(95㎡)

(13㎡)

(20㎡)

(39㎡)

(41㎡)

(64㎡)

(115㎡) (126㎡) (115㎡)

(32㎡)

(10㎡)

(24㎡)

電算・サーバー室

総務課

財政課

消防交通課

企画課・市民協働課

物品庫

防災無線室

会議室3-4

会議室3-5

移
動

間
仕

切
り

庁議室

会議室3-1 会議室3-2 災害対策室

移
動

間
仕

切
り

会議室3-3

書庫 相談室

会議室3-6

打合せスペース打合せスペース

トイレ

(33㎡)

市長室

(23㎡)

副市長室

(19㎡)

応接室(小)

(25㎡)

応接室(大)

倉庫3-2

屋上機械置場

文
書

箱

給湯室3-1

給湯室3-2

想定人数：7人

(57㎡)

秘書課

ボンベ室

ハト小屋

消火栓

消火栓

冷

冷

(13㎡)
(4㎡)

(6㎡)

(5㎡)

(50㎡)

廊下

(4㎡)

職員通路3

(32㎡)

(6㎡)

倉庫3-1
(7㎡)

多目的トイレ

(5㎡)

トイレ(男) トイレ(女)

(25㎡) (21㎡)

(47㎡)

EVホール3

EPS
(2㎡)

PS
(1㎡)

階段2
(28㎡)

PS
(5㎡)

EV1
(9㎡)

EPS
(5㎡)

トイレ通路3

(8㎡)

PS
(1㎡)

PS
(1㎡)

EV2
(12㎡)

PS
(2㎡)

EPS
(4㎡)

(32㎡)

階段1

UP

待合ホール3
(299㎡)

空調室外機

トップライト

トップライト

待合スペース

管
理

用
シ

ャ
ッ

タ
ー 管

理
用

シ
ャ

ッ
タ

ー

3階平面図 S=1:200
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2
5
0
0

2500
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想定人数：5人

倉庫4-3
(265㎡)

議場
(148㎡)

全員協議会室

議場ロビー

更衣室(女)

更衣室(男)

委員会室
(60㎡)

給湯室4

(54㎡)

議会事務局

移動間仕切り

(82㎡)

会議室4-1

(78㎡)

会議室4-2

配膳スペース

倉庫4-1

(73㎡)

正副議長室兼応接室

スロープ

1/12

議場廊下

廊下4

自動販売機スペース

EV1

議員控室
(85㎡) (34㎡)

議会図書室

調整室

トイレ(男) トイレ(女)

(17㎡)
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既存保健センター 配置図   S=N/S 
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既存保健センター 平⾯図   S=N/S 
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既存保健センター 屋根伏図   S=N/S 
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既存保健センター ⽴⾯図   S=N/S 
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既存保健センター ⽴⾯図   S=N/S 
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既存保健センター 矩計図   S=N/S 
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アイレベルパース 
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FRG 6.5

特定防火設備　付属金物一式

FRG 6.5

SD
5

SD
6

SD
7

SD
8

SD
9

W=1500
H=2700×3

2F、3F
EVホール2、3

Ｔ(ＴＧ)　:強化ガラス

Ｌ　　　　:合わせガラス

ＰＹＰ  　:耐熱強化ガラス

一般事項

１．標準的扉材には戸当りゴムを３ヶ所付とする。

２．扉を開放するとき壁に壁に当る場所は床付戸当りを設置する。

３．アルミ建具の表面処理は、

　　内部建具：無色陽極酸化皮膜とし、ともに３分艶とする。

４．ＳＤは特記なき限り　扉見込４０、両面フラッシュとする。

５．特記なき限り建具の枠は大枠とする。

６．金属建具のドアガラリ(枠)は、扉材と同材同仕様とする。

外部建具

１．アルミ建具の強度、気密性、水密性は以下とし、一般見込は７０とする。

　　耐風圧　Ｓ－４　気密性　Ａ－３　水密性　Ｗ－４

２．金属建具の枠まわりは外部：防水モルタル、内部：モルタル詰めとする。

３．シーリングは次による。

　・コンクリートと金属

　・金属と金属

　・金属とガラス、ガラスとガラス

　・アルミニウム建具等の工場シール

：ＭＳ－１　変性シリコン系シーリング材

：ＭＳ－２　変性シリコン系シーリング材

：ＳＲ－１　シリコンシーリング材

：ＰＳ－２　ポリサルファイド系シーリング材

４．特記なきアルミ建具には結露受け(アルミ押出型材)をつける。

５．ガラス突きつけ部分はガラスと同厚のシリコンシーリングを行う。： 告示 平12建告第1360号による防火設備防８．凡例

内部建具

２．木製建具は特記なき限り以下の仕様による。

　・金物はステンレス製または同等品以上(ふすまおよび障子は除く)とする。

１．鋼製軽量建具は特記なき限り、

FIX

内

Ｂ

外
： 告示 平12建告第1369号による特定防火設備特防

　　外部に面する建具：アルマイト仕上（高耐久電着塗装）

　　焼付塗装鋼板　枠：t=1.6　扉：t=0.6　のペーパーコアとする。

６．アルミガラリはステンレス防虫網・フィルター付とし、開口率は３５％以上とする。

　　また補強が必要な場合は裏側補強とする。

７．額縁は特記なき限り全てスチール製額縁とする。

ＳＤ　:鋼製扉

ＬＳＤ:鋼製軽量扉

ＳＳＤ:ステンレス製扉

ＡＤ　:アルミ製扉

ＷＤ　:木製扉

ＳＷ　:鋼製窓

ＳＳＷ:ステンレス製窓

ＡＷ　:アルミ製窓

ＷＷ　:木製窓

ＳＧ　:鋼製ガラリ

ＳＳＧ:ステンレス製ガラリ

ＡＧ　:アルミニウム製ガラリ

ＷＧ　:木製ガラリ

ＳＳ  :鋼製シャッタ ー

ＬＳ　:鋼製軽量シャッタ ー

ＡＳ　:アルミ軽量シャッタ ー

Ｈ　  :ふすま

Ｆｒ　:三方枠

ＳＬＷ:スライディングウォール

ＴＬ　:トップライト

ＣＷ　:カーテンウォール

Ａ

Ｂ

AB－1 種 :無着色陽極酸化皮膜

AB－2 種 :着色陽極酸化皮膜 

AC－1 種 :無着色陽極酸化皮膜 

BA－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BA－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

C 種     :化成皮膜の上に塗装 

ＤＣ:ドアクローザー

ＡＳ:アームストッパー

ＨＣ:ヒンジクローザー

ＳＨ:スプリングヒンジ

ＰＨ:ピボットヒンジ

ＦＨ:フロアヒンジ

ＡＨ:オートヒンジ　

ＬＨ:ラバトリーヒンジ

ＢＨ:丁番
：両引き

：引違い

：片引き

：開き

：上げ下げ

：バランス

：はめごろし

：すべりだし

：回転

：内倒し

：外出し

：つきだし

ステンレス

SUS304 t=2.0

SUS304 t=2.0

ステンレス

ステンレス

SUS304 t=2.0

（外部用）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（内部簡易気密）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（外部簡易気密）

Ｅ

Ａ

Ｃ Ｄ

Ｂ

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

　・片引き戸の引き残しは、引き手に十分手が掛かる程度確保する。

ＨＡＰ　　:熱線吸収フロート板ガラス

ＨＡＮＰ　:熱線吸収網入りみがき板ガラス

ＨＡＷＰ　:熱線吸収線入りみがき板ガラス

ＩＧ　　　:複層ガラス

ＨＲ　　　:熱線反射ガラス

ＤＳ　　　:倍強度ガラス　

ＦＬ　　　:フロート板ガラス

ＧＧ　　　:すり板ガラス

Ｆ　　　　:型板ガラス

ＮＦ　　　:網入り型板ガラス

ＷＦ　　　:線入り型板ガラス

ＮＰ　　　:網入りみがき板ガラス

ＷＰ　　　:線入りみがき板ガラス

ＰＬＰ　　:耐熱合わせガラス

AC－2 種 :着色陽極酸化皮膜  

ＨＬ　：ヘアライン

ＢＦ　：鏡面仕上げ

ＶＢ　：バイブレーション仕上

ＳＯＰ:合成樹脂調合ペイント塗り

ＲＰ　:塩化ゴム系エナメル塗り

ＦＥ　:フタ ル酸樹脂エナメル塗り

ＣＬ　:クリヤラッカー塗り

ＵＣ　:ウレタ ン樹脂ワニス塗り

ＯＳ　:オイルステイン塗り

ＦＵＥ :ふっ素樹脂エナメル塗り

７．金属建具の小窓(切り窓)枠は、扉材と同材同仕様とする。

ＦＲＧ　　:防火ガラス

Ａ　　　　:空気層

ＰＣ　　　:ポリカーボネート樹脂板　

Low-E   　:複層断熱ガラス

Ｃ

Ｄ

ＦＤ　:防火ダンパー付

ＳＦＤ:煙感知器連動

　　　 防火ダンパー付

h

ＡＰ　　　:アルミパネル

ＡＣ　　　:アクリル樹脂板

※建具表は参考図です。

　詳細な寸法や仕様は実施設計時に

　確定するものとします。

　ただし、環境性能への配慮は重視

　してください。

建具表（1）(参考図) S=1:100

下妻市庁舎等建設基本設計報告書
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FL FLFLFL

FL FL

LSD
4 4 3910 22

2

FL

H
2
1
0
0

2
0
0

W950

800 150

FL

H
2
1
0
0

2
0
0

W1000

850 150

LSD
3 6

引手　シリンダー錠

鋼製軽量片引き戸

2F

SOP

S SOP E SUS HL

S

ハンガーレール　戸当り　自動閉鎖装置

更衣室

付属金物一式

S SOP

引手　表示錠(大型サムターン)

鋼製軽量片引き戸

1F～4F

SOP

E SUS HL

S

ハンガーレール　戸当り　自動閉鎖装置

付属金物一式

多目的トイレ、授乳室

GG 5

FL

5

BH　DC　戸当り

LSD
6

H
2
1
0
0

W900

鋼製軽量片開き戸

1F～4F 会議室他

SOP

S SOP

FL

E SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

S

付属金物一式

400 100 400

1
8
0
0

1
5
0

FL

5

BH　DC　戸当り

LSD
5

H
2
1
0
0

W800

鋼製軽量片開き戸

1F・3F 廊下1、待合ホール3

SOP

S SOP

FL

E SUS HL

レバーハンドル　空錠

S

付属金物一式

150 500 150

1
8
0
0

1
5
0

FL

5

鋼製軽量片開き戸

H
2
1
0
0

W900

1F～4F トイレ他

SOP

S SOP

GG

E SUS HL

レバーハンドル　表示錠　空錠

S

BH　DC　戸当り

付属金物一式

LSD
7

FL

鋼製軽量片開き戸

H
2
1
0
0

W800

中水ポンプ室、消火ポンプ室、金庫室他1F～4F

SOP

S SOP E SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

S

BH　DC　戸当り

付属金物一式

LSD
8 鋼製軽量片開き戸 10

H
2
1
0
0

E

鋼製軽量両開き框戸

LSD
12

4F

W1700

議場廊下

S SOP

SOP

SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

付属金物一式　衝突防止マーク

BH　DC　戸当り　フランス落とし

S

100 650
100 100

650 100

1
5
0

1
8
5
0

1
0
0

T 6

FL

H
2
1
0
0

W600

SK、シャワー室1F～4F

SOP

S SOP E SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

S

BH　DC　戸当り

付属金物一式

鋼製軽量片開き戸

LSD
9 8

LSD
1 3

1F

S

LSD
2

1F～3F

S

25

FL

鋼製軽量片引き戸

H
2
1
0
0

2
0
0

W1350

1200 150

200 100 150

1
5
0

7
0
0

FL

2
0
0

H
2
1
0
0

W950

800 150

425

1
7
5

1
7
7
5

1
5
0

鋼製軽量片引き戸

S SOP

SOP FL

E

5

SUS HL

引手　シリンダｰ本締錠

ハンガーレール　戸当り　自動閉鎖装置

付属金物一式　勾配笠木

多目的室、母子健康指導室

FL

2
0
0

引手　シリンダー錠

H
2
1
0
0

W950

800 150

100

1
7
5

1
7
7
5

1
5
0

S SOP

SOP FL

E

5

SUS HL

S

付属金物一式

ハンガーレール　戸当り　自動閉鎖装置

検査室・消毒室、相談室

FLFL

H
2
1
0
0

900 300

W1200

LSD
10

付属金物一式

鋼製軽量親子ﾄﾞｱ

1F～4F 健康づくり課、会議室他

FUE

S FUE E SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

S

PH　DC　戸当り　フランス落とし

11

5FL

FL

13

FL

付属金物一式

LSD
11 鋼製軽量親子ﾄﾞｱ

1F～4F 倉庫、物品庫、図面室2

FUE

S FUE E SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

S

PH　DC　戸当り　フランス落とし

FLFL

LSD
13

H
2
1
0
0

W1600

1
5
0

1
8
0
0

1
5
0

5

E

鋼製軽量両開き戸

3F・4F 会議室、議場、全員協議会室

S SOP

SOP

SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

付属金物一式

BH　DC　戸当り　フランス落とし

S FL 5

FL

2

H
2
1
0
0

付属金物一式　ダイノックシート張り(木目調)

SOP

鋼製軽量両開き戸

LSD
14

W1600

4F 議場

S SOP E SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

S

BH　DC　戸当り　フランス落とし

FL

3

H
2
1
0
0

付属金物一式

SOP

鋼製軽量両開き戸

LSD
15

W1600

2F・4F 機械室、PS、EPS

S SOP E SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

S

BH　DC　戸当り　フランス落とし

H
2
1
0
0

900 300

W1200

350
100350

350
100 350

1
5
0

1
5
0

FLFL

9

FL

5

BH　DC　戸当り

LSD
17

H
2
1
0
0

W900

鋼製軽量片開き戸

2F～4F 教育長室、市長室、副市長室他

SOP

S SOP

FL

E SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

S

400 100 400

1
8
0
0

1
5
0

LSD
16

3F

S

2

FL

2
0
0

H
2
1
0
0

W950

800 150

425

1
7
5

1
7
7
5

1
5
0

鋼製軽量片引き戸

FL

2
0
0

引手　シリンダー錠

H
2
1
0
0

W950

800 150

100

1
7
5

1
7
7
5

1
5
0

S SOP

SOP FL

E

5

SUS HL

S

ハンガーレール　戸当り　自動閉鎖装置

応接室(大)

1
5
0

付属金物一式　ダイノックシート張り(木目調)付属金物一式　ダイノックシート張り(木目調)

FLFL

LSD
18

H
2
1
0
0

W1600

1
5
0

1
8
0
0

1
5
0

1

E

鋼製軽量両開き戸

4F 全員協議会室

S SOP

SOP

SUS HL

レバーハンドル　シリンダｰ本締錠

付属金物一式　ダイノックシート張り(木目調)

BH　DC　戸当り　フランス落とし

S FL 5

350
100350

350
100 350

Ｔ(ＴＧ)　:強化ガラス

Ｌ　　　　:合わせガラス

ＰＹＰ  　:耐熱強化ガラス

一般事項

１．標準的扉材には戸当りゴムを３ヶ所付とする。

２．扉を開放するとき壁に壁に当る場所は床付戸当りを設置する。

３．アルミ建具の表面処理は、

　　内部建具：無色陽極酸化皮膜とし、ともに３分艶とする。

４．ＳＤは特記なき限り　扉見込４０、両面フラッシュとする。

５．特記なき限り建具の枠は大枠とする。

６．金属建具のドアガラリ(枠)は、扉材と同材同仕様とする。

外部建具

１．アルミ建具の強度、気密性、水密性は以下とし、一般見込は７０とする。

　　耐風圧　Ｓ－４　気密性　Ａ－３　水密性　Ｗ－４

２．金属建具の枠まわりは外部：防水モルタル、内部：モルタル詰めとする。

３．シーリングは次による。

　・コンクリートと金属

　・金属と金属

　・金属とガラス、ガラスとガラス

　・アルミニウム建具等の工場シール

：ＭＳ－１　変性シリコン系シーリング材

：ＭＳ－２　変性シリコン系シーリング材

：ＳＲ－１　シリコンシーリング材

：ＰＳ－２　ポリサルファイド系シーリング材

４．特記なきアルミ建具には結露受け(アルミ押出型材)をつける。

５．ガラス突きつけ部分はガラスと同厚のシリコンシーリングを行う。： 告示 平12建告第1360号による防火設備防８．凡例

内部建具

２．木製建具は特記なき限り以下の仕様による。

　・金物はステンレス製または同等品以上(ふすまおよび障子は除く)とする。

１．鋼製軽量建具は特記なき限り、

FIX

内

Ｂ

外
： 告示 平12建告第1369号による特定防火設備特防

　　外部に面する建具：アルマイト仕上（高耐久電着塗装）

　　焼付塗装鋼板　枠：t=1.6　扉：t=0.6　のペーパーコアとする。

６．アルミガラリはステンレス防虫網・フィルター付とし、開口率は３５％以上とする。

　　また補強が必要な場合は裏側補強とする。

７．額縁は特記なき限り全てスチール製額縁とする。

ＳＤ　:鋼製扉

ＬＳＤ:鋼製軽量扉

ＳＳＤ:ステンレス製扉

ＡＤ　:アルミ製扉

ＷＤ　:木製扉

ＳＷ　:鋼製窓

ＳＳＷ:ステンレス製窓

ＡＷ　:アルミ製窓

ＷＷ　:木製窓

ＳＧ　:鋼製ガラリ

ＳＳＧ:ステンレス製ガラリ

ＡＧ　:アルミニウム製ガラリ

ＷＧ　:木製ガラリ

ＳＳ  :鋼製シャッタ ー

ＬＳ　:鋼製軽量シャッタ ー

ＡＳ　:アルミ軽量シャッタ ー

Ｈ　  :ふすま

Ｆｒ　:三方枠

ＳＬＷ:スライディングウォール

ＴＬ　:トップライト

ＣＷ　:カーテンウォール

Ａ

Ｂ

AB－1 種 :無着色陽極酸化皮膜

AB－2 種 :着色陽極酸化皮膜 

AC－1 種 :無着色陽極酸化皮膜 

BA－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BA－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

C 種     :化成皮膜の上に塗装 

ＤＣ:ドアクローザー

ＡＳ:アームストッパー

ＨＣ:ヒンジクローザー

ＳＨ:スプリングヒンジ

ＰＨ:ピボットヒンジ

ＦＨ:フロアヒンジ

ＡＨ:オートヒンジ　

ＬＨ:ラバトリーヒンジ

ＢＨ:丁番
：両引き

：引違い

：片引き

：開き

：上げ下げ

：バランス

：はめごろし

：すべりだし

：回転

：内倒し

：外出し

：つきだし

ステンレス

SUS304 t=2.0

SUS304 t=2.0

ステンレス

ステンレス

SUS304 t=2.0

（外部用）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（内部簡易気密）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（外部簡易気密）

Ｅ

Ａ

Ｃ Ｄ

Ｂ

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

　・片引き戸の引き残しは、引き手に十分手が掛かる程度確保する。

ＨＡＰ　　:熱線吸収フロート板ガラス

ＨＡＮＰ　:熱線吸収網入りみがき板ガラス

ＨＡＷＰ　:熱線吸収線入りみがき板ガラス

ＩＧ　　　:複層ガラス

ＨＲ　　　:熱線反射ガラス

ＤＳ　　　:倍強度ガラス　

ＦＬ　　　:フロート板ガラス

ＧＧ　　　:すり板ガラス

Ｆ　　　　:型板ガラス

ＮＦ　　　:網入り型板ガラス

ＷＦ　　　:線入り型板ガラス

ＮＰ　　　:網入りみがき板ガラス

ＷＰ　　　:線入りみがき板ガラス

ＰＬＰ　　:耐熱合わせガラス

AC－2 種 :着色陽極酸化皮膜  

ＨＬ　：ヘアライン

ＢＦ　：鏡面仕上げ

ＶＢ　：バイブレーション仕上

ＳＯＰ:合成樹脂調合ペイント塗り

ＲＰ　:塩化ゴム系エナメル塗り

ＦＥ　:フタ ル酸樹脂エナメル塗り

ＣＬ　:クリヤラッカー塗り

ＵＣ　:ウレタ ン樹脂ワニス塗り

ＯＳ　:オイルステイン塗り

ＦＵＥ :ふっ素樹脂エナメル塗り

７．金属建具の小窓(切り窓)枠は、扉材と同材同仕様とする。

ＦＲＧ　　:防火ガラス

Ａ　　　　:空気層

ＰＣ　　　:ポリカーボネート樹脂板　

Low-E   　:複層断熱ガラス

Ｃ

Ｄ

ＦＤ　:防火ダンパー付

ＳＦＤ:煙感知器連動

　　　 防火ダンパー付

h

ＡＰ　　　:アルミパネル

ＡＣ　　　:アクリル樹脂板

※建具表は参考図です。

　詳細な寸法や仕様は実施設計時に

　確定するものとします。

　ただし、環境性能への配慮は重視

　してください。

建具表（2）(参考図) S=1:100
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FL

アルミ樹脂製はめ殺し窓+アルミ樹脂製突出し窓

AW
2 4

1F 執務室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
3
5
0
0

815 83070 70 830 70 830 70 830 70 830 70 815

FL

アルミ樹脂製はめ殺し窓+アルミ樹脂突出し窓

AW
1 1

1F 執務室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
3
5
0
0

1
0
0
0

H
1
9
0
0

FL

アルミ樹脂製引き違い窓

AW
8 3

1～3F 執務室、会議室3-1、母子健康指導室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
2
7
0
0

FL

アルミ樹脂製引き違い窓

AW
5

1～3F 教育長室、応接室(小)・(大)、会議室3-4

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
2
7
0
0

FL

アルミ樹脂製両袖片引き窓

AW
6

2～4F 執務室、図面室1、市長室、副市長室、会派室1

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

FL

アルミ樹脂製引き違い窓

AW
7

2・4F 執務室、正副議長室兼応接室、議員控室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
2
7
0
0

C
H
2
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

W1700

820 82060

AD
1 アルミ樹脂折戸+アルミ樹脂突出し窓+アルミ樹脂はめ殺し窓

1F

付属金物一式　衝突防止マーク　飛散防止フィルム貼

交流スペース・会議スペース

レール SUS HL

排煙オペレｰタｰ(隠ぺい式)FL+1200、突出し窓開き45度

シリンダｰ本締錠

ｱﾙﾐ樹脂 BB-1種

AL BB-1種225

1

外部

FL

アルミ樹脂製はめ殺し窓

AW
4 6

2～4F 待合ホール2,3、会議室4-2、EVホール4他

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
2
7
0
0

F

FL

1F

付属金物一式　衝突防止マーク

健康相談室・健康教育室

レール SUS HL

シリンダｰ本締錠

FL

CL

C
H
2
7
0
0

AD
2 アルミ樹脂製引き違い戸

ｱﾙﾐ樹脂 BB-1種

AL BB-1種225

3

外部

W1700

81570815

H
2
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

17

外部

W3500

1700 100 1700

F

W2600

700 7001200

W4400

2150 2150100

H
5
0
0

1
0
0

H
5
0
0

1
0
0

W3500

Low-E Low-E5+A16+FL5

H
2
7
0
0

Low-E Low-E5+A16+FL5 Low-E Low-E5+A16+FL5

F F F F F F FF F F F F

W5300

815 70 830 70 830 70 830 70 815

F

70 830

FL

アルミ樹脂製はめ殺し窓+アルミ樹脂製突出し窓

AW
3 1

1F 執務室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
3
5
0
0

H
5
0
0

1
0
0

F F F F F

W4400

815 70 830 70 830 70 830 70 815

FL

CL

C
H
3
5
0
0

2
5
0
0

4
0

8
9
0

7
0

H
3
5
0
0

840 169070 70 1690 70 1690 70 1690 70 1690 70 1690 70 1720

840 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 810 70 840835 70 800 70 800 70 800 70 800 70 800 70 835

1705 70 1670 70 1670 70 835

FFFFFFFF

100

90°

6

外部

5

外部

(日射遮蔽型)
Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)
Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)
Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

飛散防止フィルム貼

1
0
0
0

H
1
9
0
0

1
0
0
0

H
1
9
0
0

建具表（3）(参考図) S=1:100
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Ｔ(ＴＧ)　:強化ガラス

Ｌ　　　　:合わせガラス

ＰＹＰ  　:耐熱強化ガラス

一般事項

１．標準的扉材には戸当りゴムを３ヶ所付とする。

２．扉を開放するとき壁に壁に当る場所は床付戸当りを設置する。

３．アルミ建具の表面処理は、

　　内部建具：無色陽極酸化皮膜とし、ともに３分艶とする。

４．ＳＤは特記なき限り　扉見込４０、両面フラッシュとする。

５．特記なき限り建具の枠は大枠とする。

６．金属建具のドアガラリ(枠)は、扉材と同材同仕様とする。

外部建具

１．アルミ建具の強度、気密性、水密性は以下とし、一般見込は７０とする。

　　耐風圧　Ｓ－４　気密性　Ａ－３　水密性　Ｗ－４

２．金属建具の枠まわりは外部：防水モルタル、内部：モルタル詰めとする。

３．シーリングは次による。

　・コンクリートと金属

　・金属と金属

　・金属とガラス、ガラスとガラス

　・アルミニウム建具等の工場シール

：ＭＳ－１　変性シリコン系シーリング材

：ＭＳ－２　変性シリコン系シーリング材

：ＳＲ－１　シリコンシーリング材

：ＰＳ－２　ポリサルファイド系シーリング材

４．特記なきアルミ建具には結露受け(アルミ押出型材)をつける。

５．ガラス突きつけ部分はガラスと同厚のシリコンシーリングを行う。： 告示 平12建告第1360号による防火設備防８．凡例

内部建具

２．木製建具は特記なき限り以下の仕様による。

　・金物はステンレス製または同等品以上(ふすまおよび障子は除く)とする。

１．鋼製軽量建具は特記なき限り、

FIX

内

Ｂ

外
： 告示 平12建告第1369号による特定防火設備特防

　　外部に面する建具：アルマイト仕上（高耐久電着塗装）

　　焼付塗装鋼板　枠：t=1.6　扉：t=0.6　のペーパーコアとする。

６．アルミガラリはステンレス防虫網・フィルター付とし、開口率は３５％以上とする。

　　また補強が必要な場合は裏側補強とする。

７．額縁は特記なき限り全てスチール製額縁とする。

ＳＤ　:鋼製扉

ＬＳＤ:鋼製軽量扉

ＳＳＤ:ステンレス製扉

ＡＤ　:アルミ製扉

ＷＤ　:木製扉

ＳＷ　:鋼製窓

ＳＳＷ:ステンレス製窓

ＡＷ　:アルミ製窓

ＷＷ　:木製窓

ＳＧ　:鋼製ガラリ

ＳＳＧ:ステンレス製ガラリ

ＡＧ　:アルミニウム製ガラリ

ＷＧ　:木製ガラリ

ＳＳ  :鋼製シャッタ ー

ＬＳ　:鋼製軽量シャッタ ー

ＡＳ　:アルミ軽量シャッタ ー

Ｈ　  :ふすま

Ｆｒ　:三方枠

ＳＬＷ:スライディングウォール

ＴＬ　:トップライト

ＣＷ　:カーテンウォール

Ａ

Ｂ

AB－1 種 :無着色陽極酸化皮膜

AB－2 種 :着色陽極酸化皮膜 

AC－1 種 :無着色陽極酸化皮膜 

BA－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BA－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

C 種     :化成皮膜の上に塗装 

ＤＣ:ドアクローザー

ＡＳ:アームストッパー

ＨＣ:ヒンジクローザー

ＳＨ:スプリングヒンジ

ＰＨ:ピボットヒンジ

ＦＨ:フロアヒンジ

ＡＨ:オートヒンジ　

ＬＨ:ラバトリーヒンジ

ＢＨ:丁番
：両引き

：引違い

：片引き

：開き

：上げ下げ

：バランス

：はめごろし

：すべりだし

：回転

：内倒し

：外出し

：つきだし

ステンレス

SUS304 t=2.0

SUS304 t=2.0

ステンレス

ステンレス

SUS304 t=2.0

（外部用）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（内部簡易気密）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（外部簡易気密）

Ｅ

Ａ

Ｃ Ｄ

Ｂ

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

　・片引き戸の引き残しは、引き手に十分手が掛かる程度確保する。

ＨＡＰ　　:熱線吸収フロート板ガラス

ＨＡＮＰ　:熱線吸収網入りみがき板ガラス

ＨＡＷＰ　:熱線吸収線入りみがき板ガラス

ＩＧ　　　:複層ガラス

ＨＲ　　　:熱線反射ガラス

ＤＳ　　　:倍強度ガラス　

ＦＬ　　　:フロート板ガラス

ＧＧ　　　:すり板ガラス

Ｆ　　　　:型板ガラス

ＮＦ　　　:網入り型板ガラス

ＷＦ　　　:線入り型板ガラス

ＮＰ　　　:網入りみがき板ガラス

ＷＰ　　　:線入りみがき板ガラス

ＰＬＰ　　:耐熱合わせガラス

AC－2 種 :着色陽極酸化皮膜  

ＨＬ　：ヘアライン

ＢＦ　：鏡面仕上げ

ＶＢ　：バイブレーション仕上

ＳＯＰ:合成樹脂調合ペイント塗り

ＲＰ　:塩化ゴム系エナメル塗り

ＦＥ　:フタ ル酸樹脂エナメル塗り

ＣＬ　:クリヤラッカー塗り

ＵＣ　:ウレタ ン樹脂ワニス塗り

ＯＳ　:オイルステイン塗り

ＦＵＥ :ふっ素樹脂エナメル塗り

７．金属建具の小窓(切り窓)枠は、扉材と同材同仕様とする。

ＦＲＧ　　:防火ガラス

Ａ　　　　:空気層

ＰＣ　　　:ポリカーボネート樹脂板　

Low-E   　:複層断熱ガラス

Ｃ

Ｄ

ＦＤ　:防火ダンパー付

ＳＦＤ:煙感知器連動

　　　 防火ダンパー付

h

ＡＰ　　　:アルミパネル

ＡＣ　　　:アクリル樹脂板

※建具表は参考図です。

　詳細な寸法や仕様は実施設計時に

　確定するものとします。

　ただし、環境性能への配慮は重視

　してください。



FL

アルミ樹脂製引き違い窓

AW
11 1

2F 休憩室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
2
7
0
0

4F 待合スペース

付属金物一式　飛散防止フィルム貼

- -

ｱﾙﾐ樹脂

70

アルミ樹脂製はめ殺し窓

AW
14

BB-1種

AL BB-1種

FL

1

外部

CL

C
H
2
7
0
0

アルミ樹脂製引き違い窓

AW
12

アルミ樹脂製引き違い窓

AW
9

2～4F 執務室、会議室3-1、会議室4-1

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

FL

CL

C
H
2
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

FL

4

1～3F 執務室、災害対策室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
2
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

W5300

1700 100

2
6
3
0

7
0

1
1
0
0

3
8
0
0

1700 100 1700

1
0
0
0

H
1
7
0
0

W7100

1700 100 1700 100 17001700 100

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

W8000

1925 100 1925 100 1925 100 1925

FL

アルミ樹脂製引き違い窓

AW
10 10

1～4F 執務室、会議室3-2、全員協議会室、委員会室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
2
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

W6200

2000 100 2000 2000100

FL

アルミ樹脂製引き違い窓

AW
13 1

2F 休憩室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント
C
H
2
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

W8900

1700 100 1700 100 17001700 100 100 1700

90°

100 16000
965 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 965

6950
930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 930 70 915

X1 X2

3

外部

FL

アルミ樹脂製はめ殺し窓+アルミ樹脂製突出し窓

AW
13' 1

4F 議場

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

外部

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
5
5
0
0

4
5
0
0

H
1
0
0
0

W13400

1285 70 1275 70 1275 70 1275 70 1275 70 1275 70 1275 70 1275 70 1275 70 1285

F F F F

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)
Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)
Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

建具表（4）(参考図) S=1:100

A-39

下妻市庁舎等建設基本設計報告書

Ｔ(ＴＧ)　:強化ガラス

Ｌ　　　　:合わせガラス

ＰＹＰ  　:耐熱強化ガラス

一般事項

１．標準的扉材には戸当りゴムを３ヶ所付とする。

２．扉を開放するとき壁に壁に当る場所は床付戸当りを設置する。

３．アルミ建具の表面処理は、

　　内部建具：無色陽極酸化皮膜とし、ともに３分艶とする。

４．ＳＤは特記なき限り　扉見込４０、両面フラッシュとする。

５．特記なき限り建具の枠は大枠とする。

６．金属建具のドアガラリ(枠)は、扉材と同材同仕様とする。

外部建具

１．アルミ建具の強度、気密性、水密性は以下とし、一般見込は７０とする。

　　耐風圧　Ｓ－４　気密性　Ａ－３　水密性　Ｗ－４

２．金属建具の枠まわりは外部：防水モルタル、内部：モルタル詰めとする。

３．シーリングは次による。

　・コンクリートと金属

　・金属と金属

　・金属とガラス、ガラスとガラス

　・アルミニウム建具等の工場シール

：ＭＳ－１　変性シリコン系シーリング材

：ＭＳ－２　変性シリコン系シーリング材

：ＳＲ－１　シリコンシーリング材

：ＰＳ－２　ポリサルファイド系シーリング材

４．特記なきアルミ建具には結露受け(アルミ押出型材)をつける。

５．ガラス突きつけ部分はガラスと同厚のシリコンシーリングを行う。： 告示 平12建告第1360号による防火設備防８．凡例

内部建具

２．木製建具は特記なき限り以下の仕様による。

　・金物はステンレス製または同等品以上(ふすまおよび障子は除く)とする。

１．鋼製軽量建具は特記なき限り、

FIX

内

Ｂ

外
： 告示 平12建告第1369号による特定防火設備特防

　　外部に面する建具：アルマイト仕上（高耐久電着塗装）

　　焼付塗装鋼板　枠：t=1.6　扉：t=0.6　のペーパーコアとする。

６．アルミガラリはステンレス防虫網・フィルター付とし、開口率は３５％以上とする。

　　また補強が必要な場合は裏側補強とする。

７．額縁は特記なき限り全てスチール製額縁とする。

ＳＤ　:鋼製扉

ＬＳＤ:鋼製軽量扉

ＳＳＤ:ステンレス製扉

ＡＤ　:アルミ製扉

ＷＤ　:木製扉

ＳＷ　:鋼製窓

ＳＳＷ:ステンレス製窓

ＡＷ　:アルミ製窓

ＷＷ　:木製窓

ＳＧ　:鋼製ガラリ

ＳＳＧ:ステンレス製ガラリ

ＡＧ　:アルミニウム製ガラリ

ＷＧ　:木製ガラリ

ＳＳ  :鋼製シャッタ ー

ＬＳ　:鋼製軽量シャッタ ー

ＡＳ　:アルミ軽量シャッタ ー

Ｈ　  :ふすま

Ｆｒ　:三方枠

ＳＬＷ:スライディングウォール

ＴＬ　:トップライト

ＣＷ　:カーテンウォール

Ａ

Ｂ

AB－1 種 :無着色陽極酸化皮膜

AB－2 種 :着色陽極酸化皮膜 

AC－1 種 :無着色陽極酸化皮膜 

BA－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BA－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

C 種     :化成皮膜の上に塗装 

ＤＣ:ドアクローザー

ＡＳ:アームストッパー

ＨＣ:ヒンジクローザー

ＳＨ:スプリングヒンジ

ＰＨ:ピボットヒンジ

ＦＨ:フロアヒンジ

ＡＨ:オートヒンジ　

ＬＨ:ラバトリーヒンジ

ＢＨ:丁番
：両引き

：引違い

：片引き

：開き

：上げ下げ

：バランス

：はめごろし

：すべりだし

：回転

：内倒し

：外出し

：つきだし

ステンレス

SUS304 t=2.0

SUS304 t=2.0

ステンレス

ステンレス

SUS304 t=2.0

（外部用）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（内部簡易気密）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（外部簡易気密）

Ｅ

Ａ

Ｃ Ｄ

Ｂ

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

　・片引き戸の引き残しは、引き手に十分手が掛かる程度確保する。

ＨＡＰ　　:熱線吸収フロート板ガラス

ＨＡＮＰ　:熱線吸収網入りみがき板ガラス

ＨＡＷＰ　:熱線吸収線入りみがき板ガラス

ＩＧ　　　:複層ガラス

ＨＲ　　　:熱線反射ガラス

ＤＳ　　　:倍強度ガラス　

ＦＬ　　　:フロート板ガラス

ＧＧ　　　:すり板ガラス

Ｆ　　　　:型板ガラス

ＮＦ　　　:網入り型板ガラス

ＷＦ　　　:線入り型板ガラス

ＮＰ　　　:網入りみがき板ガラス

ＷＰ　　　:線入りみがき板ガラス

ＰＬＰ　　:耐熱合わせガラス

AC－2 種 :着色陽極酸化皮膜  

ＨＬ　：ヘアライン

ＢＦ　：鏡面仕上げ

ＶＢ　：バイブレーション仕上

ＳＯＰ:合成樹脂調合ペイント塗り

ＲＰ　:塩化ゴム系エナメル塗り

ＦＥ　:フタ ル酸樹脂エナメル塗り

ＣＬ　:クリヤラッカー塗り

ＵＣ　:ウレタ ン樹脂ワニス塗り

ＯＳ　:オイルステイン塗り

ＦＵＥ :ふっ素樹脂エナメル塗り

７．金属建具の小窓(切り窓)枠は、扉材と同材同仕様とする。

ＦＲＧ　　:防火ガラス

Ａ　　　　:空気層

ＰＣ　　　:ポリカーボネート樹脂板　

Low-E   　:複層断熱ガラス

Ｃ

Ｄ

ＦＤ　:防火ダンパー付

ＳＦＤ:煙感知器連動

　　　 防火ダンパー付

h

ＡＰ　　　:アルミパネル

ＡＣ　　　:アクリル樹脂板

※建具表は参考図です。

　詳細な寸法や仕様は実施設計時に

　確定するものとします。

　ただし、環境性能への配慮は重視

　してください。
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付属金物一式
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クレセント
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F
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0

7
0
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付属金物一式　衝突防止マーク　飛散防止フィルム貼

X1 X2

90°

100

1

外部

F

H
2
5
0
0

7
0

150 1500 150
（有効開口） （引残し）（引残し）

F

1F 風除室1(エントランス部分)

オートドア　光線(反射)スイッチ　飛散防止フィルム貼

衝突防止マーク　付属金物一式　パニックオープン

T

レール

6

SUS HL

シリンダｰ本締錠　電気錠

SUS 焼付塗装

SUS 焼付塗装225

FL

アルミ樹脂製縦すべり出し窓

AW
18

1 待合ホール、母子健康指導室

ｱﾙﾐ樹脂

- -70

BB-1種

AL BB-1種

CL

網戸　４方アングル　水切り板　付属金物一式(額縁共)

クレセント

C
H
2
7
0
0

1
0
0
0

H
1
7
0
0

W800

5

外部

FL

CL

H

W

1
0

鋼製シャッター

SS
1

SS
2

W=2700
H=3500×2

SS

*

エントランスホール

W=4200
H=2700×1

1F～3F エントランスホール、EVホール2、EVホール3

S

- -

- -

ステンレスレール　スイッチ

溶融亜鉛メッキ

SS
3 W=2700

H=2700×2

1F

2F

2F・3F
EVホール2、3

FL

CL

H

W

軽量鋼製グリルシャッター

LS
1

LS
2

W=2100
H=3500×1

LS

*

待合ホール1

W=5900
H=3500×1 待合ホール1

1F～3F 待合ホール1、EVホール2、EVホール3

S

- -

- -

ステンレスレール　スイッチ

スチールスラット ガイドレール(SUS)　付属金物一式

座金(SUS)　挟み込み防止装置　押しボタンスイッチ

溶融亜鉛メッキ

S 溶融亜鉛メッキ

LS
3

W=7150
H=3500×1LS

4

1F

1F

1F
待合ホール1

スチールスラット ガイドレール(SUS)　付属金物一式

座金(SUS)　挟み込み防止装置　押しボタンスイッチ

S 溶融亜鉛メッキ

LS
5 W=8400

H=3500×5 待合ホール1
1F

W=5650
H=3500×1 待合ホール1

1F

LS
6 W=4200

H=2700×1 EVホール2
2F

LS
7

EVホール2

煙感知器連動
特定防火設備

煙感知器連動
特定防火設備

煙感知器連動
特定防火設備

LS
8

W=8400
H=2700×1 待合ホール2

2F

LS
9

W=5700
H=2700×1 待合ホール2

2F

W=2100
H=2700×2 EVホール3

3F

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

Low-E Low-E5+A16+FL5(日射遮蔽型)

建具表（5）(参考図) S=1:100

A-40

下妻市庁舎等建設基本設計報告書

Ｔ(ＴＧ)　:強化ガラス

Ｌ　　　　:合わせガラス

ＰＹＰ  　:耐熱強化ガラス

一般事項

１．標準的扉材には戸当りゴムを３ヶ所付とする。

２．扉を開放するとき壁に壁に当る場所は床付戸当りを設置する。

３．アルミ建具の表面処理は、

　　内部建具：無色陽極酸化皮膜とし、ともに３分艶とする。

４．ＳＤは特記なき限り　扉見込４０、両面フラッシュとする。

５．特記なき限り建具の枠は大枠とする。

６．金属建具のドアガラリ(枠)は、扉材と同材同仕様とする。

外部建具

１．アルミ建具の強度、気密性、水密性は以下とし、一般見込は７０とする。

　　耐風圧　Ｓ－４　気密性　Ａ－３　水密性　Ｗ－４

２．金属建具の枠まわりは外部：防水モルタル、内部：モルタル詰めとする。

３．シーリングは次による。

　・コンクリートと金属

　・金属と金属

　・金属とガラス、ガラスとガラス

　・アルミニウム建具等の工場シール

：ＭＳ－１　変性シリコン系シーリング材

：ＭＳ－２　変性シリコン系シーリング材

：ＳＲ－１　シリコンシーリング材

：ＰＳ－２　ポリサルファイド系シーリング材

４．特記なきアルミ建具には結露受け(アルミ押出型材)をつける。

５．ガラス突きつけ部分はガラスと同厚のシリコンシーリングを行う。： 告示 平12建告第1360号による防火設備防８．凡例

内部建具

２．木製建具は特記なき限り以下の仕様による。

　・金物はステンレス製または同等品以上(ふすまおよび障子は除く)とする。

１．鋼製軽量建具は特記なき限り、

FIX

内

Ｂ

外
： 告示 平12建告第1369号による特定防火設備特防

　　外部に面する建具：アルマイト仕上（高耐久電着塗装）

　　焼付塗装鋼板　枠：t=1.6　扉：t=0.6　のペーパーコアとする。

６．アルミガラリはステンレス防虫網・フィルター付とし、開口率は３５％以上とする。

　　また補強が必要な場合は裏側補強とする。

７．額縁は特記なき限り全てスチール製額縁とする。

ＳＤ　:鋼製扉

ＬＳＤ:鋼製軽量扉

ＳＳＤ:ステンレス製扉

ＡＤ　:アルミ製扉

ＷＤ　:木製扉

ＳＷ　:鋼製窓

ＳＳＷ:ステンレス製窓

ＡＷ　:アルミ製窓

ＷＷ　:木製窓

ＳＧ　:鋼製ガラリ

ＳＳＧ:ステンレス製ガラリ

ＡＧ　:アルミニウム製ガラリ

ＷＧ　:木製ガラリ

ＳＳ  :鋼製シャッタ ー

ＬＳ　:鋼製軽量シャッタ ー

ＡＳ　:アルミ軽量シャッタ ー

Ｈ　  :ふすま

Ｆｒ　:三方枠

ＳＬＷ:スライディングウォール

ＴＬ　:トップライト

ＣＷ　:カーテンウォール

Ａ

Ｂ

AB－1 種 :無着色陽極酸化皮膜

AB－2 種 :着色陽極酸化皮膜 

AC－1 種 :無着色陽極酸化皮膜 

BA－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BA－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BB－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－1 種 :無着色陽極酸化塗装複合皮膜 

BC－2 種 :着色陽極酸化塗装複合皮膜 

C 種     :化成皮膜の上に塗装 

ＤＣ:ドアクローザー

ＡＳ:アームストッパー

ＨＣ:ヒンジクローザー

ＳＨ:スプリングヒンジ

ＰＨ:ピボットヒンジ

ＦＨ:フロアヒンジ

ＡＨ:オートヒンジ　

ＬＨ:ラバトリーヒンジ

ＢＨ:丁番
：両引き

：引違い

：片引き

：開き

：上げ下げ

：バランス

：はめごろし

：すべりだし

：回転

：内倒し

：外出し

：つきだし

ステンレス

SUS304 t=2.0

SUS304 t=2.0

ステンレス

ステンレス

SUS304 t=2.0

（外部用）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（内部簡易気密）

SUS304 t=2.0

ステンレス

（外部簡易気密）

Ｅ

Ａ

Ｃ Ｄ

Ｂ

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

備　　　　考

支持金物・その他

握り玉・とって類・錠

取　付　場　所

姿　図

数量形式番号
符号

建具:材質 仕上 ガラス:種類 厚

扉は開き側から見た姿

窓は外部から見た姿とする

　・片引き戸の引き残しは、引き手に十分手が掛かる程度確保する。

ＨＡＰ　　:熱線吸収フロート板ガラス

ＨＡＮＰ　:熱線吸収網入りみがき板ガラス

ＨＡＷＰ　:熱線吸収線入りみがき板ガラス

ＩＧ　　　:複層ガラス

ＨＲ　　　:熱線反射ガラス

ＤＳ　　　:倍強度ガラス　

ＦＬ　　　:フロート板ガラス

ＧＧ　　　:すり板ガラス

Ｆ　　　　:型板ガラス

ＮＦ　　　:網入り型板ガラス

ＷＦ　　　:線入り型板ガラス

ＮＰ　　　:網入りみがき板ガラス

ＷＰ　　　:線入りみがき板ガラス

ＰＬＰ　　:耐熱合わせガラス

AC－2 種 :着色陽極酸化皮膜  

ＨＬ　：ヘアライン

ＢＦ　：鏡面仕上げ

ＶＢ　：バイブレーション仕上

ＳＯＰ:合成樹脂調合ペイント塗り

ＲＰ　:塩化ゴム系エナメル塗り

ＦＥ　:フタ ル酸樹脂エナメル塗り

ＣＬ　:クリヤラッカー塗り

ＵＣ　:ウレタ ン樹脂ワニス塗り

ＯＳ　:オイルステイン塗り

ＦＵＥ :ふっ素樹脂エナメル塗り

７．金属建具の小窓(切り窓)枠は、扉材と同材同仕様とする。

ＦＲＧ　　:防火ガラス

Ａ　　　　:空気層

ＰＣ　　　:ポリカーボネート樹脂板　

Low-E   　:複層断熱ガラス

Ｃ

Ｄ

ＦＤ　:防火ダンパー付

ＳＦＤ:煙感知器連動

　　　 防火ダンパー付

h

ＡＰ　　　:アルミパネル

ＡＣ　　　:アクリル樹脂板

※建具表は参考図です。

　詳細な寸法や仕様は実施設計時に

　確定するものとします。

　ただし、環境性能への配慮は重視

　してください。


